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■ 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

 005-FY2023-01  

責任投資への取り組み 

【原則 1】【原則２】【原則６】【原則７】 

三菱 UFJ 信託銀行では、機関投資家として責任投資原則（PRI）の趣旨に賛同し、PRI の発足と同時に署名、日本

における責任投資のパイオニアとして様々なアクションを起こしてきました。しかし、私たちは、決して現状に満足して

いません。その理由は、社会における責任投資の果たす役割が一層増しているからであり、パイオニアとして実践を

重ねてきたからこそ見えてきた乗り越えるべき課題があるからです。 

 

私たちは、運用を通じた責任投資の実践のみならず、実務の源泉となる基盤の強化や調査・研究にも力を入れて

います。それらの多角的な取り組みを通じて、お客さまからお預かりした大切な運用資産に対して、成果のある責任

投資の実践に取り組んでいます。なぜなら、環境・社会の課題解決に貢献して「成果」を出していくことは投資先の持

続的な「成長」、更には経済的な投資リターンの向上に繋がっていくと考えるからです。 

 

私たちは、今後も責任投資を通じて、お客さま、投資先をはじめ、幅広いステークホルダーの皆さまとともに社会課

題の解決に向けて取り組み、「安心・豊かな社会」を創造することに努めていきます。具体的な取り組みは「責任投資

報告書 2022」の以下 URL の該当ページをご参照ください。 

 

「責任投資報告書2022 」 URL https://www.tr.mufg.jp/ippan/topics/pdf/220930.pdf 

 

【具体的な取り組みの記載ページ】 

・ 「強化を続ける 5 つのアクション」 ： P.24 

・ 「重大な ESG 課題」への貢献」 ： P.38 

・ 「運用」ESG インテグレーション ： P.60 

・ 「運用」エンゲージメントと議決権行使 ： P.78 

・ 「調査・研究」ESG 効果分析 ： P.108 

・ 「基盤強化」役職員のリテラシー ESG イニシアティブ 社会的インパクト KPI ： P.112 

 

従来の上記取り組みに加えて、三菱 UFJ 信託銀行は 2023 年 4 月より、MUFG アセットマネジメント*1を構成す

る運用会社とともに、MUFG AM サステナブルインベストメントとしてグループ協働でサステナブル投資を推進して

います。パッシブ運用戦略の投資先企業に 対してサステナビリティに関するエンゲージメントを強化することで、投

資 先 企 業 の 中 長 期 的 な 企 業 価 値 の 向 上 を 目 指 し ま す 。 詳 細 は こ ち ら を ご 参 照 く だ さ い 。

（https://www.tr.mufg.jp/mufgam su/） 

 

＊1 MUFGアセットマネジメントは三菱UFJフィナンシャル・グループのアセットマネジメント会社である三菱UFJ

信託銀行株式会社、三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社、三菱 UFJ 不動産投資顧問株式会社、

Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. 、三菱 UFJ オルタナティブインベストメンツ株式会社

から形成されるブランド名です 

 005-FY2023-02  

信託を活用した再生可能エネルギーの推進と普及への貢献 

【原則 1】【原則２】 

三菱 UFJ 信託銀行では、国の成長戦略上の目標でもある再生可能エネルギーの最大導入・民間資金を活用した

中長期の成長資金の供給促進に貢献するため、信託の機能を活用した様々な取り組みを行っています。 

https://www.tr.mufg.jp/ippan/topics/pdf/220930.pdf
https://www.tr.mufg.jp/mufgam%20su/
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① 受託目的投資で「再生可能エネルギー案件」への出資を継続 

「再生可能エネルギー投資ファンド」組成を目指し、自己資金による匿名組合出資（「受託目的投資」）を実施し

ています。国内各地で太陽光発電等への出資を進め、本年9 月末時点で出資額は約1,060億円となりました。 

 

② 再生可能エネルギー発電事業者からの太陽光発電設備の信託受託 

再生可能エネルギー発電事業者へ資産管理を目的とする信託スキームの活用をご提案するなどの取り組み

を行っています。その一例として、電力固定価格買取制度等を適用した太陽光発電設備の信託があります。この

スキームは、例えば、事業法人または個人等が所有する遊休地や不動産ファンドなどの投資家が所有する複数

の不動産物件の屋根などに、特定目的会社が太陽光発電設備を設置し、その設備につき信託を設定するという

ものです。 

 

③ 百年ソーラー山梨への出資 

ＦＩＴ（固定価格買取制度）の終了や、老朽化などで廃棄や放棄が懸念される中小規模の太陽光発電所を集約

し、デジタル技術を活用して適切に維持管理、運営するサービスを展開する「百年ソーラー山梨」に出資しまし

た。 

 

【特徴】 

① 本件出資により、年間を通じて一般家庭約 88,000 世帯分に相当する電力の供給と共に、年間約 248,000

トンの CO2排出量削減が期待できます。 

② 信託銀行が複数の発電所を一括して信託受託する事で、投資家は、各地域の日射量の相違による設備の発電

量の不足などのリスクを分散できる上に、不動産以外の新たな収益源を確保することも可能となっています。 

③ 地域電力安定化と地産地消化を推進するとともに、債権の流動化等を通じて、「地方循環型の運用商品」として

販売することを目指します。 

 005-FY2023-03  

少子・高齢化社会への対応 ～金融商品・サービスの拡充と調査・研究活動～ 

【原則 1】【原則５】 

三菱UFJ信託銀行は、日本の少子・高齢化がもたらす社会課題の解決に向け、金融商品・サービスの拡充や調査・

研究活動に積極的に取り組んでいます。 

 

① 代理出金機能付信託「つかえて安心」 

三菱 UFJ 信託銀行は、高齢者が保有する金融資産の規模増大や認知症患者の増加への対応として、2019

年に代理出金機能付信託「つかえて安心」の取り扱いを開始しました。 

本商品は、認知症等により契約者の判断能力が低下・喪失した場合でも、家族等が代理人として資金を払い

出すことができ、その使いみちを代理人以外の家族も見守ることができる信託商品です。取り扱い開始以来、申

し込みは 9,000 件（注）を超えました。 

（注）MUFG ファンドラップで運用している資金を代理人が解約でき、「つかえて安心」に入金することがで

きる「つかえてラップ特約」も含んだ件数 

 

② つなげるとうしん（生前贈与型／資産承継型） 

三菱 UFJ 信託銀行は、2022 年 7 月に個人のお客さま向けの新たなサービス「つなげるとうしん（生前贈与

型／資産承継型）」の取り扱いを開始しました。 

本サービスは、教育資金や住宅資金等への支出により、運用するための余裕資金が十分ではない現役世代

が贈与資金を活用して早期に投資信託で運用を開始できる「生前贈与型」、ご相続が発生した際に相続対象の

投資信託を現金に換金することなく、次の世代が投資信託での運用を継続できる「資産承継型」の 2 つのコース

により、長期に亘る資産運用の実現に貢献できる新たなサービスです。 
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③ おひとりさまライフサービス 

三菱 UFJ 信託銀行は、2023 年 10 月に身近に頼れる方がいない高齢者の生前から死後にわたる安心を提

供する「おひとりさまライフサービス」の取扱いを開始しました。 

本サービスは、生活支援、身元保証、死後事務などのサービスを提供する「高齢者サポート事業者」と提携し、

事業者が提供するサービスと三菱 UFJ 信託銀行が提供する「信託」を活用した金銭の管理、財産の承継などの

サービスを一体で提供するサービスです。 

 

④ MUFG 相続研究所 

三菱 UFJ 信託銀行では、高齢化社会における資産管理、次世代への円滑な資産承継に関する調査研究を行

う「MUFG 相続研究所」を設立しています。2022 年度には、いわゆる”おひとりさまの課題認識と遺言作成者

の心理に関するインタビュー調査を踏まえた第 2 回相続シンポジウム「多様化するライフスタイルとこれからの

相続」を開催しました。また認知機能低下などの高齢化社会での課題を見据え、遺言能力の判定やデジタル活

用のあり方等に関する産官学での意見交換を行ってきました。今後もシンポジウムや各種レポート・コラムの発

行など、円滑な資産管理・資産承継という社会的課題の解決に向け、実践的な情報提供を中立的な立場で行っ

ていきます。 

 

⑤ 「金融ジェロントロジー（金融老齢学）」の研究 

三菱 UFJ 信託銀行では、加齢による認知機能の変化が経済活動や金融行動にどのような影響を与えるか分

析し、高齢者が自分自身の望む形で資産を活用できるサービスを研究する学問である「金融ジェロントロジー

金融老年学」の研究を進めています。この研究を通じて、認知機能低下に備える商品の開発や、お客さまの健

康、長寿実現に貢献していきます。 

2022 年度には、将来のさらなるサービス向上に向けて、認知機能の判定技術や遺言についての理解力チェ

ックの仕組み等、高齢化社会の課題解決に資するサービスの実用化をめざし、産学共同研究にかかる実証実験

を開始しました。 

 005-FY2023-04  

信託を通じた環境保全 

【原則 1】 

三菱 UFJ 信託銀行では、「多様な生物が共存する豊かな自然を次世代につなぎたい」というお客さまの想いを、金

融商品「野鳥と緑の信託」を通じてお手伝いをしています。 

この商品はお客さまからお預かりした金銭信託の収益金を、自然保護団体「公益財団法人日本野鳥の会」に寄附す

るとともに、決算収益金と同額を三菱 UFJ 信託銀行が拠出（半年で下限 50 万円・上限 250 万円）し、お客さまの環

境保護への想いをサポートしています。 

 

【特徴】 

「野鳥と緑の信託」に合計で 100 万円以上のお預け入れをいただき、「自然保護への想いを記念として残したい」と

お考えのお客さまには、北海道根室市の野鳥保護区を一望できる場所に設置の石碑に、ネームプレートを掲示する

サービスもご提供しています。 

 005-FY2023-05  

事業外活動を通じた社会課題解決 ～生物多様性保全に向けた取り組み～ 

【原則３】【原則４】 

三菱 UFJ 信託銀行は、2022 年 3 月、山梨県富士河口湖町、小立財産区管理会、富士北麓森林組合と森林整備

協定を締結、山梨県南都留郡富士河口湖町小立にある 1.67 ha の山林を「ピーターラビット TM 未来へつなぐ森」と

名付け、新たに森林・水源保全を通じた生物多様性保全に向けた取組みを開始しました。 

これまで、2009 年 5 月に同様の協定を結び埼玉県長瀞町で森林保全活動を実施して参りましたが、新たな森林
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を育む活動に取り組みます。 

森林は国土の保全、生態系の保全、地球温暖化の防止など様々な働きを持っています。とりわけ水源地域の森林

は水資源の貯留、水質の浄化などいわゆる水源かん養機能を発揮することにより、安全で良質な水の安定的な供給

に重要な役割を果たしています。 

これからも役職員一同、森を慈しみ健全な森林を整備していくことが大切だと考えています。 
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■ ＳＭＢＣ日興証券株式会社 

 008-FY2023-01  

サステナビリティ推進体制の構築 

【原則１】 

当社では、経営会議メンバーで構成される「サステナビリティ推進会議」を設置し、当社におけるサステナビリ

ティ全般を担う特命担当役員として、Chief Sustainability Officer（CSuO）を任命しています。 

加えて、CSuO を座長として、各部門統括の部長レベル以上のメンバーとグループ会社からの出席者で構成

される「サステナビリティ推進検討会」と、海外拠点と東京本社のメンバーで構成される「Global 

ESG/Sustainable Business Committee」を設置し、グループ一体となったグローバルでのサステナビリテ

ィ推進体制を構築しています。CSuO はこれらの会議での議論を定期的に経営会議である「サステナビリティ推

進会議」及び取締役会に報告します。 

 

【特徴】 

当社として取り組むべき課題や持続可能な社会の実現に向けた貢献のあり方など、サステナビリティに関して

経営戦略と一体となった協議を実施しています。 

 008-FY2023-02  

ESGに関するセミナー、勉強会の開催による啓発 

【原則１】【原則２】 

ESG 投資の高まりを受け、機関投資家向けにグリーンボンドやソーシャルボンドのセミナーや勉強会を開催し

ています。 

 

サステナビリティ＞事業活動を通じた取組み＞イベント・セミナーの開催実績 

https://www.smbcnikko.co.jp/csr/business/event/index.html 

 

 008-FY2023-03  

本業を通じた環境関連商品・サービスへの取組み 

【原則２】 

当社は SRI （社会的責任投資）に早くから取り組み、1999 年に日本で初めて投資信託に環境の視点を取り

入れた SRI ファンド「日興エコファンド」の取り扱いを開始以来、環境関連投資信託をお客様に提供していま

す。その他、情報メディアと取引機能が一体化した投資サービス「日興フロッギー」を通じて、ESG 投資をコラム

形式で紹介するなど、個人投資家への ESG投資の普及に向けた情報発信にも取り組んでいます。 

また、2010 年から、資金調達が環境関連事業のみに融資されるグリーンボンドや、途上国の農業ビジネス促

進のためのプロジェクトに融資されるアグリボンドを組成しています。このような取組みをより一層進展させるた

めに、当社では 2018年 9月に専門部署（現サステナブル・ソリューション部）を立ち上げ、社会問題の解決に資

するファイナンスニーズや、ESG の推進等に積極的に取り組んでいます。発行体や投資家の皆様とともに、地球

の持続可能な発展への貢献を目指しています。 

 

【特徴】 

ESG投資の手法で運用した投資信託（昨年販売）の収益の一部を、スポーツ振興や障がい者スポーツの支援

のために寄付しました。 

 008-FY2023-04  
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被災地支援活動と情報発信 

【原則３】【原則４】 

サステナビリティ関連情報に特化した社内イントラネットにおいて、被災地ボランティアの情報発信・活動報告

を積極的に行っています。併せて、被災地ボランティア参加時の交通費一部負担や、ボランティア休暇の利用促

進等、役社員の自発的な活動参加を促進するとともに、役社員からの義援金を募集し、被災地へ寄付も行いま

した。 

 008-FY2023-05  

環境保全活動 

【原則３】【原則４】 

社会貢献活動への参加を通じて環境保全についての理解を深めながら、地域社会や参加者同士のコミュニ

ケーションを図る事を目的とした清掃活動を実施しています。より多くの役社員が自主的にサステナビリティ推

進活動に参加出来る機会でもあり、当社役社員の一体感の醸成にも繋がっています。 

 008-FY2023-06  

「共生社会」の実現に向けた障がい者雇用の取組み 

【原則５】 

当社は経営理念に 「多様性の尊重」 を掲げ、障がいや性別、国籍、性的指向や価値観などの別なく、すべて

の社員がお互いを尊重し、生き生きと活躍できる職場環境の構築に取り組んでいます。 

2015年度より、雇用を通じた障がい者アスリートの方々の支援を開始し、2023年 3月時点で 17名の世界

トップレベルの障がい者アスリートを採用しています。 

また、2015 年には障がい者の方々の雇用促進を目的とした特例子会社「日興みらん株式会社」を設立しまし

た。それぞれの障がいの特性にあった働き方を実現し、障がい者の方々が「持続的に生き生きと働ける企業」「働

く喜びを実感できる企業」の実現を目指しています。 

 

【特徴】 

当社の障がい者雇用を通じた「人にやさしい社会の実現に向けた取組み」が、第四回：グットプラクティス（運

用・証券・投資銀行部門）、2019 年 9 月に東京都の表彰制度である「障害者雇用エクセレントカンパニー賞 産

業労働局長賞」に選定されました。 

 008-FY2023-07  

環境マネジメント 

【原則６】 

SMBC グループでは、グループの重点課題の一つとして環境を認識し、継続的な取り組みを行うために、

「グループ環境方針」を策定しています。当社は、SMBCグループの一員として、「グループ環境方針」に則り、気

候変動問題を含めた環境課題の解決に取り組んでいます。 

当社における環境マネジメントは、「グループ環境方針」、ISO14001 を基盤としています。環境目標として、

温室効果ガス排出削減に関する長期目標を設定し、PDCA サイクルにしたがって、温暖化対策への取り組みを

推進しています。 

また、年に一度、全役社員を対象とした勉強会を実施し、役社員一人ひとりの環境をはじめとするサステナビ

リティの実現に向けた意識醸成に取り組んでいます。 

 008-FY2023-08  

ペーパーレスの推進 



運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

【原則４】【原則６】 

当社では、環境負荷軽減策の一つとして、全社を挙げて「ペーパーレス」の推進に取り組んでいます。2022

年度実績では、2019年度対比 65％削減を実現しました。 

 

【特徴】 

ノートPCや iPadなどのツールの積極的な活用を推進することで、社内向け説明資料の印刷を原則禁止とし

ています。また、やむを得ず印刷する場合も、「モノクロ」「両面」「2in1（1 ページに 2 枚分を印刷）」の設定として

います。 

 008-FY2023-09  

環境負荷軽減への取組み 

【原則６】 

当社では、店舗やオフィスにおいて使用する電力について照明の LED化などによる使用電力の削減や、再

生可能エネルギー由来電力への切り替えを積極的に進めています。 

使用電力の削減に向けては、自社所有ビル照明の LED化を進めており、2023年 9月時点で自社ビル 11

棟はすでに LED化が完了しています。 

また、オフィスビルで使用する電力の再生可能エネルギーへの切り替えを順次進めており、2023 年 9 月時

点で、本店・本社入居ビル 5 拠点、支店入居ビル 12 拠点は既に切り替え済み、その他オフィスも順次切り替え

を検討しています。 

 



運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

■ ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 

 016-FY2023-01  

イニシアティブへの参画 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

【責任投資原則（ＰＲＩ）への署名】 

2012 年 1 月に責任投資原則（PRI）の考え方に賛同し署名を行いました。2021 年提出のアセスメント評価

では責任投資へのアプローチで星 4 つ評価、上場株式における責任投資への統合状況では星 5 つ評価を受け

ております。 

当社は 1993 年から日本株の責任投資を行っています。エコファンドのパイオニアとして、環境・社会・ガバナ

ンスに配慮した責任投資に積極的に取り組むことにより、資産運用会社としての社会的責任を果たし、持続可能

な社会の実現に貢献します。 

 

【ＴＣＦＤへの署名】 

当社は 2019 年 4 月に「TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース、Task Force on Climate-

related Financial Disclosures）」への賛同を表明しました。 

TCFD が提唱する「財務的インパクトをもたらす気候変動リスクと機会の開示促進」は、「良質なアクティブ運

用を提供する」ことを取り組みに掲げている当社の責任投資ポリシーに合致するものです。また、2019 年 5 月

に日本で設立された TCFD コンソーシアムにも参加しており、同年 10 月に同コンソーシアムによりグリーン投

資ガイダンス（GIG）が発表され、当社は同ガイダンスのサポーターとして「GIG の活用事例紹介」に寄稿して

います。 

気候関連のさまざまなファクターがリスクと機会という二つの経路から企業の財務にインパクトを及ぼすとい

う TCFD の概念は、当社の投資哲学に基づく投資価値に対する考え方と合致しています。TCFD の提言が求

めている情報は当社が自らの投資戦略を実践するうえで必要とする情報そのものであり、TCFD の提言による

開示が普及することはアセット・マネージャーとしての当社と当社に資金を委託するお客さまのみならず、資本市

場が健全な価格発見機能を維持するうえで、大きな意味を持っていると認識しています。当社は自らの投資スタ

イルによる運用プロセスの実践を通じて、気候関連の取り組みを促進していきます。企業とのエンゲージメントに

おいては、TCFDは極めて長期の時間軸を扱う開示であることから、形式やデジタルな数字には拘泥することな

く、その背景にある考え方、ビジョンや意志等を重視した対話を行っていく方針です。 

2022年度スチュワードシップ活動報告（第 6章）では、MSCI社が提供するサービスを活用し、カーボンフッ

トプリントの算出および気候変動シナリオ分析を実施いたしました。 

（ご参考）https://www.sompo-am.co.jp/img/institutional/stewardship2022.pdf 

 

【Climate Action 100+への参画】 

Climate Action100+は、2017年の PRI総会にて発表された、温室効果ガス排出削減に向けた、5年間

の協働エンゲージメントです。パリ協定以降、気候変動問題はグローバルに早急な対策が求められる社会課題

として認識されています。ESG 投資を推進する当社として同協働エンゲージメントに参加することは意義深いと

考え、2017年 12月に署名しました。 

その後、当社は日本企業 1社（ENEOSホールディングス）に対して海外投資家と共同リードインベスターを、

また、別の日本企業 1社に対してサポートインベスターを務めています。ENEOSホールディングスは 2020年

5月に 2040年までに自社排出分のカーボンニュートラルを志向するビジョンを打ち出した後、2022年 5月に

カーボンニュートラル計画を見直し、2050年に向けて自社排出分に加え Scope3を含むカーボンニュートラル

を目指す旨を表明しています。2022 年度はその戦略の進捗や新たな取り組みについて対話しました。また、

2021 年度に引き続き水素事業に関する多方面からの確認を行うとともに、今後の Scope3 を含めた取り組み

および情報開示に関して情報交換を行いました。また、特に米国でロビー活動が注目されていることを受け、気

候変動に関する渉外活動についても情報開示を依頼し、同社の「統合レポート 2022」に記載いただきました。 

 

【NZAMへの署名】 

https://www.sompo-am.co.jp/img/institutional/stewardship2022.pdf


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

2022 年 1 月にネットゼロ・アセットマネージャーズ・イニシアティブ（Net Zero Asset Managers 

initiative、以下「NZAM」）への参画を表明しました。 

当社は、「中⻑期の本源的投資価値を投資判断基準とするアクティブ・バリューマネージャー」として、ESG 情

報などの未財務情報についても的確に把握し投資先企業の投資価値を評価する ESG インテグレーションに⻑

年取り組み、1999 年 9 月に運用を開始した「損保ジャパン・グリーン・オープン（愛称 : ぶなの森）」をはじめと

して、ESGの観点をより強調した運用商品も積極的に展開してきました。 

NZAM が目指す 2050 年温室効果ガスネットゼロというコミットメントは、「良質なアクティブ運用を提供す

る」ことを通じて「投資先や社会、経済全体の持続的発展に寄与する責任投資に努める」とする当社の責任ある

投資家としてのポリシーにも合致するものです。NZAM への参画を機に、スチュワードシップ活動の一層の取り

組み推進、運⽤⼒の強化に努めることで、持続可能な社会形成に貢献し、お客さまの中⻑期的なリターンの向上

を⽬指していきます。また、国内の損害保険グループとして初めて、国際的な投資機関のイニシアティブであるネ

ットゼロ・アセットオーナー・アライアンス（Net-Zero Asset Owner Alliance、以下「NZAOA」）に加盟した

ＳＯＭＰＯホールディングスと連携しながら活動を進めていく所存です。 

なお、2022年 11月には運用資産の 40％に相当する株式および社債をネットゼロ目標の対象とする中間目

標を公表し、企業にGHG排出削減目標の策定を働きかけるエンゲージメント活動を実施しています。 

 016-FY2023-02  

日本版スチュワードシップ・コード（再改訂版）の受入表明、方針及び考え方の公表 

【原則１】 

日本版スチュワードシップ・コードは 2014 年 5 月に公表され、2017 年 5 月に改訂されております。当社は

これまでも本コードの趣旨に全面的に賛同し、受け入れを表明してまいりました。2020 年 3 月に本コードは再

び改訂されましたが、当社は引き続き全面的に受け入れることを 2020 年 9 月に表明するとともに、当社として

の対応方針を更新しております。 

https://www.sompo-am.co.jp/institutional/stewardship.html 

 

当社は、スチュワードシップ責任を果たすため、投資先企業のコーポレートガバナンスに関する前向きな対話

を通じ、投資先企業に対して株主利益を尊重し、資本を有効に活用する経営姿勢を求めていきます。 

また、当社の行っているスチュワードシップ活動を「スチュワードシップ活動報告」としてまとめ、HP上で報告して

います。 

https://www.sompo-am.co.jp/institutional/stewardship_report.html 

 016-FY2023-03  

独自のESGリサーチを元に、社会的課題の解決や長期安定リターンを追求するESGにフォーカスした責

任投資ファンドの運用及び普及 

【原則２】 

当社は経営基本方針に「投資先や資本市場、社会・経済全体の持続的発展に寄与する責任投資に取り組み、

機関投資家としてのスチュワードシップ責任を果たします。」「ESG（環境・社会・ガバナンス）要素を考慮した中

長期視点の投資を通じて投資リターンの拡大を図り、投資先や社会の課題解決に貢献します。」と掲げており、

責任投資に積極的に取り組んでいます。 

 

＜当社が運用する ESGにフォーカスした責任投資ファンド＞ 

【損保ジャパン・グリーン・オープン（愛称：ぶなの森）】 

E に関するポジティブ・スクリーニングと割安度分析を組み合わせて運用するファンドです。1999 年 9 月に

運用を開始（環境ファンドとしては国内で 2番目）、2022年 9月末時点の純資産残高は約 291億円と、責

任投資ファンドの公募投信（日本株式）では国内最大級の運用資産規模になっています。また、2022年度か

ら、当ファンドでも後述する「インパクトレポート」の開示を開始しました。 

 

https://www.sompo-am.co.jp/institutional/stewardship.html
https://www.sompo-am.co.jp/institutional/stewardship_report.html


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

【損保ジャパン SRIオープン（愛称：未来のちから）】 

E・S・Gの3つの視点から企業の社会的責任を評価しつつ、割安度にも優れた日本の企業に投資するファン

ドです。社会とのコミュニケーションや社会的課題の解決に積極的に取り組む企業への投資機会を提供しま

す。欧州のパートナーを通じ、2020 年 3 月から欧州でも販売しております。また、2023 年 3 月よりポート

フォリオが有するインパクト（企業組織や社会全体に対して生み出されたポジティブな変化）の計測を行い、

「インパクトレポート」として開示しています。 https://www.sompo-am.co.jp/fund/0893/  

 

【好循環社会促進日本株ファンド（愛称：みんなのチカラ）】 

わが国の経済における長期的な課題である「人的資本の活用力」に優れた企業への厳選投資を行うファンド

です。そのような企業の株式を長期的に保有することを通じて、好循環経済の実現に貢献するとともに、信託

財産の安定的な成長を目指します。また、2021 年度からポートフォリオが有するインパクト（企業組織や社

会全体に対して生み出されたポジティブな変化）の計測を行い、「インパクトレポート」として開示しています。 

https://www.sompo-am.co.jp/fund/0978/ 

 

【SNAM日本 ESG投資ファンド（適格機関投資家専用）】 

ESG 評価の高い企業に幅広く分散投資する適格機関投資家に向けたファンドです。長期保有を基本スタン

スとして長期的に安定した収益の獲得を目指しており、ESG 評価と株式価値評価を組み合わせた独自のア

クティブ・インデックスに追随するスマートベータ戦略を採用しています。 

 

その他、【損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）】等、お客さまのニーズに合わせた運用の受託を

することが可能な態勢を整えています。 

 016-FY2023-04  

責任投資ファンドを通じたコミュニケーションの充実、社会の責任投資に対する理解促進 

【原則１】【原則２】【原則４】【原則６】 

当社は責任投資ファンドを通じて投資家や企業とのコミュニケーションを実施しています。 

当社では、毎年、企業に対してアンケートを実施し、環境経営度や社会的責任活動等の調査を行い、約 500

社に評価を付与しています。また、回答をいただいた企業にはアンケート結果の分析をお送りしています。この調

査及びアンケート結果分析は【ぶなの森】、【未来のちから】、【SNAM 日本 ESG 投資ファンド（適格機関投資

家専用）】、【みんなのチカラ】等のファンドの銘柄選択に反映されています。 

 

【ぶなの森】では、投資家向けレポート「月次運用レポート」において組入れ企業の環境への取組みを、四半期

ごとに発行している「ぶなの森ニュース」では「ECO トレンド・ECO インフォメーション・ECO ワード」と最新の

環境 トピックスを紹介しています。また、毎年決算時には組入全銘柄の「環境への取組状況」を公表していま

す。このように【ぶなの森】では投資家や企業に対する環境関連情報の提供に力を入れています。尚、20 年以上

にわたる【ぶなの森】の高パフォーマンス運用が表彰され、2018年度、21世紀金融行動原則のグッドプラクティ

スとして環境大臣賞 総合部門 特別賞に選定されました。2023年 4月には、株式会社格付投資情報センター

(R&I)主催の「R&I ファンド⼤賞 2023」の投資信託 20年／国内株式 ESG 最優秀ファンド賞および投資信

託／国内株式 ESG 最優秀ファンド賞を受賞しています。 

 

【未来のちから】の月次運用レポートでは組入銘柄の「環境・社会・ガバナンス」への取組みを紹介、【損保ジャ

パン・エコ・オープン（配当利回り重視型）】では環境コメントを掲載するなど、その他の責任投資ファンドにおいて

も同様の取組みを拡大しています。 

 

【SNAM 日本 ESG 投資ファンド（適格機関投資家専用）】では、同ファンドに採用した企業などに対し、

SOMPO リスクマネジメントと協働で ESG 評価を送付しています。ESG 評価には送付先企業のスコアのほ

か評価平均値などを記載し、企業の参考情報として活用いただいています。 

 

https://www.sompo-am.co.jp/fund/0893/
https://www.sompo-am.co.jp/fund/0978/


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

【みんなのチカラ】では、当社から見た企業の人的資本に対する取組み等の姿勢について、全組入れ企業を対

象に、HP上にて掲載しています。当該ファンドではファンド紹介動画も作成しております。 

https://www.sompo-am.co.jp/dat/fund/0978/power_everyone_video.html 

 

その他、当社では他にも「30年のESG投資取組み」および「エコファンドの草分け「ぶなの森」の20年とこれ

から」と題して動画を掲載しております。 

 

30年の ESG投資取組み：https://www.sompo-am.co.jp/dat/fund/0878/SOMPO_ESG.html 

 

「ぶなの森」の 20年とこれから」： 

https://www.sompo-am.co.jp/dat/fund/0878/SOMPO_buna.html  

 ０１６-FY2023-05  

ＳＯＭＰＯグループの共通基盤である「SDGs経営」 

【原則１】【原則５】【原則７】 

ＳＯＭＰＯホールディングスの中期経営計画では、グループ全体で事業を通じた社会課題解決による経済価

値と社会価値の創出に取り組む「SDGs 経営」を経営基盤の 1 つに位置付けています。その実践のために、７つ

のマテリアリティと各々のマテリアリティにＫＰＩを設定することで、進捗状況の可視化や課題把握を行うなど、実

効性の高い PDCAサイクルを構築しています。 

 016-FY2023-06  

社員参加型ボランティア活動の実施 

【原則１】【原則７】 

社員参加型ボランティア活動では、さまざまな情報を社内のイントラネットに掲載し、全役職員が各々関心のあ

る活動に参加しています。認定 NPO 法人等への各種寄付活動（手帳、カレンダー、古切手、使い捨てコンタクト

ケース等）を案内することで、社員の自主的な活動を促進しています。 

 

https://www.sompo-am.co.jp/dat/fund/0978/power_everyone_video.html
https://www.sompo-am.co.jp/dat/fund/0878/SOMPO_ESG.html
https://www.sompo-am.co.jp/dat/fund/0878/SOMPO_buna.html


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

■ 日興アセットマネジメント株式会社 

 058-FY2023-01  

Net Zero Asset Managers initiative に参画し、2030年の目標を公開 

【原則 1】【原則２】【原則６】【原則７】 

日興アセットマネジメントは、2050 年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロ（ネットゼロ）とすることを目指

す資産運用会社によるグローバルなイニシアティブ「Net Zero Asset Managers initiative」の趣旨に賛同

し、2021年 10月に同イニシアティブに参画しました。 

「Net Zero Asset Managers initiative」は、産業革命以前対比で世界の平均気温の上昇を摂氏 1.5℃

以内に抑えるための世界的な取り組みに沿って、2050 年までに温室効果ガス排出量をネットゼロにするとい

う目標を掲げるイニシアティブです。 

同イニシアティブに参画する資産運用会社は、2030 年を達成時期とする中間目標の設定が義務となってお

り、当社は、運用資産の43％を対象として、そのカーボンフットプリントを2019年比で50％削減する目標を掲

げました（同イニシアティブの HP にて公開）。まずは、保有する株式からネットゼロ目標への取組みを開始しまし

たが、分析手法やデータカバレッジの進展に則して、対象資産の追加を検討していく計画です。 

 058-FY2023-02  

英国スチュワードシップ・コードの署名機関に 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

日興アセットマネジメントは、2022 年 9 月に英国スチュワードシップ・コードの署名機関となりました。アジア

の運用会社として初めて同コードが求める高い基準を満たした一社となりました。同コードの署名機関となるこ

とは、投資手法や投資プロセスへの ESG の組み込み、優れたガバナンス、議決権行使、エンゲージメントとい

った課題に対する資産運用会社としての取り組みと実績を示すものとみなされます。また、当社のスチュワードシ

ップの実践がグローバル市場の水準を満たしていることを示すものでもあります。 

英国の財務報告協議会（FRC）は、英国スチュワードシップ・コードを厳格化し、顧客や受益者のために責任あ

る資本の配分、管理、監督を行い、経済、環境、社会に持続可能な恩恵をもたらすことについて、世界的に先駆

けた基準を設定しました。そのコードの署名機関となるために、志願する資産運用会社は、過去 1 年間に同コー

ドの原則をどのように適用してきたかを示す報告書を提出しなければなりません。報告書が FRC の期待に沿う

ものであれば、その会社は同コードの署名機関としてリストに掲載されますが、署名機関は、その後も継続して

年次報告を行い、スチュワードシップ活動の継続的な向上と成果を示し続けることが求められます。 

 058-FY2023-03  

「日興アセットマネジメントのスチュワードシップ方針」と「日興アセットマネジメントグループ エンゲージメン

ト＆スチュワードシップ戦略」 

【原則１】【原則２】【原則３】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

日興アセットマネジメントは、2014 年 5 月 30 日に日本版スチュワードシップ・コードの受け入れを表明し、

「日興アセットマネジメントのスチュワードシップ方針」を発表、スチュワードシップ活動への注力を一層強めまし

た。その後、202３年１月の同方針の改訂では、日本の上場株式以外の投資資産、特に国内社債投資についても

日本版スチュワードシップ・コードの理念を受け入れ、スチュワードシップ活動を推進している旨を反映しました。 

当初の公表以来、複数回の改訂を経た現在の同方針は、日本版スチュワードシップ・コード改訂にて追記され

たサステナビリティの考慮や情報開示の強化などに対応し、また当社のエンゲージメント活動等の説明強化も反

映を完了した内容となっております。 

 

日興アセットマネジメントのスチュワードシップ方針 

https://www.nikkoam.com/about/stewardshipcode/policy 

 

https://www.nikkoam.com/about/stewardshipcode/policy
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日興アセットマネジメントグループ エンゲージメント＆スチュワードシップ戦略 

https://www.nikkoam.com/files/pages/about/pdf/esg/global_engagement_and_stew

ardship_strategy_J.pdf 

 058-FY2023-04  

投資戦略を通じて ESGの課題解決に取り組む 

【原則 1】【原則２】【原則７】 

1999 年に日本初の社会的責任投資（SRI）ファンドを設定するなど、日興アセットマネジメントはアジアにおけ

る ESG 投資のパイオニアとなっています。20 年以上にわたり、当社の日本外の各運用チームは、ESG 原則お

よびサステナビリティを投資プロセスに取り入れる努力を続け、今では全ての投資戦略において ESG を考慮し

た運用商品を提供しています。ESG要素はお客様のために将来にわたって価値を生み出していく上で重要な役

割を果たすと確信しています。 

 

【グローバル株式】 

グローバル株式運用チームは、高い資本利益率を達成できる目的重視型の「フューチャー・クオリティ」銘柄

を発掘します。社会の諸問題を解決する企業の株式には市場の資金が集まり、相対的に高いリターンをも

たらす可能性が高いと考えられます。 

https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/global-equity 

 

【日本株式】 

日本株式運用チームでは、企業の財務面のみならずESG要素を含む非財務面の情報を分析し、超過収益

獲得を追求します。優れた運用プロセスは企業の将来の収益や競争力強化につながる ESG要素に着目す

べきだと信じています。 

https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/japan-equity 

 

【アジア株式】 

アジア株式運用チームでは、好収益を維持できる企業や根本的に変化できる企業を探求します。収益の持

続性や根本的な変化の可否を精査するのに ESG は不可欠な要素です。よって、当チームは株主還元に影

響する ESG課題に注目します。 

https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/asian-equity 

 

【グローバル債券】 

ESG はグローバル債券運用チームの全ての戦略にわたって考慮している重要な要素であり、スクリーニン

グ＆リサーチとポートフォリオ構築の段階で適用されます。 

https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/global-fixed-

income 

 

【日本債券】 

日本債券運用チームでは、定量リスクのみならず、財務分析では捉えることができない定性リスクも分析す

ることが重要だと考えます。ESGの観点は、定性分析の中での重要な要素と位置付けています。 

https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/japan-fixed-

income 

 

【アジア債券】 

アジア債券運用チームが運用する社内格付けモデルにおいては、幅広い ESG 要素やリスクを取り入られ

ています。ESG の観点は長期の価値創造には不可欠との信念のもと、ESG のリサーチと評価はクレジット

分析の主要要素の一つと捉えています。 

https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/asian-fixed-

income 

https://www.nikkoam.com/files/pages/about/pdf/esg/global_engagement_and_stewardship_strategy_J.pdf
https://www.nikkoam.com/files/pages/about/pdf/esg/global_engagement_and_stewardship_strategy_J.pdf
https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/global-equity
https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/japan-equity
https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/asian-equity
https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/global-fixed-income
https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/global-fixed-income
https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/japan-fixed-income
https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/japan-fixed-income
https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/asian-fixed-income
https://www.nikkoam.com/sustainability/investment-management/asian-fixed-income
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 058-FY2023-05  

信託報酬からの寄付 

【原則２】 

日興アセットマネジメントでは、当社が運用する投資信託において、信託報酬の一部を寄付する活動を行なっ

ています。 

「世銀債ファンド（ワールドサポーター）」は、相対的に利回りの高い、新興国通貨建て世界銀行債券に投資す

る投資信託です。寄付先である国際開発協会（IDA）は、世界銀行の名で知られる国際復興開発銀行（IBRD）

の姉妹機関で、世界の貧困削減をめざし、途上国における経済成長の促進や不平等是正、生活水準向上のため

のプロジェクトに長期で無利子の融資や贈与を行なっています。日興アセットマネジメントは、当ファンド設定の

2007 年以降、継続して寄付を実施しております。 

また、「グローバル全生物ゲノム株式ファンド（1 年決算型）/（年 2 回決算型）」では、2019 年より、難病・希少

疾患分野の研究機関や治療現場、支援団体への寄贈を行っております。 

日興アセットマネジメントは、今後も持続可能な社会の形成に役立つ取組みを行なって参ります。 

 058-FY2023-06  

年次の「サステナビリティレポート」の発行 

【原則 4】【原則７】 

日興アセットマネジメントは、202２年度におけるサステナビリティ活動をまとめ、四度目のサステナビリティレ

ポートを発行しました。レポートでは、グローバルな資産運用会社として、ESG を考慮した運用および自社の

様々な取り組みについて紹介しています。当社の経営理念の最高位に位置付けるフィデューシャリー・ESG 原

則に沿った運用プロセスや投資家の皆さまの利益の最大化を図る商品開発、コーポレート・ガバナンス体制の更

なる強化に向けた取り組み、ダイバーシティ＆インクルージョンの推進、そして社員が有志で参加する国内外拠

点の社内サステナビリティ・グループの活動などについてお伝えしています。 

 058-FY2023-07  

全社員によるサステナビリティ目標の設定 

【原則 1】【原則 4】 

日興アセットマネジメントでは、人事評価制度にサステナビリティへの取り組み目標を設けています。すべての

社員に対してそれぞれの職務や会社での役割において、持続可能な社会に貢献する資産運用会社の一員とし

て、受益者、社会、そして会社にとってプラスの影響をもたらすための取り組みを実践できたかを評価観点の一

つとして盛り込むことで、社員が日々の業務遂行にサステナビリティの意識を取り入れ、更に、どのようにサステ

ナビリティの実践を成し遂げられるかを上司と掘り下げて議論するきっかけとなっていることが期待されます。 
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■ ＣＳＲデザイン環境投資顧問株式会社 

 090-FY2023-01  

GRESB（旧称：グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク）の日本における普及活動 

【原則１】【原則２】【原則５】【原則 6】 

弊社は、GRESB（旧称：グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク）の日本市場におけるアドバイザー

として、我が国の不動産・インフラセクターが、自社の ESG に関する取組を投資家へ開示し、適切な評価を受け

ることを支援しています。GRESBリアルエステイトは、不動産会社・ファンド単位の ESG配慮を測る指標として

グローバルに普及しており、世界で訳 150の機関投資家が投資判断や投資先との対話などに活用しているもの

です。2023年調査への参加者数はグローバルで 2,084（昨年は 1,820）、日本からは 135（昨年は 122）、内

J-REITからは 57（時価総額ベースで J-REIT市場の 99.5 %）と順調に増加しています。また、GRESBイン

フラストラクチャーへの参加は 3アセットでした。 

毎年、DBJ、ARES、JREIと共催で、不動産の ESG投資とGRESBに関するセミナーを開催しており、昨年

に続いて 21 世紀金融行動原則 環境不動産ワーキンググループにもご協力頂き 12 月 5 日に開催を予定して

おります。このセミナーは、GRESBの評価結果報告とともに、世界・日本の不動産における ESG投資の考え方

や動向、具体的な取組事例などの紹介を目的として、国内外の第一人者をスピーカーに招き、議論を深めていま

す。 

 

【特徴】 

GRESB は、国連がサポートする責任投資原則（PRI）の考え方を不動産投資に適用するための指標です。日

本では、日本政策投資銀行（DBJ）、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）などが投資家メンバーとして参

加、（一社）不動産証券化協会（ARES）、（一社）日本サステナブル建築協会（JSBC）、（一社）日本不動産研究

所（JREI）もパートナーとして参加しており、海外投資家だけでなく日本国内でも広く使われる不動産ESG指標

のデファクト・スタンダードになっています。 

弊社は、2011年以来、GRESBの日本市場唯一の推奨アドバイザーとして、引き続き我が国の不動産・インフ

ラセクターにおける ESGの推進に資する活動を進めてまいります。 

 090-FY2023-02  

責任投資原則（PRI）の活動への貢献 

【原則１】【原則 5】 

弊社は 2012年にPRIに署名し、弊社代表はPRI日本ネットワークのアドバイザリー・コミッティ委員、並びに

不動産アドバイザリー委員会（グローバル）の委員として、PRIの活動に貢献しています。 

 

2023年5月にはPRI主催の「PRI Digital Forum: Principles to Practice 2023」にて「Real estate 

investment - Understanding ESG capabilities & disclosures」と題してパネリストとして登壇しまし

た。 

また、10月に東京で開催された PRI in Person 2023の公式サイドイベントとして、GRESB, 21世紀金融

行動原則 環境不動産 WG と共催で「不動産におけるネットゼロと気候変動レジリエンス」と題してセミナーを実

施し、弊社代表は「ネットゼロの達成と気候レジリエンス強化のために何ができるか？」のテーマでパネルディス

カッションのモデレーターとして登壇しました。 

 

【特徴】 

弊社は、国際的なイニシアティブと協働しながら、ESG 投資の普及促進に努めています。 

 090-FY2023-03  
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ESG格付・情報開示、TCFDに関するサポート 

【原則１】【原則 5】 

主に上記の GRESB 参加者を対象に、CDP、MSCI、FTSE、Sustainalytics などの格付会社等による

ESG 格付へのサポート業務を行っています。また、ESG 情報開示における国際的なサステナビリティ報告基準

である「GRI スタンダード」への対応サポート（開示構築への支援など）や、TCFD に基づく開示の支援、SBTi

への認定申請支援、CRREMを活用した分析支援などを積極的に行っています。 

 

【特徴】 

弊社は、日本企業で5社目のGRI ゴールド・コミュニティ・メンバーになるなど、国際基準を意識したESG情

報開示の推進に資する活動を進めてまいります。TCFDについても、2019年 2月に日本のサービス・プロバイ

ダーとしては初めて賛同を表明いたしました。さらに、後述のとおり、CDP についても２０２１年 5 月よりスコアリ

ングパートナーとして活動しております。 

 090-FY2023-04  

21世紀金融行動原則の活動への貢献（環境不動産WG共同議長、預貸WG） 

【原則 1】【原則 5】 

弊社は、2019 年より 21 世紀金融行動原則 環境不動産ワーキンググループ（環境不動産 WG）の共同議長

機関となりました。2023年５月開催の不動産WG第一回セミナー「建築の木造化・木質化の可能性」では、パネ

リストとして登壇し、前述のとおり１０月に PRI in Personのサイドイベント「不動産におけるネットゼロと気候変

動レジリエンス」を環境不動産 WG、GRESB と共催、１２月には環境不動産 WG、DBJ、ARES、JREI と共催

の不動産 ESGセミナーを開催予定です。 

また、預貸WGと共催で６月と８月の計２回にわたりPCAF及びファイナンスド・エミッションに関するセミナー

を開催しました。 

 

【特徴】 

PRI、PCAF などにおける弊社の活動を生かし、グローバルな動向を行動原則のメンバーに共有すると共に、

メンバーの優れた取組みを国内外に発信していければと考えております。 

 090-FY2023-05  

CDPスコアリングパートナー 

【原則 1】【原則２】【原則 5】 

弊社は、CDP の日本市場における気候変動、フォレストおよび水セキュリティのスコアリングパートナーとし

て、我が国の企業が、自社の ESG に関する取組を投資家へ開示し、適切な評価を受けることを支援していま

す。CDPは、英国のNGO団体であり、2000年の発足以来、投資家、企業、国家、地域、都市が自らの環境影

響を管理するためのグローバルな情報開示プラットフォームを運営しています。グローバルな環境課題に関する

エンゲージメントの改善をサポートし、日本では、2005 年より活動を開始しました。2022 年は、世界の A リス

ト企業 330 社超のうち 91 社が日本企業であり、日本は世界で最も A リスト企業の多い国とされています。

TCFDや TNFD、IFRSのサステナビリティ報告導入等、CDPの役割と責任は増してきています。不動産・イン

フラセクターのCDPへの情報開示を通じて、脱炭素への取り組みの後押しに貢献してまいります。 

 

【特徴】 

日本市場における CDPスコアリングパートナーとして、気候変動およびフォレストは 2021年より 3年連続、

水セキュリティは 2023年に初めて参画しましたが、フォレストは弊社が初サポートの企業でした。弊社の主要顧

客層である不動産・インフラセクターでは、ネットゼロの達成、木造高層建築物といった ESG 課題があり、CDP
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への情報開示を通じて、グローバルに日本企業の脱炭素への取り組みの普及・貢献に努めたいと思います。 

 090-FY2023-06  

PCAF日本事務局の運営 

【原則 1】【原則２】 

PCAFは、2023年 10月現在、世界で約 440の金融機関（運用資産:94.6兆米ドル）が参加し、投融資先

のGHG排出（スコープ 3-カテゴリー15）の算定・報告方法を開発するイニシアティブです。日本からは大手銀

行、地域金融機関（九州 FG、山陰合同銀行、コンコルディア FG、千葉銀行、静岡 FG、十六 FG、八十二銀

行）、生損保、証券会社、アセットマネジメント会社など合計 26の金融機関が参加しています。 

弊社は 2022年 4月に日本事務局に就任し、新規参加機関向けのオンボーディング対応、ヘルプデスク対

応、ガイダンス公表時の展開・説明、PCAFに関する勉強会・研修等を実施しています。また、21世紀金融行動

原則 預貸WGと共催で、６月と８月の２回にわたり PCAF及びファイナンスド・エミッションに関するセミナー

を実施しました。 

 

【特徴】 

日本事務局として、グローバルや日本の金融機関（PCAF Japan coalition）との連携体制を構築・支援、日

本の金融機関同士の連携サポート、さらに PCAF Japan coalition（議長：みずほフィナンシャルグループ）の

活動サポートを行っています。 

 090-FY2023-07  

「インパクト志向金融宣言」に署名協力機関として参画 

【原則 1】 

弊社は、環境・社会的課題の解決を目指すインパクト志向の投融資の実践を推進するイニシアティブである

「インパクト志向金融宣言」に署名協力機関として参画しました。 

 

【特徴】 

これまで長年の業務を通じて培ってきたインパクト投融資に関する知見を活かし、当イニシアティブの発展に

尽力していく所存です。 

 



運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

■ 野村證券株式会社 

 100-FY2023-01  

サステナブル・ファイナンスの推進 

【原則１】【原則２】【原則６】 

野村グループは、国内・海外においてサステナブル・ファイナンスに取り組んでおり、資本市場を活用した

SDGsの達成に貢献しています。具体的には、社会課題への対応を目的とした「ソーシャルボンド」や環境問題

への対応を目的とした「グリーンボンド」等の組成・販売を行っています。 

野村證券は、2017年に引受部門の一つであるデット・キャピタル・マーケット部に ESG専任チームを設置

し、2018年にグローバルな体制を構築しました。また 2022年にはサステナブル・ファイナンス部を新設し、サ

ステナビリティ関連ビジネスへの取り組みをさらに強化しています。欧州、米州、アジアとグローバルに構築され

たプラットフォームを活用し、海外におけるサステナブル・ファイナンスにおいても最適なソリューションを提供し

ています。例えば、太陽光・風力その他プロジェクト資産に対するプロジェクトファイナンスを手掛ける専任のチ

ームをニューヨークに設置し、案件ソーシングから、組成、執行、販売までグローバルに手掛けています。 

持続可能な社会の形成に向けて、グローバルに資金・資本の循環を後押しし、金融資本市場を通じた環境・社

会の課題解決への貢献を図っています。 

 

＜Nomuraレポート202３ p.32/40＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/ar/2023/pdf/nomura_report_all.pdf 

 100-FY2023-02  

環境負荷低減へ向けたグローバルな取り組み 

【原則１】【原則６】【原則７】 

野村グループでは、グループ全体で環境負荷低減に取り組んでいます。日本国内において環境マネジメント

システムを確立し、包括的な環境保全活動を推進するとともに、世界各地の事業拠点においても環境に配慮し

た取り組みを進めています。具体的には、電気使用量の削減、社員の移動にともなうCO2排出削減などに継続し

て取り組んでいます。2030年までに当社が利用する電力を100%再生可能エネルギー起源の電力に切り替え

ることを目標に掲げ、2023年3月期の再生可能電力比率は、グループ全体で67.8%となり、中間目標となる

50%超を達成しました。 

また、グループ全体で環境情報の収集と開示に努めており、2011年度からは環境情報の信頼性を確保する

ため、第三者による保証を受けております。 

生物多様性の観点では、グローバルで植樹・森林再生支援や緑化推進等の取り組みを進めており、中でもロ

ンドン本社ビルでは、屋上での養蜂や、屋上菜園での野菜栽培を実施しています。 

 

＜環境マネジメント＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/environment/management.html 

 100-FY2023-03  

Nomuraレポート（統合報告書）等による情報開示 

【原則１】【原則７】 

野村グループの企業活動を総合的に紹介することを目的として、財務および非財務情報をまとめた統合報告

書「Nomura レポート」を 2012年より発行しています。 

「Nomura レポート 202３」では、野村グループとして経済的・社会的価値の創造を通じて持続的な企業価

値向上を目指す戦略と、その具体的な施策について、経営陣のメッセージや事例等を交えながらご紹介していま

す。特に人材戦略については、その全体像や考え方をより分かりやすくお伝えできるよう工夫しました。また、野

村ホールディングスのWebサイトを通じ、サステナビリティ関連情報の開示を推進しています。 

https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/ar/2023/pdf/nomura_report_all.pdf
https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/environment/management.html
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＜Nomuraレポート＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/ar/2023/pdf/nomura_report_all.pdf 

 100-FY2023-04  

温室効果ガス排出量のネットゼロ達成に向けた目標設定とNet-Zero Banking Allianceへの加盟 

【原則１】【原則５】【原則６】【原則７】 

野村グループは、脱炭素社会の早期実現に向け、2030年までに当社の拠点で排出する温室効果ガス排出

量を実質ゼロとするネットゼロを達成すること、および2050年までに投融資ポートフォリオの温室効果ガス排出

量のネットゼロ達成を目指すことを公表しています。また、当社は国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）

が発足させたNet-Zero Banking Alliance（ネット・ゼロ・バンキング・アライアンス、「NZBA」）に加盟し、温

室効果ガス排出量の削減に向けて取り組みを進めています。2023年には投融資ポートフォリオにおけるネット

ゼロに関する中間目標を策定・公表しています。 

 

＜ネットゼロ達成に向けて＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/environment/netzero.html 

 

＜Nomuraレポート202３ p.43＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/ar/2023/pdf/nomura_report_all.pdf 

 100-FY2023-05  

サステナビリティ・リサーチの提供 

【原則２】【原則５】【原則７】 

野村グループは創業時から調査・分析を重視し、その成果を社会に還元してきました。 

非財務情報の重要性が増す中で、サステナビリティ関連のリサーチも強化しており、ESG チームや野村サス

テナビリティ研究センターなど、コンテンツカンパニーに属する国内外のリサーチアナリスト等による分析を集約

し提供する体制を整えています。ESG をテーマとしたレポートや有識者の書籍などを刊行し、投資家等へリサー

チの提供をしています。 

また、ロンドン証券取引所のサステナブル・ボンド・マーケット・アドバイザリーグループ、サステナブル・ファイナ

ンスに関する政府や日本証券業協会等の各種団体のメンバーとして、サステナブル・ファイナンスの分野におけ

るルール・メーキングなどの各種政策提言を通じて資本市場全体の発展にも貢献しています。 

 

＜サステナビリティ・リサーチ＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/sustainable/finance/research.html 

 100-FY2023-06  

ESG/SDGs意識醸成への取り組み 

【原則 1】【原則４】【原則５】【原則７】 

野村グループは、経営ビジョン「社会課題の解決を通じて持続的な成長を実現する」を設定し、ESG/SDGs

に取り組む姿勢を「Drive Sustainability.」というコンセプトに統一しました。特設ウェブページ（SDGs with 

NOMURA）を開設し、野村のサステナビリティに関する取り組みを社内外へ発信しています。 

また年に一度、当社のサステナビリティの取り組みを幅広いステークホルダーにご紹介する「野村サステナビリ

ティ・デー」を開催しています。取り組みの全体像の紹介だけでなく、社外有識者によるパネルディスカッションを

通した情報発信を行っています。その様子を収めた動画と使用した資料は社内にも展開し、ESGや SDGsへ

の意識の醸成を行っています。 

 

https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/ar/2023/pdf/nomura_report_all.pdf
https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/environment/netzero.html
https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/ar/2023/pdf/nomura_report_all.pdf
https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/sustainable/finance/research.html
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＜SDGs with NOMURA＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/sdgs/ 

 100-FY2023-07  

気候関連財務情報の開示 

【原則１】【原則５】【原則７】 

野村グループは、気候関連財務情報開示の重要性を認識し、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）

への賛同を表明しています。また TCFDコンソーシアムに参画し、TCFD提言に沿った情報開示の拡充にも取

り組んでいます。2020年以降、TCFDレポートを年次で発行し、自社の気候変動に関するリスクと機会につい

ての認識や戦略を開示しています。グループ傘下の野村アセットマネジメントにおいても、TCFD提言に賛同す

るとともに、エンゲージメントを通じて投資先企業による TCFDへの賛同や気候関連財務情報の開示、気候関

連リスク・機会の経営戦略統合等を積極的に推進しています。 

 

＜野村グループ TCFDレポート 2023＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/tcfd/2023/pdf/all.pdf 

 

＜野村アセットマネジメント 責任投資レポート 2022＞ 

https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/pdf/ri-report2022_all.pdf 

 100-FY2023-08  

あらゆる世代の金融リテラシー向上に向けた取り組み 

【原則１】【原則２】【原則３】【原則４】【原則５】【原則７】 

野村グループは、引き続き金融経済教育の拡大に積極的に取り組み、金融リテラシーの向上と「貯蓄から投資

を通じた資産形成へ」の流れの推進に貢献していきます。 

 

⚫ 幅広い年代層への金融経済教育提供体制の構築 

➢ 当社は、日本の小・中学生からシニア層まで幅広い世代を対象とした金融経済教育に1990年代か

ら取り組んできました。2022年には、学校教育からシニア世代まで幅広い世代に対して一気通貫

で金融経済教育を提供するため、「ファイナンシャル・ウェルビーイング室」を設立しました。野村證券

の国内店舗には「ファイナンシャル・ウェルビーイング推進チーム」を設置し、出張授業やセミナーを

中心とした「お金」に関する学びの場を、地域特性に応じて幅広い世代の方々へシームレスに提供し

ています。 

➢ 持続的な成長に向けた人的資本への注目が高まるなか、従業員の資産形成もサポートしようとする

企業が増えています。営業部門では、職域制度を受託している企業の従業員を対象に、年代に応じ

て必要となる金融リテラシーを身につけるプログラムを提供しています。また中長期の積立投資によ

る資産形成の必要性を理解していただく取り組みも行っています。 

 

＜金融リテラシーの向上＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/sustainable/literacy.html 

 

＜金融・経済教育＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/society/education.html 

 

⚫ 金融経済教育教材の作成 

➢ 野村ホールディングスは、2022年度からの高等学校の新学習指導要領（家庭基礎、家庭総合）に

準拠した高校家庭科教員向け授業教材「金融の専門家が教える人生を輝かせるお金のリテラシー」

を株式会社ARROWSとともに開発しました。本教材は、中学生向け学習教材「街の Tシャツ屋さ

https://www.nomuraholdings.com/jp/sdgs/
https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/tcfd/2023/pdf/all.pdf
https://www.nomura-am.co.jp/special/esg/pdf/ri-report2022_all.pdf
https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/sustainable/literacy.html
https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/society/education.html
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ん」とともに、公益財団法人消費者教育支援センターが実施する「消費者教育教材資料表彰

2022」において優秀賞を受賞しました。 

➢ 2022年に引き続き中学生・高校生向け学習教材「未来を良くするお金の使い方 ～SDGs×金融

＝ありがとうのつながり～」が「消費者教育教材資料表彰２０２３」において、優秀賞を受賞しました。

「未来を良くするお金の使い方」は、消費、貯蓄、投資、寄付という 4つのお金の使い方を通じて、

社会を良くする方法を考える教材です。テキストでは授業で使えるワークや問い、お金の歴史、「エ

シカル消費」や「ESG投資」など SDGsと関わる金融の重要なキーワードも紹介しています。本教

材には付録として組み立て式の 4つ口貯金箱もついており、自らお金の振り分け方を考えながらテ

キストを読み進めることで、より能動的な学習ができるよう工夫しています。 

 

＜2022年6月7日 野村ホールディングス ニュースリリース＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20220607/20220607.html 

 

＜202３年５月31日 野村ホールディングス ニュースリリース＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/news/news94.html 

 100-FY2023-09  

サステナビリティ推進体制の強化 

【原則１】【原則５】【原則７】 

野村グループは、経営レベルでサステナビリティに関わる意思決定を行うことにより、グループ全体の持続的

な成長および社会課題の解決に向けて機動的に対応しています。サステナビリティ推進に係る戦略等について

審議・決定する場として、グループCEOを委員長とし、経営会議メンバーを含むグループCEOが指名するメ

ンバーから構成されるサステナビリティ委員会を設置しています。取締役会ではサステナビリティへの取り組み

にかかる執行からの報告に対し、適宜、助言を行っています。 

サステナビリティについて、より機動的かつ実質的な議論の機会を確保するため、部門や地域を横断した役員

による議論の場として 2021年 8月より運営してきた「サステナビリティ・カウンシル」を、サステナビリティを取り

巻く環境の変化や、それに伴って取り扱うテーマが拡大したことを受け、より事業活動との関連性の強いテーマ

を取り扱う「ビジネス・サステナビリティ・フォーラム」と、情報開示や各種方針策定等を取り扱う「コーポレート・サ

ステナビリティ・フォーラム」に分割し、2023年度より運営を開始しております。これら各フォーラムは適宜サス

テナビリティ委員会と連携し、サステナビリティについて機動的な取り組みを進めてまいります。 

 

＜推進体制＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/group/committee.html 

 100-FY2023-10  

社会貢献 

【原則１】【原則２】【原則３】【原則５】 

野村グループでは企業市民としてより大きな社会的責任を果たすため、さまざまな社会貢献活動等を通じて、

持続可能な社会の実現に貢献するという社会貢献活動に関する基本的な考え方を「野村グループ社会貢献活

動方針」として制定しています。 

 

＜野村グループ 社会貢献活動方針＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/group/data/pdf/sca_policy.pdf 

 

【特徴】 

⚫ バーチャル・チャリティー・イベントの実施 

➢ コロナ禍で実際に集まってのボランティアが難しいなか、2020 年 9 月以降、参加者が任意の時間

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20220607/20220607.html
https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/news/news94.html
https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/group/committee.html
https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/group/data/pdf/sca_policy.pdf
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と場所にて運動に取り組み、参加費の代わりに寄付を行うバーチャル・チャリティー・イベントを実施

しています。社会貢献と役職員の健康促進を組み合わせたこの活動をこれまで 3回実施し、全世界

拠点から 2,200 人以上が参加しています。集まった募金は、新型コロナウイルス感染症拡大に対

する様々な活動や東日本復興支援、教育支援活動等を行う団体に寄付しています。 

 

⚫ 東日本大震災復興への継続支援 

➢ 東日本大震災の津波で甚大な被害を受けた宮城県亘理郡山元町の戸花山に桜を植え、名所にしよ

うと活動する地元グループ「戸花山桜の会」を 2012 年より支援しています。社員の寄付をもとに桜

の苗木を寄贈し、年 2 回社員ボランティアが全国から現地に集まり、植樹活動や自然保護活動を行

っています。これまでに累計で 1,000名以上の社員が参加しています。また、社内カフェテリアで被

災地産品を販売し、消費を通じた支援と、記憶の風化防止に努め、現地と連携しながら復興支援を

継続しています。 

 

⚫ 地域特性に応じた様々な活動 

野村グループの各拠点では、その地域の特性に応じたさまざまな社会貢献、地域貢献活動を行っていま

す。 

➢ 欧州、米州 

• 恵まれない環境下にある若者を対象とした教育、雇用のサポートプログラムの実施 

• 子どもの読み書き能力向上の取り組み、資金不足の学区への学用品の寄付 

• ウクライナ人道支援としての寄付 

➢ インド・ポワイ 

• STEM（※）キットの提供等を通じた子どもたちへの学習環境づくりのサポート 

• 医療センターの改修・医療機器の交換、コロナ被害の家庭への食料品支援 

※STEM：科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、数学 

➢ アジア 

• 低所得コミュニティに質の高い幼児教育とケアプログラムを提 供する慈善団体への寄附 

• 従業員主導のCSRプログラム（CSRグラント・コンペティション）への資金提供 

➢ 日本 

• 新型コロナウイルス感染症対策支援として国境なき医師団、国連WFPへの寄付 

• 経団連自然保護基金への寄付 

• 災害復興支援 

 100-FY2023-11  

サステナビリティ分野におけるM＆Aアドバイザリーの提供の更なる強化 

【原則１】【原則２】【原則３】【原則５】 

2020年 4月に、サステナブル・テクノロジーおよびインフラストラクチャー分野でM＆Aアドバイザリーを提

供する「グリーンテック・キャピタル社」を買収し、当社のインベストメント・バンキングに統合しました。さらに

2022年 4月には約 150名のバンカー、11（※）のサブセクターからなる「グリーンテック・インダストリアルズ&

インフラストラクチャー（GII）」というグローバルチームを設置し、体制を強化しました。GIIでは、エネルギー、運

輸、食品、水資源、廃棄物処理など、基幹インフラの変革を目指すお客様をサポートしています。 

 

【特徴】 

当社は 2022年の日本関連のサステナブル分野におけるM&Aのアドバイザリー部門にて首位を獲得した

ほか、海外企業による複数の案件においても財務アドバイザーを務めるなど、高い実績を上げています。 

 

＜Nomuraレポート202３ p.40＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/ar/2023/pdf/nomura_report_all.pdf 

※2023年 10月時点 12セクター 

https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/ar/2023/pdf/nomura_report_all.pdf
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 100-FY2023-12  

GX経営促進ワーキング・グループを 2022年に続き幹事企業としてリード 

【原則１】【原則２】【原則３】【原則５】【原則７】 

野村ホールディングスは、2022年2月に経済産業省により設立された「GXリーグ（※）」に幹事企業として参

画しています。 

「GXリーグ」の主な取り組みの一つである、2022年9月に設立されたGX経営促進ワーキング・グループで

は、企業が市場に提供する製品・サービスによる温室効果ガスの排出削減効果を、どのように企業価値評価に

反映できるかについて幹事企業として議論をリードし、議論の結果を「気候関連の機会における開示・評価の基

本指針」として公表しました。 

2023年度も引き続き幹事企業として、企業が持つ気候変動への貢献の機会が適切に評価される仕組みの構

築に向けた取り組みをリードし、脱炭素社会の実現に貢献していきます。 

※ GX（グリーントランスフォーメーション）に積極的に取り組む企業が、2050年カーボンニュートラルに向け

た取り組みを通じて経済成長を実現し社会システムの変革へ挑戦し協働する場 

 

＜2022年9月30日 野村ホールディングス ニュースリリース＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20220930/20220930.html 

 

＜2023年4月11日 野村ホールディングス ニュースリリース＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20230411/20230411.html 

 

＜2023年10月13日 野村ホールディングス ニュースリリース＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20231013/20231013.pdf 

 100-FY2023-13  

地方金融機関との提携を通じた地域における投資人口の拡大、相続や資産承継などの課題への対応 

【原則１】【原則３】【原則５】【原則６】 

地域金融機関（山陰合同銀行、阿波銀行、大分銀行、福井銀行）と包括的業務提携をしており、２０２３年 8月

には東邦銀行グループとの基本合意書締結を公表しました。 

各行との提携では、双方の強みを最大限活かして相乗効果を発揮することで、より多くのお客様に質の高い

金融サービスをお届けできるようになりました。今後も、お客様の資産状況や人生設計に応じたご提案などを通

じて、地域における投資人口の拡大、相続や資産承継などの課題に対応していくことで、地域経済の発展に貢献

していきます。 

 

＜Nomuraレポート202３ p.３３＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/ar/2023/pdf/nomura_report_all.pdf 

 100-FY2023-14  

人権尊重に向けた取り組み 

【原則１】【原則５】【原則６】【原則７】 

⚫ 人権方針の策定・公表 

➢ 野村グループは「金融資本市場を通じて、真に豊かな社会の創造に貢献する」という社会的使命の

もと、事業活動を通じ、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めています。持続可能な社会

の実現において、人権の尊重は欠かせない重要な要素であると認識しています。外部専門家の助

言を踏まえ、取締役会決議を経て、2023年 5月に「野村グループ人権方針」を制定しました。本方

針は定期的に見直しを行うとともに、人権に関する取り組みについて、サステナビリティ委員会等に

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20220930/20220930.html
https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20230411/20230411.html
https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20231013/20231013.pdf
https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/ar/2023/pdf/nomura_report_all.pdf


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

おいて定期的に審議し、取締役会への報告を行っています。 

 

＜人権方針＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/group/data/pdf/hr_policy.pdf 

 

⚫ サプライヤーCSRガイドラインの取り組み 

➢ 野村グループでは責任ある調達活動に努めるとともに当社のサプライヤーに対して人権の尊重を

求めています。サプライヤーに対して「サプライヤーCSRガイドライン」を制定し、腐敗防止の徹底や

児童労働の禁止、人権の配慮を定めており、当ガイドラインに定める項目への賛同と理解、実践を

期待するとともに、ガイドラインへ電子署名を要請しています。また調達方法やサプライヤーとの関

係についても定期的にレビューを行い、改善につなげています。 

 

＜サプライヤー取引基本方針＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/company/supplier/ 

 100-FY2023-15  

インパクトスタートアップの取り組みをサポート 

【原則１】【原則２】【原則３】【原則５】 

野村グループでは、「社会課題の解決」と「企業の持続可能な成長」を目指すインパクトスタートアップの取り組

みをサポートしています。  

2022年 10月には金融庁が設置した「インパクト投資等に関する検討会」のメンバーとして、インパクト投資

の推進に向けた議論に参画しました。また、2023年 2月には、インパクトスタートアップのエコシステムを構築

し持続可能な社会を実現することを目的として設立されたインパクトスタートアップ協会にプラチナ賛同会員とし

て加入しました。5月のアニュアルミーティングでは「インパクトスタートアップの起業と成長」をテーマとした分科

会に登壇し、環境や社会への「インパクト」を評価するための KPIに関する考え方を紹介しました。 

これからも金融を中心とした側面からインパクトスタートアップの取り組みをサポートしていきます。 

 100-FY2023-16  

DEIの取り組み 

【原則 1】【原則４】【原則７】 

約 90の国籍の社員が働く野村グループでは、多様な人材こそが競争力、イノベーション、高度なリスク管理

の源泉です。すべての社員が自分の持つ独自の強みを最大限発揮できる職場環境づくりに取り組んでいます。 

例えば、育児・介護による時間制約がある社員が働きやすい職場環境の構築のため、両立支援の情報発信、

男性の育児休暇取得促進などを進めています。2023年 10月 1日より社員の育児休業取得を支援する目的

で、育児休業取得奨励金の導入を行いました。 

また多文化・障がい者・LGBTQ+などの理解促進に向けた取り組みも積極的に実施し、同性パートナーでも

利用できるパートナーシップ制度、トランスジェンダー対応ガイドラインの整備など LGBTQ+当事者が安心して

やりがいを持って働くことができる環境に取り組んでいます。2023年 11月には LGBTQ+への取り組みの評

価指標である「PRIDE指標 2023」にて最高位となる「ゴールド」と「レインボー」を同時受賞しました。 

 

＜2023年 9月 14日 野村ホールディングス ニュースリリース＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/nsc/20230914/20230914_a.html 

 

＜202３年 11月 7日 野村ホールディングス ニュースリリース＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20231107/20231107.html 

 

【特徴】 

https://www.nomuraholdings.com/jp/sustainability/group/data/pdf/hr_policy.pdf
https://www.nomuraholdings.com/jp/company/supplier/
https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/nsc/20230914/20230914_a.html
https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20231107/20231107.html
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⚫ ダイバーシティ&インクルージョンの方針に「エクイティ」を追加 

➢ 2019年に制定した「ダイバーシティ&インクルージョン ステートメント」に新たに「エクイティ＝公平

性」の観点を盛り込み、グローバル各地域の共通の方針として宣言 

 

＜2022年10月5日 野村ホールディングス ニュースリリース＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20221005/20221005.html 

 

⚫ 「DEI推進」を社内評価の課題に取り入れ 

➢ 変化の激しい市場や顧客のニーズに対して高い付加価値を提供し続けていくためには、多様な人

材が自分らしく働き、自身と異なる立場や考えを尊重し、新しい発想やアイデアを生み出すことが不

可欠との考えから、DEIの推進を人事評価に組み込む取り組みを開始 

• 全社員に対し「DEIへの理解を深めて推進するための取り組み」を人事評価に組み込む 

• マネージャーに対し「多様性が受容される職場環境の整備、男性社員の育児休業取得の推奨

やそのための環境整備、女性活躍推進に向けた女性社員の能力伸長に関する取り組み」を、

人事評価に組み込む 

 

＜2023年9月14日 野村ホールディングス ニュースリリース＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/nsc/20230914/20230914_a.html 

 

⚫ 各種研修プログラムの導入 

➢ DEI推進研修や、管理職向けに無意識のバイアスを学ぶダイバーシティ・マネジメントに関する研

修など、多様性を確保するさまざまなプログラムを実施 

➢ 女性社員の能力向上およびネットワーク構築のために、女性管理職を対象に「リーダーシップ研

修」、女性上級管理職を対象に「コーチング・プログラム」を実施 

 100-FY2023-17  

ムーンショット型研究開発を支援 

【原則２】【原則６】 

食・農林水産分野への調査・コンサルティングに特化した野村アグリプランニング＆アドバイザリー（NAPA）

では、ムーンショット型研究開発制度（※）の「2050年までに未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模

でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」という目標達成に向け、ムーンショット型農林水産研究開発

事業開発戦略ラウンドテーブルの業務支援を行いました。国の研究プログラムとして初めてのこの取り組みは、

食糧や持続可能なバイオ燃料などの安定供給体制の構築に向けた研究開発・実証実験を推進し、社会実装を目

指します。 

※ 日本発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦

的な研究開発を推進する内閣府主導の新たな制度 

 

【特徴】 

成果の一つとして 2023年 6月 30日に、同研究開発のプログラム・ディレクターを務める千葉一裕教授（東

京農工大学学長）とオーストラリア・クイーンズランド大学との間で包括研究協定が締結されました。 

 

＜2023年 7月 5日 クイーンズランド大学 ニュースリリース（英語のみ）＞ 

https://www.uq.edu.au/news/article/2023/07/uq-and-japan-partner-grow-global-food-security-

and-fuel-sustainability 

 100-FY2023-18  

ESG・SDGs投資の裾野拡大 

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/holdings/20221005/20221005.html
https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/nsc/20230914/20230914_a.html
https://www.uq.edu.au/news/article/2023/07/uq-and-japan-partner-grow-global-food-security-and-fuel-sustainability
https://www.uq.edu.au/news/article/2023/07/uq-and-japan-partner-grow-global-food-security-and-fuel-sustainability
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【原則 1】【原則２】 

営業部門では環境問題や社会課題に対する意識の高まりを受け、投資を通じた持続可能な社会の実現とお

客様の中長期の資産形成をテーマとするファンドを「ESG商品ラインアップ」として取りまとめ、 2020年 7月

より主に個人投資家向けに提供を開始しました。また、個人向けの ESG債の販売にも取り組み、日本における

ESG投資機会の拡大へ貢献しています。 

(Nomuraレポート P.26 ) 

https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/ar/2023/pdf/nomura_report_all.pdf 

 

【特徴】 

個人投資家向け ESGセミナーや SNSを活用した ESG勉強会の動画配信等を行い、投資を通じた社会課

題の解決への貢献を伝え、個人投資家による ESG投資を促進することで、投資資金の好循環を創出してい

ます。 

 100-FY2023-19  

日本初のインパクト・ファイナンス フレームワークの策定支援 

【原則 1】【原則２】【原則５】 

野村證券は、SDGs実現に取り組む企業が社債を発行するためのフレームワーク（枠組み）の作成を支援して

います。当社は、豊田合成株式会社による本邦初のサステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンス フレーム

ワークの策定をストラクチャリング・エージェントとして支援しました。 

従来のインパクト・ファイナンスでは資金提供者が企業のインパクトを評価した上でファイナンスを実行してい

ましたが、本フレームワークにおいては、①発行体である豊田合成が SDGsの 3側面である環境・社会・経済に

対して与えるインパクトを自ら客観的かつ包括的に分析し、ポジティブ・インパクトの拡大とネガティブ・インパクト

の抑制につながる対象プロジェクトを特定する点と、②当該対象プロジェクトへの資金充当後、当初設定した指

標を自社でモニタリング・開示する、という一連のインパクト管理体制を整備している点が特徴です。 

当社は直接金融においてもインパクト・ファイナンスを拡大させ、企業と資本市場との建設的な対話の橋渡し

役を務めることで、企業の持続的な価値創造を支援していきます。 

 

＜2023年 10月 31日 野村ホールディングス ニュースリリース＞ 

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/nsc/20231031/20231031.pdf 

 

https://www.nomuraholdings.com/jp/investor/library/ar/2023/pdf/nomura_report_all.pdf
https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/nsc/20231031/20231031.pdf


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

■ 北陸労働金庫 

 113-FY2023-01  

フードドライブ活動の実施 

【原則３】 

「食」を通じた助け合い活動を展開しています。会員労働組合、来店者ならびに役職員から寄せられた、お米、

インスタント食品等については、北陸３県のフードバンクへ寄贈して食品ロスをなくす活動に取り組んでいます。 

 



運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

■ 労働金庫連合会 

 122-FY2023-01  

「ろうきんＳＤＧｓ行動指針」の策定 

【原則 1】【原則５】【原則 7】 

・ 〈ろうきん〉は、1950 年の誕生以来 70 年以上にわたり、一貫して勤労者に寄り添い、その生活を金融の面からサ

ポートしてきました。2015年度には2025年までの 10年間で〈ろうきん〉がめざす姿を描いた「ろうきんビジョン」

を策定し、高金利カードローン借換えによる勤労者の可処分所得向上や、非正規雇用の勤労者への融資、行政と

連携した失業者への就労支援、金融経済教育の推進など、勤労者の生活向上や、就労・社会参加、経済的自立のた

めの支援に取り組んできました。 

 

・ SDGs のスローガンである「誰一人取り残さない」や、全ての人々が必要な金融サービスにアクセスでき利用でき

る状況をめざす、いわゆる「金融包摂」の考え方は、〈ろうきん〉の設立経過や「ろうきんの理念」、「ろうきんビジョン」

と合致するものです。 

 

・ SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組みを強化するため、以下の 4 つの柱からなる「ろうきん SDGs

行動指針」を 2019 年 3 月に策定しました。 

 

① 勤労者の生涯にわたる生活向上サポート 

② 労金運動や ESG 投資の実践を通じた「意思のあるお金」による社会的好循環の創出 

③ 非営利・協同セクターとの連携強化による社会課題の解決 

④ SDGs の達成に貢献する労金運動への「共感の輪」の拡大 

 

・ 労金運動を通じた勤労者の生活向上という、〈ろうきん〉の使命を徹底追求することを通じて、〈ろうきん〉に期待さ

れる協同組織金融機関としての役割発揮と SDGs 達成に取り組んでいきます。 

 

・ 「ろうきん SDGs 行動指針」についてはホームページ、ディスクロージャー誌で紹介しております。 

（ https://all.rokin.or.jp/file/20190301_rokinsdgs.pdf ） 

( https://www.rokinren.com/disclosure/07-27-2023-honshi-03.pdf ) 

 

【特徴】 

【ろうきん SDGs 行動指針】 

■〈ろうきん〉は、「ろうきんの理念」とそれを実現するための「ろうきんビジョン」に基づき、勤労者のための非

営利の協同組織金融機関として、勤労者の生涯にわたる生活向上のサポートに取組んでいます。 

〈ろうきん〉は、こうした活動をさらに強化・徹底し、勤労者を取り巻く様々な社会的課題の解決に取組むこと

を通じて、SDGs の達成をめざします。 
 

■〈ろうきん〉は、勤労者の大切な資金を、勤労者自身の生活向上のための融資や、社会や環境等に配慮した

ESG 投資などに役立てることを通じて、持続可能な社会の実現に資するお金の流れをつくりだしていきま

す。 
 

■〈ろうきん〉は、労働組合・生活協同組合などの会員や労働者福祉に関わる団体、協同組織・NPO・社会福祉

法人・社団・財団などの非営利・協同セクター、自治体などとのネットワークを強化し、連携して地域における

福祉・教育・環境・自然災害などの社会的課題の解決に取組んでいきます。 
 

■〈ろうきん〉は、SDGs 達成に向けた様々な取組みやその成果を発信し、＜ろうきん＞を利用することが

SDGs推進につながっていくことを会員や勤労者など広く社会に伝えることにより、SDGs達成に向けた共

感の輪を広げていきます。 

 122-FY2023-02  

https://all.rokin.or.jp/file/20190301_rokinsdgs.pdf
https://www.rokinren.com/disclosure/07-27-2023-honshi-03.pdf
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国連責任投資原則（ＰＲＩ）に基づく取組みの推進 

【原則 1】 

・ 本会は、2017 年 9 月にアセットオーナーとして国連が提唱する責任投資原則（PRI）に署名し、持続可能な社会

を目指す金融の担い手として、国連責任投資原則（PRI）に基づく取組みを推進しています。 

 

・ ２０２１年の年次評価(2020 年の活動を対象とする評価)において、下表のとおり、評価対象となる 4 項目すべてに
ついて、中央値を上回る結果となりました。 

 

PRI 年次報告書 2021 評価結果 
スコア 評価 

結果 中央値 本会 

投資ポリシーとスチュワードシップポリシー 

（Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ＆Stewardship Policy：ＩＳＰ） 
60 68 ★★★★☆ 

自
家
運
用 

債
券(

Ｆ
Ｉ) 

ソブリン債等      Direct-Fixed income-SSA 50 68 ★★★★☆ 

社債      Direct-Fixed income-Corporate 62 69 ★★★★☆ 

証券化商品  Direct-Fixed income-Securitied 55 71 ★★★★☆ 

 

・ 今後も福祉金融機関として、投融資の判断にあたっては、財務的分析に加えて、ESG 課題の考慮をより一層進

め、「ろうきんの理念」に掲げる「人々が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与」していきます。 

 122-FY2023-03  

「労金連の ESG 投融資原則」に基づく運営 

【原則 1】【原則 5】【原則 7】 

・ 本会は、ESG 投融資を一層進め、内容の充実を図る観点から、2010 年 4 月に制定した「労金連の SRI（社会的

責任投資）原則」を見直し、2020 年 4 月に「労金連の ESG 投融資原則」を新たに制定しました。併せて、「労金連

の ESG 投融資原則」の運営に係る内部規程を整備し、規程に基づく運営を行っています。 

 

・ 本会は、「ろうきんの理念」および「ろうきん SDGs 行動指針」に基づき、ESG 課題にポジティブな企業へ積極的に

投融資するため、「ESG 投融資推進委員会」を設置しています。 

 

・ ESG 投融資推進委員会は、定期的（毎月）に開催し、ESG 投融資推進に係る施策の審議やポジティブスクリーニ

ングの審査等を行っています。 

 

・ ポジティブスクリーニングの審査では、ESG 課題の中でも「S：社会（労働環境）」に重点を置いた評価を行い、投資

の判断材料としています。 

 

・ ESG 投融資への積極的な取組みの一環として、金融商品別の投資実績をディスクロージャー誌等に開示しており

ます。 

( https://www.rokinren.com/disclosure/07-27-2023-honshi-03.pdf ) 

 

【特徴】 

【「労金連の ESG 投融資原則」（項目抜粋）】 

本会は、「ろうきんの理念」に掲げる“人々が喜びをもって共生できる社会の実現に寄与すること”を経営方針に

明記し、CSR を重視した経営を行うこととしています。このような経営方針を実践し、SDGs を達成していくため、

本会の投融資行動においては、持続可能な社会の実現に向け、勤労者を取り巻く社会的課題の解決に繋がる資金

循環をつくりだしていくことが必要であり、また、その責任があると考えています。 

こうしたことから、本会は、持続可能な社会を目指す金融の担い手として、投融資の判断にあたっては、財務的

分析に加えて、ESG（Environmental : 環境、Social : 社会、Corporate Governance : 企業統治）の課題

（以下、「ESG 課題」といいます。）を考慮することとし、次の取組みを行います。 

https://www.rokinren.com/disclosure/07-27-2023-honshi-03.pdf
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① 本会は、投融資に係る分析と意思決定のプロセスに可能な限り ESG 課題を組み込みます。 

② 本会は、持続可能な社会の実現に向けて、投融資先企業とのエンゲージメント活動に取り組みます。また、株

主議決権を行使するにあたっては、ESG 課題を考慮します。 

③ 本会は、投融資先の ESG 課題に関する適切かつ十分な開示を重視します。 

④ 本会は、投融資先に求める社会性について認識を深めるとともに、自らの ESG 課題に対しても真摯に取り

組みます。 

⑤ 本会は、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況を適正に管理します。 

 122-FY2023-04  

環境教育事業の取組み「ろうきん森の学校」 

【原則３】【原則４】【原則 5】【原則７】 

豊かな森の再生・環境問題に取り組む人材育成を目的に、本会創立 50 周年記念事業として 2005 年 10 月に開

校した「ろうきん森の学校」は、本会創立 60 周年記念事業として、2015 年度からの 10 年間を「第 Ⅱ 期」と位置づ

け、環境教育事業の取組みを継続しています。 

（ https://www.rokinren.com/roukin-morinogakkou.html ） 

 

・ 「ろうきん森の学校」は、日本の里山再生をテーマに、本会が活動資金を支援し、NPO 法人ホールアース自然学校

を主管団体として実施しています。 

 

・ 「森を育む、人を育む、森で遊ぶ」の 3 つを活動の柱とし、2005 年 10 月から 10 年間の事業として富士山、福島、

広島の全国 3 地区で現地の NPO を軸に地域と共に活動を展開してきました。 

 

・ 「ろうきん森の学校」はこの 10 年間の成果を踏まえ、持続的な社会貢献活動とするため 2015 年度から 2024 年

度までの 10 年間を「第 Ⅱ 期」と位置づけ、取組みを継続しています。 

 

・ 第 Ⅱ 期の活動拠点は、従来の 3 箇所（富士山・福島・広島）を継続するとともに、新たに 2 箇所（新潟・岐阜）増設

し合計5 拠点で、「森づくり」から始まり「人づくり・地域づくり」につなげる環境教育事業の更なる発展を目指してい

ます。 

 

・ 本活動は 18 年目を終えた 2023 年 3 月末現在、5 地区全体での活動の参加者は延べ 25 万人を超えました。 

 

・ 長期にわたって継続的に活動に取り組んできた「ろうきん森の学校」は、2015 年 10 月に「国連生物多様性の 10

年日本委員会（UNDB-J）」が推奨する連携事業に認定されています。 

 

・ 「ろうきん森の学校」の活動の持続性や今日に至るまでの活動の広がりが評価され、2016 年 10 月に第 5 回いき

ものにぎわい企業活動コンテストにおいて、「公益社団法人国土緑化推進機構理事長賞」を受賞しました。 

 

【特徴】 

・ 「ろうきん森の学校」は、3 つのキーワードと 6 項目の基本方針に基づいて取組みを行っています。 
 

【3 つのキーワード】 

・厳しい環境の中で働く勤労者等に精神的な安らぎを与える「緑」 

・身体を動かす喜びと「健康の維持」 

・「地球環境保全」への共感と参画 

 

【6 項目の基本方針】 

https://www.rokinren.com/roukin-morinogakkou.html
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・地球温暖化防止に対して足元から取り組みます 

・地域の多様な自然を取り戻します 

・里山を活かした暮らしの提案・発信をします 

・森づくりから始める人づくりを行います 

・地域全体で活動に取り組みます 

・自律した運営を目指します 

 



運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

■ 株式会社りそなホールディングス 

 132-FY2023-01  

サステナビリティ長期指標の公表 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】【他】 

経営ビジョンとして掲げる「持続可能な社会と、りそなグループの持続的な成長の共鳴」に向けて、2018年 11

月に「2030年 SDGs達成に向けたコミットメント」を制定し、その中で、優先すべき取り組みテーマを「地域（地

域経済の活性化）」「少子高齢化（少子高齢化に起因する将来不安の解消）」「環境（地球温暖化・気候変動への

対応）」「人権（ダイバーシティ＆インクルージョン）」の 4つに特定しました。 

社会全体でサステナビリティの潮流が拡大、加速する中で、事業戦略の方向性だけでなく「時間軸」も明確化

する第一歩として 3つの「サステナビリティ長期目標」（１．リテール・トランジション・ファイナンス目標、２．カーボ

ンニュートラル目標、３．女性登用・活躍推進拡大目標）を策定しました。さらに、2023年 5月には新たに 3つ

の新規項目加えた「サステナビリティ長期指標」を策定しています。 

 

「2030年 SDGs達成に向けたコミットメント（Resona Sustainability Challenge 2030）」 

 

「地域：地域経済の活性化」 

環境・社会課題をテーマとした建設的な対話等により、お客さまとともに持続可能な社会の実現を目指し

ます。 

（1-1） 企業のスタートアップ支援や成長支援、社会インフラの効率運営のサポート等を通じて、地域経済

の活性化、暮らしやすい街づくりに貢献します。 

（1-2） 誰もがいつでもどこでも簡単に利用できる、先進的な金融サービスの提供を通じて、社会や暮ら

しの利便性向上に貢献します。 

 

「少子高齢化：少子高齢化に起因する将来不安の解消」 

（2-1） 金融コンサルティング、金融経済教育等の金融リテラシー向上の取り組みを通じて、将来に向け

た資産の形成、承継をサポートし、生涯にわたる生活の質の向上に貢献します。 

 

「環境：地球温暖化、気候変動への対応」 

（3-1） 再生可能エネルギーの利用促進、温室効果ガス排出量の削減等、社会全体の環境負荷低減に積

極的に取り組み、低炭素・循環型社会の実現を目指します。 

 

「人権:ダイバーシティ＆インクルージョン」 

（4-1） 人権や多様性を尊重し、誰もが仕事も生活も充実させ自分らしく活躍できる社会づくりに貢献し

ます。 

（ご参考URL） 

https://www.resona-

gr.co.jp/holdings/sustainability/sdgs/commitment/index.html 

 

 

 

 

 

https://www.resona-gr.co.jp/holdings/sustainability/sdgs/commitment/index.html
https://www.resona-gr.co.jp/holdings/sustainability/sdgs/commitment/index.html
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【サステナビリティ・トランスフォーメーション推進のフレームワーク】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サステナビリティ長期指標】 

(追加された３項目) 

① 価値創造力指数 

お客さまのこまりごと・社会課題の多様化・高度化にお応えするため、様々なソリューションを創造し・お

届けできているかを「価値創造力指数」として定義しました。本指数の倍増を長期指標として掲げること
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で、お客さま・社会にとっての様々な価値を向上させるための取り組みを促進します。 

② Well-being指数 

価値創造や経営基盤の次世代化を担う、当グループの従業員の「仕事と生活の充実」が欠かせないと

いう認識のもと、本指数の向上を長期指標として掲げることで、従業員にとっての価値を向上させるた

めの取り組みを促進します。 

③ 投融資ポートフォリオの温室効果ガス排出量ネットゼロ宣言、電力セクター中間目標 

すでに設定済みの自社のカーボンニュートラル目標に加え、「2050 年までに投融資ポートフォリオの

温室効果ガス排出量実質ゼロとすること」を宣言しました。また、その達成に向けた 2030 年度のマイ

ルストーンとして、「電力セクターにおける中間目標」もあわせて設定しています。電力はあらゆる産業・

生活の基盤であり、電力セクターのさらなる脱炭素化は、当グループの投融資ポートフォリオの多くを

占めるリテールのお客さまの脱炭素化にも不可欠であると認識しています。さらなる再生可能エネルギ

ーの普及、トランジションや技術革新に取り組む発電事業者を支援することで、当グループが地盤とす

る地域社会のカーボンニュートラル実現を目指していきます。 

 

【特徴】 

「サステナビリティ長期目標」は、それぞれを独立させて立てたものではなく、上図のような関連性があります。

目指す姿である「お客さまとりそなの SX」に向けた直接的な目標は、お客さまとの対話を重ね、必要なソリュー

ションをご提供していくための「リテール・トランジション・ファイナンス目標」です。一方、お客さまにカーボンニュ

ートラル対応の重要性を難しさも含めてご説明、ご理解いただくには、自ら率先して難易度の高い目標を掲げ、

いち早く取り組む必要があります。このために「カーボンニュートラル目標」を定めています。また、加速する変化

のなかでお客さまの SXを着実にサポートするには、次々と新たなソリューションを創造・ご提供していく必要が

あります。このためにりそなの強みの一つとなっている、女性の活躍にさらに磨きをかける「女性登用・活躍推進 

拡大目標」を定めています。特にファイナンス目標においては、金融機関としてリテールの SXを明示的に主眼と

するサステナビリティ目標は国内でも初めてのものであり、この目標を推進することで、法人・個人のお客さまの

サステナビリティに関する意識のトランジションを促し、地域社会の SX実現に向けた社会的インパクトに変えて

まいります。 

 132-FY2023-02  

気候変動への対応 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則７】 

・ りそなホールディングスは TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）が公表した、気候関連財務情報開

示に係る最終提言を支持するとともに、CDP が世界の機関投資家と連携して企業の気候変動に関する戦略

や温室効果ガス排出量の情報開示を求めるプロジェクトにも参加するなど、気候変動の緩和と適応に向けた

取り組みを進めています。これらの取り組み状況は、統合報告書やWebサイト等で適切に公開しています。 

 

・ りそなアセットマネジメントはパリ協定の目標に沿った重要な対策を取るよう促す気候変動イニシアチブ

「Climate Action 100+」に参画し、投資先企業へのエンゲージメントを行っています。 

 

・ りそなグループは、日本銀行の「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション」に対応した投融資

を提供しています。 

 132-FY2023-０３  

責任ある投融資に向けた取組み 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則５】【原則６】【原則７】 

・ りそなホールディングスやりそなグループの運用部門は国連が提唱するグローバル・コンパクトや責任投資原
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則（PRI） に参加しています。企業活動においてこれらの原則を支持するとともに、国際社会の要請に基づき

環境・社会課題への取り組みを積極的に推進しています。 

 

・ 取締役会が定める「グループ・クレジット・ポリシー」において、社会課題への取組みが不十分な与信先に対し

ては、対話を通じて是正を働きかけていくことが必要であること、環境に重大な負の影響を及ぼすおそれのあ

る開発プロジェクト等への融資を行わないことなどを明確化しています。また、この考えをより具体化した「融

資業務における基本的な取組姿勢」を改訂し、石炭採掘事業のうち特定の採掘方式については新規融資を行

わないなど、自然環境に大きな負荷を及ぼす可能性のある事業などへの取組姿勢を追加するとともに、「事

業・セクター全体にかかる融資の取組姿勢」「特定の事業・セクターにかかる融資の取組姿勢」を体系的に整理

しています。 

 

・ 「生物多様性の保全」を持続可能な社会づくりのための重要な課題の一つと認識し、「生物多様性保全に関す

る考え方」を制定、取組みとともに開示しています。 

 132-FY2023-0４  

SX関連商品の開発・普及 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則５】【原則６】 

《法人のお客さま》 

「お客さまの SXのステージ」に合わせて以下の取組を実施しています。 

 

① 情報収集・参画→意識醸成 

・ SDGｓ啓発ペーパー「企業にも影響が大きい SDGs」 

中堅・中小企業のお客さまと、SDGs に代表される環境・社会課題が企業に与える影響、サプライチ

ェーンからの排除リスクなどについて対話するツールとして、法人営業活動に活用しています。 

 

・ SDGs推進私募債 （りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行） 

環境・社会課題の解決にご賛同いただいた法人のお客さまが、私募債を発行された際に、銀行側の

受け取る手数料の一部をSDGs関連団体に寄付を行う商品です。お客さまのSDGsへのご参画を

後押ししています。 

 

② 自社現在地(リスク・機会)の把握 

・ SDGsコンサルファンド （りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行） 

りそな総合研究所による簡易コンサルティングを無料でご提供する融資商品です。お客さまのニー

ズに合わせ、４つのメニューをご用意しています。 

 

➢ 「社内浸透支援」…経営者・幹部層の方を対象に、「基本が分かる！SDGs セミナー」を開催

し、SDGsの概要や重要性について理解を深めていただきます。 

 

➢ 「SDGs マッピング・SDGs 宣言書（PR 資料）作成支援」…りそな総合研究所が独自に作成

した「SDGs チェックシート」を使用し、自社事業と SDGs の関係性を整理する「SDGs マッ

ピング支援」の機能を拡充しました。SDGs を経営計画に織り込み、SDGs 宣言書（PR 資

料）作成し、対外的に発信するところまでサポートします。 

 

・ 脱炭素経営取組応援融資「タッグ（脱炭素版）」 （みなと銀行） 

お借入れ頂くお客さまに「脱炭素経営に取り組むことを宣言していただく」ことを条件とする融資商

品で、中堅・中小企業、個人事業主のお客さまの脱炭素経営の促進に向けた取り組みのきっかけづ

くりを応援します。 
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③ 優先取組目標の設定→持続的な収益力強化、ビジネスモデル転換 

・ SDGsコンサルファンド （りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行） 

➢ 「サプライチェーンリスク対応支援」…大企業を中心とした、CSR 調達の拡大に伴うサプライ

チェーンリスクに対し、お客さまに必要な取組を洗い出すお手伝いをします。 

 

➢ 「カーボンニュートラル(CN)対応支援」…大企業を中心としたカーボンニュートラルへの要請

に対し、排出量測定と削減に向けた取り組みのお手伝いをします 

 

 

・ 資金使途を限定した融資商品 

お借入頂く際に資金使途を限定した商品をご提供しています。 

➢ 私募グリーンボンド、グリーンローン…地球温暖化対策や再生可能エネルギーなど、環境改

善効果のある事業（グリーンプロジェクト）に充当するための融資や私募債の引き受けを行っ

ています。 

 

➢ ソーシャルローン…衛生・福祉・教育などの社会課題の解決に資金使途を限定した融資商品

です。 

 

・ 目標設定を行う融資商品 

お借入の際に ESG関連目標を設定して頂く商品をご提供しています。 

➢ りそなSXフレームワークローン…りそな銀行・埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行

で提供。中小企業向けにサステナビリティ・リンク・ローン（以下 SLL）※をパッケージ化した

商品。SLL は借入の都度外部評価から認証を受ける必要がありますが、本商品は認証取得

に伴う目標設定などの手続きを簡略化し、商品スキーム全体に R&Iよりオピニオンを取得し

ています。 

 

➢ ＥＳＧ 目標設定特約付融資～ＴｒｙＮｏｗ～…埼玉りそな銀行・関西みらい銀行・みなと銀行

で提供。りそな SX フレームワークローンとは異なり、外部認証は取らず、中小企業のお客さ

まにとって取り組みやすい目標を共に検討し設定し、目標設定後は定期的に達成状況の検

証を行います。 

※ サステナビリティ・リンク・ローン…大企業を中心に浸透しており、環境・社会・経済に対するお客さまの

事業活動による影響を考慮した「サステナビリティ戦略」と整合した目標（サステナビリティ・パフォーマ

ンス・ターゲット 以下「ＳＰＴ」）を定め、達成状況に応じて金利等の融資条件が連動する借入手法で

す。 

 

《個人のお客さま》 

・ SDGｓ解説ハンドブック「はじめよう SDGs！」 

お客さまに気候変動を含む環境・社会課題を広く知っていただくため、SDGs の概要やりそなグル

ープの取り組みをわかりやすくお伝えしています。 

 

・ 信託機能を用いた社会貢献(りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行) 

りそなグループの信託は、遺贈や寄付の機能をもつ遺言信託、マイトラスト、特定贈与信託を利用し

て公益的な活動をしている団体への遺贈や寄付をサポートしています。 

 

・ 環境配慮型住宅の普及 （りそな銀行・埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行） 

ZEH、太陽光発電システムを設置した住宅、認定長期優良住宅）の購入・新築費用をお借り入れい

ただくお客さまへ、金利などの特別優遇プランの取り扱いをしています 

 

・ SaitamaDGs(サイタマディージーズ) (埼玉りそな銀行) 
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お客さまへの中長期の資産形成サポートとして国際分散投資や ESG 投資による運用を行うととも

に、埼玉県債を運用ファンドに組み込むことでお客さまに資産運用を通じたＳSDGs 実現への参画

や県内の地域・社会に貢献する機会を提供いたします。また、本商品の収益の一部を埼玉県の「新

型コロナウイルス感染症対策推進基金」に寄附しています。 

 

・ みらい E-us＋プロジェクト (りそな銀行・埼玉りそな銀行、関西みらい銀行、みなと銀行) 

SDGs 関連投資信託や保険商品を提供し、対象商品の販売収益の一部を「りそな未来財団」「みな

と銀行育英会」の奨学金事業他様々な団体へ寄付するプロジェクトを実施しています。 

 132-FY2023-０５  

社内での環境負荷低減への取組み 

【原則６】【原則７】 

・ 「サステナビリティ長期目標」の中の 1 つカーボンニュートラル目標達成に向け、グループ各社の主要施設な

どに再生可能エネルギーを導入しました。引き続き、システムセンターなど電力使用量の大きな拠点を中心

に、順次導入を実施していきます。 

 

・ りそなグループはオフィスにおける環境負荷低減、本業を通じた環境保全、社内外に向けた環境啓発活動に

おいて、PDCAサイクルを構築することでパフォーマンスの改善を図り、積極的な活動を展開しています。 

具体的には、システムの集約や省エネ機器の導入、クールビズや早帰り運動の実施により、電力使用量の削

減に取り組んでいます。また、営業用車両のEV車、ハイブリット車への切り替え、燃料電池自動車や電動アシ

スト自転車の導入により、ガソリン使用量の削減にも取り組んでいます。 

 

・ お客様にお渡しするノベルティグッズ関連においてグリーン購入・廃棄物削減に取り組んでおり、ポリ袋のバイ

オマス由来素材への切り替えやクリアファイルの再生材 70%以上配合のものへの切り替え等環境配慮型素

材の導入を進めています。 

 

・ 「購買活動等に関する方針」の中で、環境負荷の低減に配慮した購買活動やサプライヤーへの働きかけに努

め、循環型社会の構築に貢献する旨、環境への配慮を明記しています 

 132-FY2023-0６  

従業員による自発的な取組み 

【原則３】【原則４】【原則５】 

・ りそなグループの各社では、各地域・各営業店等が独自に、地域社会に根ざした CSR 活動や SDGs に取組

んでいます。りそなグループでは、こうした自発的な取り組みを奨励するため、ブランド表彰制度（社内表彰制

度）に「SDGs・CSR推進部門」を設けています。 

 

・ 2012年 10月、りそなグループ発足 10周年を機に、これまで支えていただいた地域社会の皆さまに、感謝の

気持ちをお返ししたいという想いから「Re:Heart 倶楽部」を立ち上げました。毎月積立募金を行い、地域の

活性化や環境保全などのボランティア活動を全国で企画、展開しています。 

 

【特徴】 

「Re:Heart倶楽部」では、以下のような生物多様性保全に関する取組みも行っています。 

・ 「りそなの絆～被災地植樹プロジェクト」：震災で被害を受けた東北地方の海岸防災林を再生するプロジェ

クトとして、全国従業員が集まり、育樹活動を行っています。 

・ 「湘南海岸清掃ビーチクリーン」「須磨海岸クリーン作戦」：地域の環境ボランティア団体と共催で、海岸のご

みを拾って自然本来の美しい姿への回復を目指す活動に取り組んでいます。 
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 132-FY2023-0７  

りそなグループ資産運用会社での取り組み 

【原則 1】【原則２】【原則５】【原則６】【原則７】 

・ りそなグループの資産運用会社であるりそなアセットマネジメント株式会社では、責任投資にかかる基本方針

を策定しています。信託財産等の運用にあたっては、投資先企業の財務情報に加え、環境・社会・ガバナンス

にかかる課題への対応を含む非財務情報についても十分に把握・分析し、中長期的視点から企業の価値向

上や持続的成長を促すことで信託財産等の価値の増大に努めています。 

 

・ 投資先企業との対話を通じて海洋プラスチック問題やパーム油の持続可能な調達に関する問題等の環境・社

会問題とリスクをご認識いただき、課題解決にむけた取り組みを行っていただくためのエンゲージメントを実

施しています。課題解決に向けたアクションの実施状況を確認し、積極的な情報開示を奨励しサポートしてい

ます。 
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■ 東京海上アセットマネジメント株式会社 

 139-FY2023-01  

国連責任投資原則（ＰＲＩ）への署名および責任投資原則（含むスチュワードシップステートメント）の策定 

【原則１】 

2011 年 3 月、責任投資原則（PRI）の考え方に賛同し、運用会社の立場として署名しました 

2014 年 5 月、責任投資原則（含むスチュワードシップステートメント）を策定しました。当社は、資産運用を通

じて、豊かで快適な社会生活と経済の発展に貢献することを経営理念の一つとしています。快適な社会生活と

経済の発展に貢献するため、投資先企業の財務要素のみならず、環境・社会・ガバナンス（ESG）等の非財務要

素も適切に考慮した、責任ある投資を受託者責任に即して実行するとともに、投資先企業に対して能動的な働き

かけを行うことで当該投資先企業の中長期的成長を促し、お客様にとっての中長期的な投資リターンを向上す

ることを目指しています。スチュワードシップコードの改訂内容を踏まえ、2017 年 6 月、2020 年 5 月に当社ス

チュワードシップステートメントを更新しました。 

また、2018 年 5 月には、責任投資原則の基本方針に、財務要素と非財務要素を統合的に捉えて体系的に評

価する ESG インテグレーションを投資判断プロセスに組み込んでいることを明記しました。ESG インテグレーシ

ョンが、より精度の高い企業評価ならびに投資判断につながるとの認識に基づいて、すべてのアセットクラスに共

通するものとの考えも追記しています。 

 139-FY2023-02  

投資商品を通じての環境配慮への取組み 

【原則１】【原則２】【原則３】 

＜直接投資の運用＞ 

・ 国内株式 ESG ファンド 

・ 国内株式 Focus 

 

＜外部委託ファンド＞ 

・ 東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド（愛称：グリーンパワーシフト） 

・ 東京海上・気候変動対応株式ファンド（愛称：グリーンフューチャー） 

 

【特徴】 

（1）国内株式 ESG ファンドの直接運用 

機関投資家向け商品としては、2006 年 1 月より東京海上グループの総合的リスクマネジメントのノウハ

ウを活かし､独自の｢ESG 分析･評価（環境･社会･ガバナンス）｣に基づき、長期的に安定した付加価値獲得を

目指す「東京海上・国内株式 ESG ファンド」を提供しています。ESG に関する活動に積極的な企業への投資

を行うことにより、持続可能な社会の実現にも貢献します。 

（2）国内株式 Focus ファンドの直接運用 

海外機関投資家向けに、2022 年より欧州で販売が認められている UCITS（Undertakings for 

Collective Investment in Transferable Securities）ファンドには SFDR（Sustainable Finance 

Disclosure Regulation）規制が適用され、サステナビリティに関する開示の透明性の向上が義務化され 

ました。SFDR 規制下においては、UCITS ファンドは環境性および社会性を促進する金融商品である 8 条フ

ァンド、サステナブル投資が目的の金融商品である 9 条ファンド、それ以外の 6 条ファンドへの分類が行われ

ています。当社は 2010 年から UCITS ファンドとして Focus 戦略を運用しており、Focus 戦略が 8 条ファ

ンドとして認定を受けることは、経営理念である専門性・先進性の向上に資する上、お客様からの信頼を高め

ると感じられることから、2022 年 11 月に当局に申請を行い、受理されました。 

Focus 戦略では、GHG 排出量を対ベンチマーク以下にすること、TMAM ESG スコアで 20%以下を除外
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すること、国際規範に違反した企業を除外すること、ESG にふさわしくないと考えられるセクターを除外するこ

となどを投資戦略として組み入れています。条件を満たした企業に投資し対話をすることで、環境性および社

会性の促進を行っています。 

（3）東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド（愛称：グリーンパワーシフト）の外部委託運用 

「東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド」（以下「当ファンド」）は、太陽光、風力、水力、バイオ

マス、地熱といった再生可能エネルギーを生み出す発電企業のほか、発電事業の運営企業、発電設備の製造

企業なども含めた、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行います。再生可能エネルギー発電

関連企業の株式等の運用を行う「TCW Asset Management Company LLC」（以下「TCW」）では、運

用プロセスにおけるユニバースを特定する段階において、独自に算出する TCW ESG スコアを用いて ESG

評価が相対的に低い企業を投資対象候補から除外するスクリーニングを実施しています。また、投資対象を 

絞り込む段階では、企業に対し継続的に実施される ESG 評価およびエンゲージメントの進捗状況も活かされ

ており、運用プロセスに ESG の観点が取り入れられています。再生可能エネルギー発電関連企業の株式等

を投資対象とし、投資対象企業の選定において ESG 評価およびエンゲージメントを考慮した企業分析を行う

当ファンドは、お客様の資産形成のみならず環境問題の解決 および持続可能な社会の実現に貢献することを

目指しています。 

（4）東京海上・気候変動対応株式ファンド（愛称：グリーンフューチャー）の外部委託運用 

二酸化炭素などの温室効果ガスの増加による地球温暖化は、気温の上昇、干ばつの増加、暴風雨の増加、

海水温上昇と海面の上昇などの気候変動を引き起こしています。「東京海上・気候変動対応株式ファンド」（以

下「当ファンド」）は、世界的に喫緊の課題である気候変動への対応に積極的に取り組む企業の株式等に投資

を行います。気候変動への対応に積極的に取り組む企業の 株 式 等 の 運 用 は「 W e l l i n g t o n  

Management Company LLP」が行います。気候変動への対応に積極的に取り組む企業とは、気候変動

の影響を「緩和」する※1（温室効果ガスの排出を抑制する）事業を行う企業、または気候変動の影響に「適応」 

する※2（気候変動の影響による被害を回避・軽減する）事業を行う企業をいいます。 

当ファンドは、「緩和」と「適応」という 2 つの視点から気候変動への貢献度を評価して投資対象企業を選定

します。山火事や洪水、水不足など、人々の安全を脅かす世界的な問題となっている気候変動に対し、企業の

積極的な取り組みを後押しし、課題解決・改善に貢献することを目指しています。 

※1 「緩和」する事業の例として、低炭素電力の普及、二酸化炭素を吸収・貯蓄する森林の管理などが挙げ

られます。 

※2 「適応」する事業の例は、渇水、治水、洪水へのインフラ整備、災害予測サービスの開発などが挙げら

れます 

 139-FY2023-03  

ソーラーファンド・再生可能エネルギーファンドの提供 

【原則１】【原則２】【原則３】 

ソーラーファンド・再生可能エネルギーファンドの設定・運用により、再生可能エネルギー分野への良質な投資

を通じて気候変動抑制と低炭素社会の実現に寄与するとともに、サステナブルな社会の実現と地域経済への貢

献を目指します。 

 

【特徴】 

我が国のインフラを対象とする投資商品の第一弾として、企業年金基金をはじめとした機関投資家向けに、太陽

光発電設備に投資する「TM ニッポンソーラーエネルギーファンド 2012」を 2012 年に立ち上げたことを皮切り

に、再生可能エネルギーファンドでは、現在では合計 279MW の発電設備を運用しています。 

2012 年 7 月より導入されている「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を活用することで長期間にわた

る一定レベルでの売電収入の確保を目指し、為替リスクがない円ベースでの安定的な投資機会を国内の機関投
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資家のお客様に提供しています。 

同制度による再生可能エネルギー由来の電力の買取原資は、全ての電気利用者の電気料金への上乗せによっ

て賄われます。同制度を活用する当ファンドでは、この上乗せ分の一部を国内年金基金等の投資家を通じて間接

的ながら利用者に再び還元することを意図しております。また、わが国におけるクリーンエネルギーの導入促進の

一翼を担うという点においても社会的意義のある取組みと考えております。2021 年 1 月～12 月の発電量実績は

年間約 282,549MWh（一般世帯の年間電気使用量に換算で 63,375 世帯に相当）となっており、CO2 の削減

等に貢献しています。 

 139-FY2023-04  

事業活動に伴う環境負荷削減の取組み 

【原則５】 

使用電力 100％再生可能エネルギー化、紙使用量削減の取り組み（2022 年度における当社の紙使用量は

6.72t と、2015 年度比 46％削減）、室内空調設定温度の緩和、不使用時の OA 機器等の電源停止、不在室

や退出時の消灯、廃棄物の排出量抑制・分別徹底等、事業活動における環境負荷を可能な限り低減する取り組

みを行っています。また、2022 年度は、資源循環の取り組みを促進するために、アスクル株式会社様が立ち上

げた「資源循環プラットフォーム」を利用し、使用済みクリアホルダーの再資源化にも取り組みました 

 139-FY2023-05  

地域・社会貢献活動 

【原則５】【原則６】【原則７】 

東京海上グループの一員としてすべての人や社会から信頼される「Good Company」の実現に向け、社会

価値・企業価値の向上を目指して地域・社会貢献活動を実施しています。全役職員が参加し継続的に活動を行

っており、パラスポーツ観戦や日本赤十字社の献血への参加等を行いました。また、「サステナビリティ」意見交

換会を開催し、各人のサステナビリティに対する意識づけの強化を図っています。 

 139-FY2023-06  

ＥＳＧ関連イニシアティブへの署名・賛同表明 

【原則 1】【原則４】【原則６】 

2017 年以降各種イニシアティブへの参画を積極化し、現在主に以下のイニシアティブに署名・賛同表明して

います。 

・2017 年 12 月 格付けイニシアティブ（Statement on ESG in Credit Ratings）への署名 

・2018 年 11 月 日本サステナブル投資フォーラム（Japan Sustainable Investment Forum） 

・2018 年 11 月 医薬品アクセス財団の投資家宣言 

（Access to Medicine Index Investor Statement） 

・2019 年 2 月  モントリオール・カーボン・プレッジ（Montréal Carbon Pledge） 

・2019 年 4 月  気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）提言 

・2019 年 4 月  CDP（旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト） 

・2019 年 5 月  TCFD コンソーシアム参画 

・2019 年 10 月 GIG Supporters 参画 

・2019 年 11 月 JSI（ジャパン・スチュワードシップ・イニシアティブ） 

・2021 年 3 月 医薬品アクセス財団の「Covid-19 ワクチンの新興国等へのアクセス向上を目的とするステ

ートメント」に賛同 

・2022 年 2 月 30％ Club Japan Investor Group に加盟 

・2022 年 3 月 Asia Investor Group on Climate Change（AIGCC）へ参画 
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・2022 年 3 月 The Net Zero Asset Managers initiative に参画 

・2023 年 6 月 生物多様性のための 30by30 アライアンスに加盟 

・2023 年 7 月 ジャパンブルーエコノミ推進研究会（BERG）に参加 

 

【特徴】 

当社では、環境・社会・ガバナンス（ESG）等が、お客様にとっての中長期的な投資リターンを支えるうえで基

盤をなす評価項目と考えており、これらを適切に考慮していく方針としています。このような考え方に基づき、各

種の企業行動指針や原則に賛同し、署名を行っています。 

 139-FY2023-07  

サステナビリティレポートの発行 

【原則６】【原則７】 

当社のサステナビリティに対する取組みを幅広く皆様にご理解いただくため、2019 年に当社として初のスチ

ュワードシップ・レポートを発行いたしました。同レポートは近年サステナビリティレポートと名前を変えて発行し

ており、今後も継続的な発行を通じて、当社のサステナビリティに対する考え方を積極的に情報発信して行く方

針です。 

https://www.tokiomarineam.co.jp/company/responsible_investment/mmjhhl0000

0018o4-att/stewardship_report_2019.pdf 

https://www.tokiomarineam.co.jp/company/responsible_investment/mmjhhl0000

0018o4-att/stewardship_report_2020.pdf 

https://www.tokiomarineam.co.jp/company/responsible_investment/mmjhhl0000

0018o4-att/stewardship_report_2021.pdf 

https://www.tokiomarineam.co.jp/company/responsible_investment/mmjhhl0000

0018o4-att/sustainability_report_2022.pdf 

https://www.tokiomarineam.co.jp/company/responsible_investment/mmjhhl0000

0018o4-att/sustainability_report_2023.pdf 

 

【特徴】 

当社では、責任投資に係る基本方針において、全てのアセットクラスで ESG 等の非財務要素を適切に考慮し

ていくことを明記しております。この方針の下、サステナビリティ・レポートにおいては、国内株式のみならず、債

券やインフラ投資などの資産における ESG の取組みについても記載しています。 

 139-FY2023-08  

ブルークレジットや生物多様性クレジットの取得および脱炭素対応や生物多様性保全で要となる藻場の再

生と拡大に向けた共同研究を開始 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則５】 

ベンチャー企業のイノカ社と生物多様性の保全や二酸化炭素の吸収で脱炭素を推進する藻場の再生にむけ

た共同研究を開始しました。第一弾として、沖縄県石垣市野底（のそこ）エリアにおいて、従来から自然保全活動

を推進している現地の活動者ならびに石垣市立野底小学校と協力し、石垣市野底エリアにおけるウミショウブの

藻場の再生と研究を進めます。具体的には、絶滅危惧種である海草ウミショウブをイノカのラボで保護し、最適

な生育環境や環境変化に強いウミショウブの研究などを行います。その後、実際の海へと移植し藻場を再生さ

せ、生物多様性の回復と脱炭素の実現を目指します。同時に持続的に活動が行われるべく、ブルークレジットや

生物多様性クレジットの取得も目指した取組みを行います 

 

【特徴】 

https://www.tokiomarineam.co.jp/company/responsible_investment/mmjhhl00000018o4-att/stewardship_report_2019.pdf
https://www.tokiomarineam.co.jp/company/responsible_investment/mmjhhl00000018o4-att/stewardship_report_2019.pdf
https://www.tokiomarineam.co.jp/company/responsible_investment/mmjhhl00000018o4-att/stewardship_report_2020.pdf
https://www.tokiomarineam.co.jp/company/responsible_investment/mmjhhl00000018o4-att/stewardship_report_2020.pdf
https://www.tokiomarineam.co.jp/company/responsible_investment/mmjhhl00000018o4-att/stewardship_report_2021.pdf
https://www.tokiomarineam.co.jp/company/responsible_investment/mmjhhl00000018o4-att/stewardship_report_2021.pdf
https://www.tokiomarineam.co.jp/company/responsible_investment/mmjhhl00000018o4-att/sustainability_report_2023.pdf
https://www.tokiomarineam.co.jp/company/responsible_investment/mmjhhl00000018o4-att/sustainability_report_2023.pdf
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今回の共同研究を通じて、実際のサイトと陸上での研究・保全活動の連携、自然共生サイトや OECM への登

録、それを基にした支援証明書や TNFD 開示への連動、さらには活動から生まれるブルーカーボンや生物多様

性クレジットの生成ノウハウなど、海の領域での生物多様性保全および脱炭素の取組みに必要となる一連のノウ

ハウを獲得します。TMAM では環境省が主催する支援証明書モデル的試行ワーキンググループへの参加を通

じて、生物多様性保全活動の成果と支援証明書や TNFD 開示への連動を検討し、また同時に TNFD 開示を中

心とした自然資本・生物多様性に関する情報を用いた企業価値評価手法の開発を進めます。 

加えて、今後の更なる発展として TMAM とイノカはより循環的なモデルの構築を目指し海藻や海草の飼料へ

の転用や養殖などを含めた新たな展開の可能性についても研究を進めて行く計画です。これら成果やノウハウ

を活かして今後は全国各地や全世界における生物多様性保全や脱炭素の取組みに加えて既に事業会社が実施

している生物多様性保全活動へ転用することで、2030 年グローバルターゲットの達成に向けて貢献してまいり

ます。 
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■ ティーキャピタルパートナーズ株式会社 

 140-FY2023-01  

国連責任投資原則（PRI）署名機関としてのESG方針に則った投資活動および投資先エンゲージメントの推進 

【原則 1】 

2013年4月、日本に本社を置くプライベート・エクイティ運用会社として初めて国連責任原則（PRI）への署名を行

い、投資活動を通じて、原則の実践に努めています。2015年 3月に ESG方針を策定するとともに、投資先企業へ

の積極的なエンゲージメントを通じて、投資先企業における環境・労働安全衛生に関連する法規制の遵守、コーポレ

ートガバナンス強化、廃棄物削減・環境負荷削減に資する製品・技術の導入等に積極的に取組んでいます。 

 140-FY2023-02  

役職員によるボランティア活動への参加 

【原則４】【原則５】 

シャンティ国際ボランティア会が主催する『絵本を届ける運動』に参加しています。絵本がほとんど出版されていな

い、読み書きができない子供たちへ、日本で出版された絵本に、各言語の翻訳シールを貼り、子供たちが母語で読め

る絵本として届ける活動です。 

 140-FY2023-03  

環境に配慮した企業活動 

【原則４】【原則６】 

LED ライトの使用、不必要時の消灯活動、クールビズ、ウォームビズを実施、WEB 会議導入によるペーパーレス

化の推進に取組むことで、環境に配慮した企業活動を行っています。 
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■ ニッセイアセットマネジメント株式会社 

 156-FY2023-01  

ESG・SDGs課題に関連する投資信託の開発・運用 

【原則１】【原則２】【原則 5】【原則 6】【原則 7】 

当社では、ESG・SDGs 課題に関連する投資信託の開発・運用を通じて、それらへの関心を喚起するととも

に、課題解決に資する企業を応援しています。 

 

【ファンドの例】 

・ 気候変動の「緩和」（温室効果ガスの排出抑制等）と「適応」（悪影響の軽減等）に関連する事業を手がける

企業に着目し、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別した『ニッセイ気

候変動関連グローバル株式ファンド』の運用を通して、“ネットゼロ”達成を後押ししています。 

 

・ 国内企業のトランジションを支え、促していく『ニッセイ国内株式クライメート・トランジション戦略ファンド』を

立ち上げ、排出量の大きな企業とともに、それらのトランジションを技術的にサポートする企業にも投資を行

うことで、脱炭素へのトランジションをサポートしています。 

 156-FY2023-02  

SDGs 教育のための『Beyond SDGs 人生ゲーム』制作支援について 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則４】【原則５】【他】 

学校法人金沢工業大と株式会社タカラトミー社が共同で制作する『Beyond SDGs 人生ゲーム』を通じて 

SDGs 教育を発展させる取り組みに賛同し、金沢工業大学に対して当社もスポンサーとして協力、「ESG 投資

エリア」の盤面を制作するなど本ゲームの制作を支援しました。 

全国の小中高校等の教育機関への学習支援として使用を開始しています。   

 

【特徴】 

・ 『Beyond SDGs 人生ゲーム』とは、株式会社タカラトミー社と金沢工業大学が共同で開発した盤ゲーム

です。 

・ 2030 年を目標年とした SDGs の達成と、その先の 2050 年における「脱炭素社会」「循環型社会」「自然と

の共存社会」「ウェルビーイング社会」という 4 つの社会を内包した、理想の未来の実現に関する教育・学習を

行うための『人生ゲーム』です。 

・ このゲームを活用し、2023年度は 20‐30校程度の出張授業の実施を予定しています。 

 156-FY2023-03  

小学校高学年以上を対象とした金融教育冊子の無償提供について 

【原則 1】【原則４】【原則 5】【他】 

国内の金融教育の発展及び個人の安定的な資産形成に貢献することを目的として、小学校高学年以上を対

象とした金融教育冊子「投資を学ぼう！」を独自に制作し、自社ホームページでの無償提供を開始しました。 

 

【特徴】 
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・ 金融教育については、2022 年 4 月から高等学校の家庭科の授業で必須となったほか、政府が掲げる「新し

い資本主義」においても、「資産所得倍増プラン」として、全世代的に個人金融資産を「貯蓄から投資」へシフト

させる政策が検討されるなど、重要性が増している分野と認識しています。 

・ そうした中、当社としても、金融教育については当社のサステナビリティ経営においても重要と考え、取り組み

を行ってまいりました。今般制作した金融教育冊子「投資を学ぼう！」では、より若年層を対象に金融や投資を

身近に感じてもらうべく、トピックの導入部分を漫画仕立てとし、さらに昨今若者に馴染みの深いソーシャルメ

ディアの対話形式を活用することで、より興味を持って学習してもらえるように工夫しました。 

・ この冊子では、まず「会社」について学び、会社に関わる株式と債券（社債）に関する「投資」を学習し、それらを

活用した「実践編」として実際の投資手法をご紹介していくことで、長期資産形成の考え方や手法を無理なく

習得できるような構成としています。 

・ 金融教育は、未来をになう子ども達に必要との考えから、156-FY2023-02 の取組事例で記載した

Beyond SDGs 人生ゲームとセット、或いは、単独での出張授業も行います。 

・ 2022 年１０月公開以降、1 年間で約 2000PV を達成しました。他、顧客からのリクエストにより印刷納品

1000部も実施しました。 

 

 

 156-FY2023-04  

SDGs川柳コンクールの実施 

【原則 1】【原則３】【原則４】【原則 5】【他】 

朝日学生新聞社と共に、小学生「SDGs 川柳」コンクール”を実施し、約 21,000 人もの小学生から応募が集

まりました。 

 

【特徴】 

・ 持続可能でよりよい未来にしていくため、将来をになう小学生を対象に川柳づくりを通じて SDGs について

考えてもらう“5・7・5でめざすよりよい未来 小学生「SDGs川柳」コンクール”を実施しました。 

・ 団体賞受領校（一部）には、156-FY2023-02の取組事例にて記載している「Beyond SDGs人生ゲーム」

の贈呈、当社による出張授業を優先的に実施する予定です。 

 

プレスリリース：https://www.nam.co.jp/news/info/230518.html 

 

 

 

 

 156-FY2023-05  

SDGsオンラインカードゲーム「NAMTAIRE（ナムティア）」の開発と提供 

https://www.nam.co.jp/news/info/230518.html
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【原則 1】【原則２】【原則３】【他】 

国内の金融教育ならびに SDGs教育の発展に貢献することを目的として、NAMTAIREを独自に開発し、自

社ホームページでの公開を開始しています。 

 

【特徴】 

・ NAMTAIREは当社が、世界中で愛されているSolitaire（ソリティア）を参考に開発したゲームです。SDGs

の 17 のゴールが書かれた 3 種類のカードを使い、同じ種類で 1～17 の順で全てを重ねることでゴールとな

ります。なお、「NAMTAIRE（ナムティア）」は日本語・英語の 2 言語対応しており、日本のみならず全世界で

楽しむことができる無料オンラインゲームとなります。 

・ オンラインゲームを楽しみながら、SDGs達成の重要性を学ぶことができます。 

・ NAMTAIRE は、責任投資ネットワークである PRI の年次カンフェレンスである PRI in Person に併せて

開発し、PRI in Person開催期間中（3日間）のアクセス数は、約 1,500 PVを記録、コンテンツの平均滞在

時間も Ave.10 分 30 秒と、反響が良く、多数のメディアでも取り上げられました。（例 朝日新聞・朝日小学

生新聞・金融経済新聞・ニッキン） 

 

 

 

 

NAMTAIRE：https://www.nam.co.jp/namtaire/ 

 156-FY2023-06  

「金融スキマ世代」の 47都道府県・7地方別の「投資への意識と実態」に関する調査を実施 

【原則 1】【原則３】【原則５】【原則７】【他】 

株式会社 GA technologies が運営するネット不動産投資サービスブランド「RENOSY（リノシー）」、次世

代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する Finatext グループの株式会社スマートプラスと共同し、

20代〜30代の「金融スキマ世代※1 」に「都道府県・地方別、投資の意識と実態に関する調査」を実施しました。 

 

「新しい NISA」制度※2の開始まで 3 ヶ月を切る中、47 都道府県・7 地方別の計 6,778 名に調査を実施し

たところ、⾸都圏など⼤都市圏を中⼼に現行 NISA については経験者含め約 8 割以上が関心ありという結果

が判明しました。 

 

調査を通じて、若年層の投資に対する意識の高まりが窺えましたので、調査結果を地方・都道府県別に抜粋

し、お知らせしています。 

 
※1 ⾦融スキマ世代とは、20代〜30代でリーマンショック後の低⾦利時代に社会⼈⽣活の⼤半を送り、10

代で⾦融教育を受ける機会のなかった世代と定義しています。 
※2 ⾦融庁「新しいNISA」 

 

【調査結果サマリー】 

⚫ 全国平均・各地方別ともに 3人に 1人が老後の暮らしに「不安・心配」を感じていると回答。 

⚫ 投資経験および投資意欲に関する質問においては、投資経験者、または「やったことはないが関心あり」は

全体の約 7割と非常に高い数値。 

⚫ 投資意欲については前述の通り全体的に高いものの、投資経験者の割合は、全国平均では 37.8％。関東

地方は平均より高く 45.8%、北海道・東北地方は 29.4%と最も低い結果に。 

⚫ 現行NISAの経験者、または「やったことはないが関心あり」は約 8割以上。「NISA／つみたてNISA」で

の投資経験者を都道府県別にみると、東京都の 61.2%が最多、最少は大分県の 30.6%と差が広がる。 

⚫ 金融スキマ世代は、投資をする上で「始めやすさ」「安定的な利益」「デジタルで管理できる手軽さ」を順に求

https://www.nam.co.jp/namtaire/
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html
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める結果に。金融サービスの利用方法としては、「オンラインで完結するサービス」が好まれている。 

 

プレスリリース： https://www.nam.co.jp/news/info/231102.html 

 156-FY2023-07  

Asset Management Women’s Forum（AMWF）への参画について 

【原則 1】【原則 4】【原則 5】 

当社は、資産運用業界における女性活躍推進に向けて、業界を横断した取り組みを行うネットワーク「Asset 

Management Women’s Forum（AMWF）」に参画しました。 

 

【特徴】 

・ AMWF とは：資産運用業における財産は人材であり、競争力とイノベーションの源泉との考えに基づき、多様

性を尊重し生かす視点での新しい価値観の創出、中でも女性社員の活躍は、資産運用業界全体の持続的成

長に欠かせないものであるという理念のもとに 2022 年春に発足。現在は発足メンバー4 社の代表がボード

メンバーとして、本フォーラム全体の運営管理や、各ワーキンググループが行う活動の支援、会員の承認や定

期ミーティングの招集に係る事務手続き等を行っています。 

・ AMWFの目標： 

♦資産運用業界の役職員が参加及び交流できる機会を提供し、業界全体で女性が活躍できる環境やネットワ

ークを醸成する 

♦資産運用業界各社間におけるベストプラクティスの共有を通じて、業界全体の女性活躍推進を後押しする 

♦資産運用業界外へのメッセージの発信を通じて、資産運用業界における女性活躍の認知度の向上を図る 

 

プレスリリース：https://www.nam.co.jp/news/info/230809.html 

 156-FY2023-08  

気候変動問題及び人権への対応方針の設定 

【原則 1】【原則 3】【原則 5】【原則 6】【原則 7】【他】 

当社は、経営理念で掲げる「お客様に最高の付加価値を提供し、お客様との長い信頼関係を築く」ためには、

資産運用ビジネスが様々な形で影響を与えることを認識し、サステナビリティ経営基本方針にも掲げるように、

人権や多様な価値観の尊重等により持続可能な社会の実現に貢献することや、当社に関わる全てのステークホ

ルダーとの協働・共栄に励む必要があると考えています。このような考えに基づき、当社の事業活動において影

響をうけるステークホルダーの人権を尊重し、バリューチェーン全体を通じて持続可能な社会の実現に貢献して

いくため、人権方針を定め、人権の尊重に取組んでまいります。なお、当方針は、定期的に見直しの要否を検討

し、必要に応じて見直しを図ってまいります。 

 

また、当社は、経営理念で「グローバルな企業市民として法令等を遵守し、一人一人がその使命と責任を認識

して社会貢献に努めること」を掲げています。また、資産運用ビジネスは様々な形で影響を与えることを認識し、

サステナビリティ経営基本方針にも掲げるように「地球環境問題に積極的に取り組み、持続可能な社会の実現に

貢献すること」が必要であると考えています。このような考えに基づき、環境方針を定め、環境に配慮した行動に

努めます。 

 

サステナビリティ経営基本方針・環境方針・人権方針 

https://www.nam.co.jp/sustainability/philosophy/index.html 

 

なお、責任投資における気候変動や人権への対応方針も定めています。 

 

https://www.nam.co.jp/news/info/231102.html
https://www.nam.co.jp/news/info/230809.html
https://www.nam.co.jp/sustainability/philosophy/index.html
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責任投資における気候変動問題への対応方針 

https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/pdf/policy_climate.pdf 

 

責任投資における人権への対応方針 

https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/pdf/policy_humanrights.pdf 

 

https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/pdf/policy_climate.pdf
https://www.nam.co.jp/company/responsibleinvestor/pdf/policy_humanrights.pdf
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■ アライアンス・バーンスタイン株式会社 

 159-FY2023-01  

社会貢献プロジェクトの推進 

【原則１】【原則３】【原則 4】 

社内からメンバーを公募し、社会貢献プロジェクト・チームを立ち上げ、環境・災害復興支援・教育/文化・社会

福祉等の活動に取り組んでいます。 

 

[ 2023年の取組実績 ] 

・ 日本語の絵本のアジア語訳 

子どもの本が不足しているアジア地域（カンボジア、ラオス、ミャンマー等）に絵本を届けるために、日本語

の絵本に現地言語の翻訳シールを貼付する活動を行いました。 

 

・ 本・DVD による寄付 

社員から中古の本・DVD の寄付を募り、これらの売却代金を、サッカーを中心とした障がい者スポーツ

支援を行っている NPO 法人に寄付しました。 

 

・ プロギングイベントの開催 

社員を対象としたプロギング（ジョギングをしながらゴミを拾う SDGs スポーツ）のイベントを開催しまし

た。 

 

・ 通院中の家族のためのボランティア活動 

遠方の自宅を離れて都内の専門病院で治療を受ける子どもと家族のための滞在施設を運営する団体と

協力し、当該滞在施設で必要な物品の入れ替えや補充、清掃、農園作業等を行いました。 

 

[ 2023年末までの取組予定 ] 

・ NPO 法人と協働し、児童養護施設にいる中高生向けにパーソナルファイナンスや ESG について考えるイ

ベントを開催予定です。 

 

【特徴】 

当プロジェクトでは、よりよい未来を創るための社会貢献の基盤整備および活動推進を行います。 

 159-FY2023-02  

ESG関連の投資商品の開発 

【原則２】【原則３】 

グローバルに、以下の運用戦略を提供しています。（2023年 9月末時点） 

 

1) サステナブル・クライメート・ソリューション戦略 

クリーン・エネルギー、輸送、リサイクル、資源効率、水などに関連する持続可能な気候ソリューションを提供

する企業に選別投資を行うグローバル株式アクティブ運用 

 

2) サステナブル・グローバル・テーマ型クレジット戦略 

ファンダメンタルズに基づくクレジット分析と ESG評価を組み合わせたグローバル・クレジット運用 

 

3) サステナブル・オール・マーケット戦略 

持続可能なテーマに積極的に取り組んでいると考えられる発行体の株式や債券などの資産に投資を行い、

ファンダメンタルズに基づく定性アプローチと定量分析を組み合わせたマルチアセット運用 
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4) サステナブル・グローバル・テーマ型戦略 

国連のサステナブル・デベロップメント・ゴールの実現に関連したテーマを中心に、定性的アプローチで運用

するグローバル株式アクティブ運用 

 

5) サステナブル・インカム戦略 

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界

各国の様々な発行体の債券等に投資するグローバル・インカム運用 

 

6) サステナブル・米国・テーマ型戦略 

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、米国企業の株式

に投資する米国株式アクティブ運用 

 

7) サステナブル・欧州・ハイ・イールド戦略 

環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、主に欧州関連の

ハイ・イールド債券に投資する欧州クレジット運用 

 

8) 中国ネットゼロ・ソリューション株式戦略 

カーボンニュートラルに積極的に取り組んでいると考えられる、主に中国企業の株式に投資する中国株式

アクティブ運用 

 

9) ダイバーシティ・チャンピオン株式戦略 

ファンダメンタルズ分析に基づき、『多様性、公平性、包括性（Diversity, Equity and Inclusion: DEI）』

政策の実践および社会的な課題解決におけるリーダーと考えられる企業の株式に投資するグローバル株

式アクティブ運用 

 

10) グローバル ESGインプルーバーズ株式戦略 

ESG への取り組みが十分評価されていないと考える企業に選別投資を行い、ファンダメンタルズに基づく

定性アプローチと定量分析を組み合わせたグローバル株式アクティブ運用 

 

11) グローバル・ロー・カーボン株式戦略  

炭素削減戦略を総合的に評価し、カーボンエクスポージャーが低いと考えられる企業に選別投資を行うグ

ローバル株式アクティブ運用 

 

【特徴】 

ESG の運用プロセスへのインテグレーションだけにとどまらず、サステナブルな運用目的を持つ戦略に対する

顧客ニーズに応えるため、継続的に戦略ラインナップの強化を行っています。 

 159-FY2023-03  

ESGに対するグローバルな知見の情報発信 

【原則 1】【原則 7】 

ESGに関するグローバルでのリサーチや取り組み事例についてまとめた特別サイト「ABの責任投資」での情

報公開を継続しました。また、当社のブログシリーズである「知の広場」において、「記録的な猛暑や気候変動対

策が、低炭素企業への投資を後押し」など過去 1 年（2022 年 9 月末－2023 年 9 月末）で 23 本のリサーチ

ブログを公表し、グローバルの状況や将来に関する分析などを紹介する取り組みを行いました。 

投資家の皆様に ESG 投資をより身近に感じていただくために、幻冬舎オンラインに ESG に関する記事をシ

リーズで過去 1年（2022年 9月末-2023年 9月末）で 4件寄稿し、ESG投資の普及に努めました。 
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【特徴】 

ESG 投資に関しては、運用商品の開発のみならず、グローバルな知見の情報発信などの取り組みを引き続き

行ってまいります。 

 159-FY2023-04  

多様性を受容する企業文化の推進 

【原則 1】【原則 4】 

当社社員を対象に、各部署・チームにおける多様な人材の活用、および多様なバックグラウンドや価値観をも

つ社員の働きやすさの推進を目指し、国際女性デーをサポートするために、女性社員がパネリストとなり、それぞ

れの経験を社員にシェアするパネルディスカッションや、国際女性デーへの理解を深める複数の動画を視聴する

場を設けるなどのイベントを開催しました。 

 

【特徴】 

引き続き多様性を受容する企業文化を一層推進してまいります。 

 159-FY2023-05  

責任投資に係る社内リソースの整備 

【原則 1】【原則 4】【原則 7】 

2022年 7月から当社内に設置しているESG専任担当者（1名）を中心に、アジア太平洋地域の責任投資推

進委員会への継続的な参加や、海外拠点との連携を行っているほか、当社代表取締役社長をはじめとする経営

メンバーで構成される責任投資委員会を四半期に 1度開催しています。 

 

【特徴】 

引き続き体制の強化に努め、責任投資等に対する積極的な取り組みを行ってまいります。 

 159-FY2023-06  

エンゲージメントの強化 

【原則 1】【原則４】【原則 5】 

株式および債券運用部門において、積極的なエンゲージメントを継続し、2022 年は 1,426 の発行体と

1,932 件のエンゲージメントを行いました。また、エンゲージメント・キャンペーンとして、測定、戦略と目標の設

定、開示と透明性等をテーマに「行動を促すためのエンゲージメント」を展開し、101 名のアナリストが 219 の発

行体とエンゲージメントを行いました。多くの企業と特定の事項に関する対話を行うことで、取り組み状況に関し

て幅広い知見を得ることを目指しています。 

 

【特徴】 

積極的なエンゲージメントを通じて長期的な運用成果の向上に努めてまいります。 

 159-FY2023-07  

外部研究機関とのパートナーシップ 

【原則 1】【原則４】【原則 5】 

米国親会社において 2019 年に締結した米国コロンビア大学地球研究所とのパートナーシップをさらに強化

し、同大学クライメート・スクールとの継続的な協働を行っています。2023 年には 6 週間にわたる研修プログラ

ムを提供するクライメート・アカデミーを開催し、日本を含む世界各国の顧客が参加しました。また、自然災害指

数を開発し、運用プロセスで活用するなど、気候変動が資産運用に与える影響について知見を深めています。 

さらに、2023 年には米国コーネル大学が提供する「E コーネル」による研修プログラムを運用部門向けに実
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施し、公正な移行や雇用慣行の変化が企業に与える影響といった社会に関するテーマを掘り下げて議論しまし

た。 

 

【特徴】 

引き続き外部研究機関による最新の知見を運用プロセスに取り入れるとともに、資産運用の視点を取り入れ

た研究を後押ししてまいります。 

 159-FY2023-08  

責任投資に係る社内研修の強化 

【原則 1】【原則４】【原則 5】 

責任投資に係る社内向けの研修を毎月定例で実施するとともに、チーフ・レスポンシビリティ・オフィサーの来

日に合わせ、全社員向けのタウンホール・ミーティングを行い、責任投資への理解度の向上に努めました。 

 

【特徴】 

引き続き研修の充実を図ってまいります。 

 159-FY2023-09  

外部カンファレンスへの登壇 

【原則 1】【原則 5】【原則 7】 

「第 14 回 SAAJ 国際セミナー」（日本証券アナリスト協会主催）、「人的資本経営サミット」（人的資本経営推

進協会主催）等にパネリストとして登壇したほか、ブルームバーグをはじめとする各種メディアで発信を行い、ア

ライアンス・バーンスタインが考える責任投資のあり方について広く発表しました。 

 

【特徴】 

リサーチに重点を置くアクティブ運用会社ならではの情報発信を行うことができたと考えております。 

 159-FY2023-10  

国連責任投資原則の年次総会「PRIインパーソン」への参加 

【原則 1】【原則５】【原則７】 

国連責任投資原則の年次総会「PRI インパーソン」にスポンサーとして参加し、アライアンス・バーンスタインの

責任投資に係る取り組みについて広く発信するとともに、参加者との交流を行いました。また、同総会が開催さ

れるタイミングで、気候変動と人権問題が重なる領域の ESG評価に関するリサーチペーパーを発表し、サイドイ

ベントとして当リサーチペーパーに関するセミナーを開催しました。 

 

【特徴】 

国連責任投資原則の署名機関として、社会や責任投資の議論の進展に貢献してまいります。 
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■ いちご株式会社 

 167-FY2023-01  

「いちごグループ建物管理方針」の徹底 

【原則１】【原則２】 

不動産の 9割以上を占める一方、不動産のプロによる管理があまりなされていない中小規模の既存ビルを主

な運用対象としているいちごグループにおきまして、ミドルサイズのオフィスに入居されるテナント様の利便性、

居住性の向上を図り、長期にわたりテナント様の入居満足度向上を目指すため、「いちごグループ建物管理方

針」を制定し、ハード面だけでなくソフト面においても建物の長寿命化を図っております。 

 

■ いちごグループ建物管理方針 

1.「一期一会」の心 

私たちは、運用している建物において、テナント様に対して常に「一期一会」のおもてなしの心を持って、

管理運営を一つ一つ丁寧に行ってまいります。 

また、建物は街の景観を形成する一員でもあるという認識のもと、外観や周辺環境にまで配慮した管理

を行ってまいります。  

 

2.「安心」の提供  

私たちは、入居されているテナント様に「安心」を提供することを常に心がけます。 

テナント様の安心・安全を第一に考え、いちごグループの有する建物管理の最高の技術による管理サー

ビスを提供してまいります。 

 

3.「誠実」かつ「真摯」な対応  

私たちは、徹底した現場主義のもと、テナント様の声に耳を傾け、テナント様の立場に立って問題解決を

図り、常に誠実かつ真摯な対応を持って建物管理に取り組んでまいります。 

 

4. 法令等の厳格な遵守（コンプライアンスの徹底）  

私たちは、適用されるすべての内外の法令、規則、社会的規範や内部ルールを厳格に遵守し、社会の良

識に沿った公正で誠実な行動を行い、社会に対する責任を果たします。 

 

【特徴】 

顔の見える AM 会社として現場主義の徹底を図るとともに、建物管理のパートナーとなる PM 会社と「いちご

グループ建物管理方針」を共有し、いちごグループと同目線でいちご管理仕様の建物管理を実現しています。 

 167-FY2023-02  

節電啓蒙活動の推進（節電ポスターの制作・掲示） 

【原則１】【原則２】【原則３】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

運用物件の節電への取り組みの理解と、入居テナント様への省エネへの意識を高めていただくため、節電を

呼び掛けるポスターを、エントランス等に掲示しています。 

 

【特徴】 

ポスターは東京藝術大学との産学協同プロジェクトの一環として、東京藝術大学デザイン科にて親しみやすい

デザインを作成していただいております。 

 167-FY2023-03  
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「クリーンエネルギー」事業におけるメガソーラーの事業化推進 

【原則１】【原則２】【原則３】【原則 6】 

2012年、不動産の新たな有効活用としてのクリーンエネルギー発電によるメガソーラー事業を主軸とし、物件

の ECO化、ECO関連コンサルティング、LEDの設置推進、LED演出による物件バリューアップ等の「クリーン

エネルギー」事業を推進する「いちご ECOエナジー株式会社」を設立いたしております。 

いちごでは、「クリーンエネルギー」事業における太陽光発電、風力発電事業の早期事業化を推進しており、

2023年 10月末現在、64基、約 195.2MWの発電所が発電、売電、開発を開始しております。他の ECO発

電所につきましても、早期事業化に向け、順次着工を進めています。 

 

【特徴】 

不動産運用において培ってきた技術やノウハウを最大限に活用し、長期的な視点に立って、「クリーンエネルギ

ー」事業に取り組んでおります。地域活性化にも寄与すべく、地元企業との連携を図るとともに、地方公共団体と

の対話を大切にし、長期的な関係構築を図っております。 

すでに発電を開始したメガソーラーにおいては、地域の小学生の再生エネルギー学習の一助となるべく、見学

者用駐車場を設置する等の配慮を行っております。 

 167-FY2023-04  

建物の長寿命化に向けた取り組み（心築事業） 

【原則２】 

いちごでは、保有、運用する物件の省エネ化、耐震化、デザインリニューアル等を継続的に実施し、建物の長

寿命化を図っております。 

上述活動に際し、物件ごとに「建物診断カルテ」を作成し、バリューアップ余地の確認、耐震評価、リスク診断

等を実施しております。 

いちごでは、「心で築く、心を築く」を信条とし、既存不動産に新しい価値を創造する事業を「心築（しんちく）」と

呼称しております。 

 

【特徴】 

環境・建築技術およびノウハウをグループ内で共有するため、一級建築士、構造設計一級建築士等により構

成される独立した専門部署を設置し、専門的な観点から対応にあたっております。 

 167-FY2023-05  

卸売市場「松戸南部市場」における地域貢献活動 

【原則３】 

いちごが運営する「松戸南部市場」では、一般消費者への市場開放をいち早く実施しており、地域活性化に向

け、市と共同での市場祭実施や市場見学会の開催等の地域コミュニティ活動を行っております。 

また、太陽光パネルを設置した自立型トイレを建設し、災害時には近隣住民の方々にご利用いただけるよう配

慮しております。 

 

【特徴】 

市場見学等を含むバスツアーの実施により、他県からの来場者も誘致しております。 

 167-FY2023-06  

大規模ショッピングセンター「宮交シティ」におけるサステナブルへの対応 

【原則３】【原則 6】 
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いちごが運営する「宮交シティ」では、建物全体の設備改修、LED 設置等による省エネ運用の推進により、エ

ネルギー消費量を削減いたしております。 

また、地域密着型のショッピングセンターとして、災害時における地域住民の方々の避難場所に活用すべく、

津波等に備えて館内フロアに海抜高さの表記を実施いたしております。 

 

【特徴】 

ショッピングセンター活性化に向けた館内演出においても省エネ運用を考慮し、LED を活用いたしており

ます。 

 167-FY2023-07  

CSR活動としてのコーポレートアクション 

【原則 4】 

いちごは Fun to Shareの趣旨に賛同し、活動にしております。CO2削減に向け、継続的にクールビズ、ウォ

ームビズを実施し、空調温度の管理徹底、不必要時の消灯活動等を行っております。本社帝国タワーオフィスで

は、必要照度に応じ照明器具を見直し、消費電力を削減いたしております。 

グループ内での啓蒙活動の一環として社内イントラを通じ、全社に環境負荷軽減への取り組みを周知いたし

ております。 

 167-FY2023-08  

「いちごサステナビリティ方針」の制定 

【原則１】【原則２】 

いちごでは、基本的な価値観や倫理観を共有し、業務に反映させていくための行動規範として定める企業倫

理綱領おいて、「地球環境の保全に真剣に取組み、主体的に環境負荷の低減や環境貢献活動に参加します。」と

規定し、人類、社会そして地球の一員として「サステナビリティ経営」の実現を重要な経営課題としております。 

いちごは、サステナビリティの推進に主体的に取組むことを目的に、下記のとおり「いちごサステナビリティ方

針」を定め、環境負荷の低減や環境貢献活動に積極的に参加してまいります。（2023年 4月 19日改定） 

 

■ いちごサステナビリティ方針 

1. 環境との調和と資源循環 

いちごグループの事業が地球環境に与える影響を的確に把握し、施設等の長寿命化、継続的な節水や廃棄

物の削減･リサイクル等に努め、環境への負荷を最小限とするよう積極的に取り組みます。 
 

2. 気候変動への対応と脱炭素社会への移行 

いちごグループの事業の遂行にあたっては、エネルギー使用量や温室効果ガス排出量の継続的な削減、

再生可能エネルギーの活用、物件のレジリエンス向上等、気候変動への対応を推進し、脱炭素社会の実現

を目指します。 
 

3. 法令適応と環境管理体制の整備 

環境に関わる法規制や、自ら受け入れを決めたその他の環境に関わる要求事項を順守し、環境管理体

制を整備することにより環境保全に努めます。また、法規制等の動向を常に注視し、その変化に適応しま

す。 
 

4. 教育・啓発活動とステークホルダーとの協働 

サステナビリティに関する社内教育を充実させ、当方針をいちごグループの全役職員およびサイト内で

働くすべての人に周知し、意識の向上を図ります。また、さまざまなステークホルダーにも当方針に関する

理解・協力を呼びかけ、協働してサステナビリティの推進に努めます。 
 

5. サステナビリティ・パフォーマンスの開示等 
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本方針やサステナビリティに関する取り組み等の情報開示に努め、広く社会とのコミュニケーションを図

ります。また、サステナビリティに関する認証等の取得に継続的に取り組みます。 

 

6. サステナブル調達の実施 

いちごグループの事業の遂行においては、環境配慮型の工法や材料、省エネルギー・省資源設備等を積極

的に採用する、また、協力会社の選定に際しては、サステナビリティに関する取り組みを考慮するなど、サステ

ナブル調達を推進します。 
 

7. 多様で包摂的な組織の醸成 

人権を尊重し、人種、信条、宗教、皮膚の色、国籍、年齢、性別、性的指向、性同一性、身体障害、社会的

身分などを問わず、多様な従業員が自分らしく働き、その能力を最大限に発揮できる組織と風土の醸成に

努めます。また、健康と快適性に配慮した働きやすい職場環境を整備し、従業員一人ひとりの活躍とウェル

ビーイングを実現することにより、組織の成長につなげます。 

 

8. 生物多様性・生態系の保全 

敷地内緑化、屋上・壁面緑化や在来種を中心とした植栽の取り組み等を通じて、生物多様性・生態系の保全

に貢献します。 
 

【特徴】 

いちごの HPにて公開しています。また、運用する投資法人においても同様に制定しております。 

 167-FY2023-09  

Jリーグトップパートナーに就任 

【原則３】【原則 5】 

J リーグは、ホームタウンの市民・行政・企業が三位一体となった支援体制を持ち、その街のコミュニティとして

発展する「地域に根差したスポーツクラブ」を目指しており、スポーツ振興に留まらず、地域と一緒に街をつくるこ

とを理念として掲げております。 

当社は、企業の存在意義は社会貢献であると考えており、事業活動を通じて社会的責任を果たすことを最大

の目標としております。事業活動においては、地域に密着した現場主義を徹底し、地域の皆様に安心、安全、快

適を提供することで、人々の生活を豊かにすることを目指しております。 

J リーグの理念は、いちごの事業活動との親和性も高く、いちごは J リーグとともに地域の活性化に取り組

むべく、本提携を結びました。 

J リーグでは、前述街づくりの一環として、設立趣旨に「競技場をはじめとするホームタウン環境の整備」を掲

げておりますが、スタジアムの老朽化や運営費の削減等、最適な環境整備が課題の一つとなっております。いち

ごは、これまで培った不動産技術、ノウハウを活用し、J リーグと一体となって、当該課題の解決に取り組んでま

いります。 

 

【特徴】 

J リーグトップパートナー唯一の不動産会社であり、不動産の観点から、地域活性化とスポーツ振興を目指し

ており、当社、またいちごが運用する 3 投資法人の株主・投資主優待も開始し、スタジアムへの集客とそれに伴

う、地域活性化に寄与すべく取組んでおります。 

 167-FY2023-10  

国連グローバル・コンパクト署名 

【原則 1】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

「人権の保護」、「不当な労働の排除」、「環境への対応」、「腐敗の防止」に関する 10 の原則に賛同し、企業ト

ップ自らのコミットメントのもと、その実現に向けて努力を継続することが求められる世界的な枠組みである
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UNGCに署名しました。 

 

【特徴】 

引き続き、UNGCの活動につき賛同し、署名を行っております。 

 167-FY2023-11  

「いちごサステナビリティレポート」の発行 

【原則 7】 

当社のサステナビリティにおける活動を適宜適切に発信するため、「いちごサステナビリティレポート」を発行し

ました。今後、継続的に発信してまいります。 

 167-FY2023-12  

RE100企業として「2030年に再エネ比率 50%」目標設定への賛同 

【原則 1】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

当社は、企業の存在意義は社会貢献であると考えております。サステナブル（持続可能）な社会を実現するた

めの「サステナブルインフラ企業」として⼤きな成⻑を図るとともに、事業活動を通じて社会的責任を果たすこと

を最⼤の⽬標としております。 

その⽬標を達成するための⼀環として、事業活動で消費する電⼒を 100%再⽣可能エネルギーとすることを

⽬指す国際的なイニシアティブである「RE100」に加盟し、「脱炭素宣⾔」をしております。  

当該脱炭素宣言におきまして、「2025 年までに事業活動で消費する電⼒を 100%再⽣可能エネルギーにす

る」ことを宣言しております。 

 

【特徴】 

当初宣言においては、期限を 2040 年としておりましたが、さらにその活動を促進するため、15 年前倒し、

2020年に更新しております。 
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■ 株式会社ヴォンエルフ 

 169-FY2023-01  

WELL Equity Rating（WELL 公正性評価） 世界初の取得 

【原則 1】【原則 2】【原則 5】 

株式会社ヴォンエルフでは、社会課題（for PEOPLE）面における国際認証である WELL 認証のサブセット

のひとつ「WELL Equity Rating（WELL 公正性評価）」を、2023 年１月に東京本社（市ヶ谷）において取得し

た。世界初の取得となる。また取得に際し、IWBI（国際 WELL ビルディング機構）より弊社代表取締役 CEO 平

松宏城と取締役 CFO 小山暢朗がインタビューを受ける機会があり、社のフィロソフィ「多様性を重んじる社風の

下、スタッフと家族・コミュニティの心身の健康を高め、公正でサステイナブルかつ経済的にも豊かな社会の構築

を目指す」に基づく DEI（Diversity, Equity and Inclusion）の理念・取組などに関して、IWBI のウェブサイ

ト記事に掲載され世界に向けて発信されるなど、株式会社ヴォンエルフが環境課題（for PLANET）分野のみな

らず、社会課題（for PEOPLE）への対応においてもトップランナーであることが国際的に広く認知される機会と

なった。 

 

●WELL Equity Rating とは何か 

今までになく、世界中の社会と企業が DEI を掲げている。IWBI によれば、多様性の高いインクルーシブな組

織の社員は、より仕事を楽しみ、より懸命に働き、より革新的で、在職期間が長い傾向があることが研究で示さ

れている。（多様性の高い企業は、そうでない同業他社より生産性が約 1/3、利益率が 21%高い）。そして

WELL Equity Rating（WELL 公平性評価）は、健康・福祉へのアクセス、多様性、インクルージョン、公正性を

促進する実行可能な枠組みと評価法を企業等へ提供する。WELL 全体の中で WELL Equity Rating は、

WELL Health-Safety Rating（WELL 健康安全性評価）と WELL Performance Rating（WELL 性能

評価）とともに、WELL 認証の「3 つのサブセット」として位置づけられる。 

 

WELL Equity Rating は 6 つの分野にまたがる 40 以上の評価項目を含む。①ユーザー・エクスペリエン

スとフィードバック(EE)７項目／②責任ある雇用と労働慣行 (EH) ４features／③インクルーシブデザイン

（ED） 10 項目／④医療給付とサービス（EB） 4 項目／⑤支援的なプログラムと空間（ES） 7 項目／⑥コミュ

ニティへの参画（EC） 11 項目。また、新しい試みを評価するイノベーション項目が加わる。これらのうち WELL 

Equity Rating 取得のために、21 ポイント獲得が必要である。有効期間は 1 年で、継続には年次更新が必要

とされる。 

 

●東京本社における取得 

株式会社ヴォンエルフ東京本社（市ヶ谷）において、WELL Equity Rating の 6 分野＋イノベーションで計

27 ポイント（21 以上必要）で評価を取得した。今回の取得のために、社員を対象とする調査を行い、社員採用プ

ロセスの見直し、スペースの使い方の変更、家庭内暴力があった場合の被害者支援など、会社のハード面・ソフ

ト面のルール変更を行った。こうした取り組みは一見煩雑なように思えるが、現状の働く環境を様々な面から、国

際的なモノサシで評価することにより客観視し改善していくことは、社員のウェルビーイングとエンゲージメントを

高めるとともに、長期的には組織のレジリエンスを確実に高めると考えている。。 

 

●IWBI（国際 WELL ビルディング機構）におけるインタビュー記事（原文英語の邦訳） 

平等(Equality)への戦い： WELL Equity Rating の取得に向けたある組織の取り組み （どのようにして

19 世紀の公園建築家が都市計画組織の幹部に変化をもたらすきっかけを与えたのか） 

 

フレデリック・ロー・オームステッドは、アメリカのランドスケープ・アーキテクトであり、また社会活動家でした。 

ニューヨーク市のセントラルパーク創設の功績が認められながら、南北戦争における初期の北部支援者としても

活躍した彼は、世界を改善したいという深い願望を持っていました。オームステッドの足跡と粘り強い精神は、平

松宏城氏を含めた何万人もの人々に影響を与えました。オームステッドは平松氏のキャリアにとって非常に強力

なきっかけとなったため、平松氏がオームステッドのベストセラー伝記の日本語訳に着手したのも不思議ではあ

りません。ヴィトルド・リプチンスキー著『A Clearing in the Distance: Frederick Law Olmsted and 
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America in 19th Century』は平松氏に永続的に影響を与え、都市環境を変革する方法についての彼のビジ

ョンを形作るのに役立っています。「セントラルパークを造った人は活動家でした…[この本は]格差や不平等と闘

う方法、そして大衆にメッセージを発信する[力]にインスピレーションを与えてくれました。 そして私にとってそ

れは、持続可能なコンサルティング会社の経営だったのです」  

 

平松氏は、オームステッドのフィロソフィを会社組織に織り込み、より良い空間と場所を創造することをビジネ

スの重点に置く、ヴォンエルフの創設者であり最高経営責任者です。ヴォンエルフは、クライアントに対してグリ

ーンビルディングコンサルティングと持続可能な都市景観の仕組みづくりを提供することにより、経済的利益を確

保しながら、環境パフォーマンス、人々のウェルビーイング、環境、社会、コーポレートガバナンス（ESG）への取り

組みに対する一般的な認識、等を向上させることを目指しています。 

 

ヴォンエルフは、本社オフィスで WELL Equity Rating を取得した世界初の組織です。WELL Equity 

Rating は、組織が企業文化および従業員の健康とウェルビーイングを改善しながら、多様性、公正性、包括

性、アクセシビリティ、等の目標に向けて行動を促すのに役立つフレームワークとなっています。「障害と不平等は

目に見えにくいです」と平松氏は説明し、そのような問題を解決するためにどのように行動を起こすかを決断す

るのは難しいかもしれないが、そうすることが重要であるということを共有してくれました。そしてヴォンエルフは

確かに行動を起こしたのです。 WELL Equity Rating を検討し、達成するために、会社での社内調査と採用

戦略を全面的に見直しました。 加えて、具体的な行動として、回復スペースを提供、 毎年実施されるカスタム

調査の作成、家庭内暴力の被害者支援、等の DEI サポートシステムの導入も含まれています。 また、チームは

職場における室温と照明の個別制御、音響作業ゾーンの選択も可能とし、すべての従業員の快適性と選択肢の

向上を実現しています。 

 

「公正性（Equity）は、当社への入社に関心のある人々だけでなく、現在の従業員にとっても非常に重要なメ

ッセージです」とヴォンエルフの CFO 小山暢朗氏は述べます。キャリアページにはヴォンエルフの価値観が示さ

れ、WELL と一致する利点が明確に表現されています。 また、育児休暇対象者の取得率 (100%) からハイ

キングが好きな従業員の割合(36%) まで、従業員の統計情報も共有しています。 

 

Rating のローンチに際し、IWBI の社長兼 CEO であるレイチェル・ホジドン氏は次のように述べています。

「多くの組織が DEI に取り組んでいますが、実践のロードマップを持っている組織はほとんどありません。

WELL Equity Rating は、組織が公約を実現することを可能にする革新的な新しいアプローチです」 

 

ヴォンエルフチームは公約を果たしただけでなく、より良いものを目指して努力を続けています。WELL の項

目 EB11 に照らし、家庭内暴力の被害者支援を推進するために、チームはスタッフにそのような経験について

アンケートを実施しました。小山氏は、誰もが苦労や問題などを安心して打ち明けられる環境を作りたいと、従業

員に対してオープンであることが同社の DNA であると説明しています。「我々はその結果だけで満足しては

いけないのです。我々は従業員に安心感を与え、幸せを感じてもらいたいと考えています。何か困ったことがあ

れば我々はいつでも聞く用意があります」  

 

著：© International WELL Building Institute、訳：株式会社ヴォンエルフ 
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■ 株式会社ＫＪＲマネジメント 

 170-FY2023-01  

ＥＳＧ課題への取組み方針 

【原則１】【原則 2】【原則７】 

【取組み方針】 

当社は、2013 年 6 月に「環境憲章」及び「サステナビリティ基本方針」（「責任不動産投資に係る基本方針」か

ら改称）を制定しました。「環境憲章」では、気候変動対応としてネットゼロに向け「新技術や新たな仕組みの活

用、ステークホルダーとの対話等を通し、緩和と適応の双方より温室効果ガスの削減と気候変動に取り組む」こ

とを明言しています。併せて、サステナビリティに関する行動原則を示す「サステナビリティ基本方針」において

「環境(Environmental)、社会(Social)、企業統治(Governance) の要素を不動産投資に組み込む責任

不動産投資 (RPI) を実行する」ことを明示し、ファンドの投資・運用プロセスの全期間においてこの PRI の考

えを組み入れ実行しています。 

当社のサステナビリティに関する考え方、運用する日本都市ファンド投資法人及び産業ファンド投資法人の取

組みは、WEBサイトにおいて開示しています。 

サステナビリティに関する考え方：https://kjrm-sustainability.disclosure.site/ja/themes/110/ 

日本都市ファンド投資法人：https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/ 

産業ファンド投資法人：https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/ 

 

＜署名機関および賛同するイニシアティブ＞ 

・ 「責任投資原則（PRI）」への署名 

・ 「Avance」にエンドーサーとして署名 

・ 「21世紀金融行動原則」への署名 

・ 「国連グローバル・コンパクト（UN GC）」への署名 

・ 「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」への賛同 

・ 「気候変動イニシアティブ（JCI）」への賛同 

・ 「生物多様性のための 30by30アライアンス」への参加 

・ 「企業と生物多様性イニシアティブ」への入会 

https://kjrm-sustainability.disclosure.site/ja/themes/85/ 

 170-FY2023-02  

人財育成への取組み 

【原則 1】【原則４】 

人財は最も大切な資産であるという考え方のもと、社員一人ひとりが当社で働くことを通して成長し、自己実

現できるよう様々な育成プログラムを整備することで自律的なキャリア開発を支援しています。 

主体的なキャリア開発と専門性の強化を目的として、自ら希望する職務にチャレンジするための社内公募制

度、本人の希望も踏まえた社命による異動も定期的に実施しています。また、多様化する研修ニーズ、自己啓発

支援への対応策として、自らの希望で受講できる研修制度を整備しています。各種研修プログラム、資格取得維

持支援制度の整備に加えて、成長支援のためのパフォーマンスマネジメントの強化と定期的な上司とのキャリア

ディスカッションも実施しています。 

当社の人材育成への取組みの詳細については、WEBサイトにおいて開示しています。 

人財育成への取組み 

https://kjrm-sustainability.disclosure.site/ja/themes/102/ 

 170-FY2023-03  

人権への取組み 

https://kjrm-sustainability.disclosure.site/ja/themes/110/
https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/
https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/
https://kjrm-sustainability.disclosure.site/ja/themes/85/
https://kjrm-sustainability.disclosure.site/ja/themes/102/
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【原則 1】【原則５】【原則７】 

2022年 12月に「KJRマネジメント人権方針」を策定しました。本方針により、人権に関する国際規範等を支

持するとともに、人権尊重の取組みを向上させることを目指し、人権デュー・デリジェンスなど事業活動において

人権に配慮した取組みを推進しています。 

人権への取組みの詳細は、WEBサイトにおいて開示しています。 

人権への取組み：https://kjrm-sustainability.disclosure.site/ja/themes/90/ 

 170-FY2023-04  

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの取組み 

【原則 1】【原則４】【原則５】【原則７】 

当社はダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの推進は、より良い意思決定を行い、より良い結果を生

み出すことにつながると考えています。この考え方に基づき、性別、人種、国籍、障がい、年齢、経歴等、さまざま

な背景や考え方を持つ人財ひとりひとりが、働くことに誇りを持ち、その能力を存分に発揮できる環境の整備に

取組んでいます。 

また、ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンについては、当社の重要な ESGマテリアリティとして

KPIを設定しています。取組みの詳細およびKPIは、WEBページにおいて開示しています。 

ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン： 

https://kjrm-sustainability.disclosure.site/ja/themes/102/ 

ESGマテリアリティとKPI： 

https://kjrm-sustainability.disclosure.site/ja/themes/111/ 

 170-FY2023-0５  

ＧＲＥＳＢへの参加 

【原則１】【原則７】 

当社が運用する日本都市ファンド投資法人及び産業ファンド投資法人は、世界の有力な機関投資家が加盟

し、不動産会社やファンドレベルでのサステナビリティへの取組みを評価する調査として高く注目されている

「GRESB」に積極的に参加しています。 

2023年に実施されたGRESB リアルエステイト評価において、日本都市ファンド投資法人が 5スター、産業

ファンド投資法人が 4スターを獲得致しました。 

日本都市ファンド投資法人及び産業ファンド投資法人の GRESB リアルエステイト評価の詳細については、

WEBサイトにおいて開示しています。 

日本都市ファンド投資法人： 

https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/132/ 

産業ファンド投資法人： 

https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/86/ 

 170-FY2023-06  

CDPへの参加 

【原則１】【原則７】 

当社が運用する日本都市ファンド投資法人及び産業ファンド投資法人は、気候変動対策等をはじめとした環

境問題対策に関する情報開示等を評価する国際団体である「CDP 気候変動プログラム」に参加しています。

202２年に実施された CDPプログラムにおいて、日本都市ファンド投資法人は「スコア B」、産業ファンド投資法

人は「スコアA」を獲得しました。 

https://kjrm-sustainability.disclosure.site/ja/themes/90/
https://kjrm-sustainability.disclosure.site/ja/themes/102/
https://kjrm-sustainability.disclosure.site/ja/themes/111/
https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/132/
https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/86/
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CDP気候変動プログラムの取組みの詳細については、WEBサイトにおいて開示しています。 

日本都市ファンド投資法人：https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/132/ 

日本都市ファンド投資法人は、2016年に J-REITとして初参加以降継続的に参加しています。 

産業ファンド投資法人：https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/86/ 

 170-FY2023-07  

日本都市ファンド投資法人の TCFD提言に基づく情報開示 

【原則 1】【原則５】【原則６】【原則７】 

気候変動による中長期の財務的影響を検討するにあたり、4℃及び 1.5℃の気候変動関連シナリオに基づき

J-REIT 業界（JMF を含む）を取り巻く世界観について考察するとともに、2030 年を中期、2050 年を長期と

してポートフォリオ全体を対象として財務的影響を評価しました。 

JMF が想定するシナリオや影響、想定した世界観、及び財務的影響の検討及び対応策については、WEB サ

イトにおいて開示しています。 

気候変動関連シナリオに基づくシナリオ分析： 

https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/128/ 

 170-FY2023-08  

産業ファンド投資法人の TCFD提言に基づく情報開示 

【原則 1】【原則５】【原則６】【原則７】 

気候変動による中長期の財務的影響を検討するにあたり、4℃及び 1.5℃の気候変動関連シナリオに基づき

IIF を取り巻く世界観について考察するとともに、2030 年を中期、2050 年を長期としてポートフォリオ全体を

対象として財務的影響を評価しました。 

IIF が想定するシナリオや影響、想定した世界観、及び財務的影響の検討及び対応策については、WEB サイ

トにおいて開示しています。 

気候変動関連シナリオに基づくシナリオ分析： 

https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/80/ 

 170-FY2023-09  

日本都市ファンド投資法人の環境負荷低減の取組み 

【原則 6】 

日本都市ファンド投資法人は、2050年ネットゼロ、2020年度比で 2023年までに Scope1及び 2の総排

出量を 42%削減する GHG 排出量削減目標を設定しています（SBTi 認定取得済み）。また、サステナビリティ

課題に係るマテリアリティを特定し KPI を設定しています。環境についても、保有物件における環境・省エネル

ギー対策やエネルギー利用の効率化に取り組んでおり、配慮と環境負荷低減に向けた対応を進めています。 

日本都市ファンド投資法人における「目標・KPI」及び「環境への配慮と環境負荷低減」については、何れも

WEBサイトにおいて開示しています。 

目標・KPI：https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/147/  

環境への配慮と環境負荷低減：https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/138/  

 170-FY2023-10  

産業ファンド投資法人での環境負荷低減の取組み 

【原則 6】 

産業ファンド投資法人は、2050年ネットゼロ、2021年度比で 2023年までに Scope1及び 2の総排出量

https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/132/
https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/86/
https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/128/
https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/80/
https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/147/
https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/138/
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を 42%削減する GHG 排出量削減目標を設定しています（2030 年目標に SBTi 認定取得済み）。また、サス

テナビリティ課題に係るマテリアリティを特定し KPI を設定しています。環境についても、保有物件における環

境・省エネルギー対策やエネルギー利用の効率化に取り組んでおり、配慮と環境負荷低減に向けた対応を進め

ています。 

産業ファンド投資法人における「目標・KPI」及び「環境への配慮と環境負荷低減」については、何れもWEBサ

イトにおいて開示しています。 

目標・KPI：https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/101/  

環境への配慮と環境負荷低減：https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/94/ 

 170-FY2023-11  

日本都市ファンド投資法人での環境認証取得 

【原則 6】【原則 7】 

日本都市ファンド投資法人は、投資家、テナントをはじめ、グローバルにわたる様々なステークホルダーからの

要求に応えるために、建物の性能評価等、各種認証を取得しています。 

日本都市ファンド投資法人における保有物件の認証については、WEBサイトにおいて開示しています。 

保有物件の認証：https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/127/ 

 170-FY2023-12  

産業ファンド投資法人での環境認証取得 

【原則 6】【原則 7】 

産業ファンド投資法人は、投資家、テナントをはじめ、グローバルにわたる様々なステークホルダーからの要求

に応えるために、建物の性能評価等、各種認証を取得しています。 

産業ファンド投資法人における保有物件の認証については、WEBサイトにおいて開示しています。 

保有物件の認証：https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/79/ 

 170-FY2023-13  

日本都市ファンド投資法人のグリーンボンド発行 

【原則２】【原則 6】 

日本都市ファンド投資法人は、ESG 投資に積極的な投資家層の拡大による資金調達手段の拡充及び投資

法人債・グリーンボンド市場の発展を目的として 2018 年 5 月に J-REIT として初のグリーンボンド（無担保投

資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付））を発行して以来、これまでに６回グリーンボンドを発行してい

ます。 

日本都市ファンド投資法人におけるグリーンボンドの発行については、WEBサイトにおいて開示しています。 

グリーンボンド：https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/135/ 

 170-FY2023-14  

日本都市ファンド投資法人の社会貢献 

【原則３】【原則 5】 

日本都市ファンド投資法人は、ご来館されるお客さまやテナントの皆さまに安心して施設をご利用頂けるよう

「運用管理ガイドライン」に従って日々の施設管理を行っています。また、大規模地震による帰宅困難者の発生を

想定した防災訓練の実施等によりレジリエンスの強化や、災害時避難場所の提供、防災備蓄倉庫の設置などを

通じ、保有物件が災害時における地域の防災活動拠点としての役割を担うことにより、地域や社会に貢献出来る

と考えています。 

https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/101/
https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/94/
https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/127/
https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/79/
https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/135/
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日本都市ファンド投資法人における社会貢献の詳細については、WEBサイトにおいて開示しています。 

社会貢献：https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/140/  

 170-FY2023-15  

産業ファンド投資法人の社会貢献 

【原則３】【原則 5】 

産業ファンド投資法人は、保有物件のスペースを近隣地域や行政に提供したり、施設の見学会を実施したりし

ています。また、入居するテナントさま向けの防災対策に積極的に取り組んでいます。 

産業ファンド投資法人における社会貢献の詳細については、WEBサイトにおいて開示しています。 

社会貢献：https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/96/ 

 170-FY2023-16  

日本都市ファンド投資法人のポジティブ・インパクト投資 

【原則２】【原則３】 

日本都市ファンド投資法人は、202３年２月に「Karuizawa Commongrounds（底地）」に関するインパクト

投資を実施しました。この取得は、ポジティブ・インパクト金融原則に則ってなされたものです。 

日本都市ファンド投資法人におけるポジティブ・インパクト投資については、WEBサイトにおいて開示していま

す。 

ポジティブ・インパクト金融原則に基づく投資： 

https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/141/ 

 170-FY2023-17  

産業ファンド投資法人のポジティブ・インパクト投資 

【原則２】【原則３】 

産業ファンド投資法人は、2019年 2月に「IIF大田マニュファクチュアリングセンター（OTAテクノCORE）」

に関するインパクト投資プロジェクトを実施しました。この取得は、J-REIT で初めてポジティブ・インパクト金融

原則に則ってなされたものです。 

産業ファンド投資法人におけるポジティブ・インパクト投資については、WEBサイトにおいて開示しています。 

ポジティブ・インパクトの創出：https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/97/ 

 170-FY2023-18  

産業ファンド投資法人のソーシャルボンドの発行 

【原則 5】 

産業ファンド投資法人は、社会的課題の解決に貢献する取組みの一環として、2021 年 9 月に初となるソー

シャルボンドを発行して以来、これまでに 2 回ソーシャルボンドを発行しています。ソーシャルボンドの発行を通

じたソーシャルファイナンスを行うことで、更なる ESG活動を推進するとともに、ESG投資に積極的な投資家層

の拡大による資金調達手段の拡充を目指します。 

産業ファンド投資法人におけるソーシャルファイナンスについては、WEBサイトにおいて開示しています。 

ソーシャルファイナンス：https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/91/ 

 170-FY2023-19  

産業ファンド投資法人のソーシャルローンによる借入れ実施 

【原則５】 

https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/140/
https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/96/
https://jmf-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/141/
https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/97/
https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/91/
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産業ファンド投資法人は、社会的課題の解決に貢献する取組みの一環として、2023 年 5 月に本投資法人初

となるソーシャルローンによる借入れを実施しました。調達した資金は、「産業振興等を通じて雇用創出と地域経

済の発展へ貢献する施設」としてソーシャル適格資産の適格クライテリアを満たす IIF 大田マニュファクチュアリ

ングセンターの取得資金の一部に充当されました。今後もソーシャルファイナンスによる資金調達を通じ、ESG 

に配慮した資産運用を推進するとともに、資金調達基盤の強化を目指します。 

産業ファンド投資法人におけるソーシャルファイナンスについては、WEBサイトにおいて開示しています。 

ソーシャルファイナンス：https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/91/ 

 

https://iif-reit_sustainability.disclosure.site/ja/themes/91/
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■ 株式会社ザイマックス不動産投資顧問 

 171-FY2023-01  

ザイマックス・リート投資法人での保有物件における省エネルギー化 

【原則 6】 

弊社で運用するザイマックス・リート投資法人では、持続可能な社会の形成のために必要な責任と役割を果た

したいと考え、保有する以下の物件において、CO2排出量削減の観点から照明の LED化工事や空調更新工事

を実施しています。 

・ ザイマックス西新橋ビル  ：共用部の照明 LED化、一部専用部の照明 LED化、空調更新 

・ ザイマックス岩本町ビル  ：共用部の照明 LED化、一部専用部の照明 LED化、空調更新 

・ ザイマックス新宿御苑ビル：共用部の照明 LED化、一部専用部の照明 LED化、空調更新 

・ ザイマックス神谷町ビル  ：共用部の照明 LED化、一部専用部の照明 LED化 

・ ザイマックス東麻布ビル  ：一部共用部、一部専用部の照明 LED化、空調更新 

・ ザイマックス東上野ビル  ：共有部の照明 LED化、一部専用部の照明 LED化、空調更新 

・ ザイマックス八王子ビル  ：一部専用部の照明 LED化 

・ ザイマックス木場公園ビル：一部専有部の照明 LED化 

 

【特徴】 

不動産の資産運用会社として、保有資産の省エネルギー化による環境負荷の低減に積極的に取り組んでおり

ます。 

 171-FY2023-0２  

せんちゅうパルにおける環境負荷削減・地域貢献事業の取り組み 

【原則３】【原則６】 

・ 省エネ機器へ更新の取り組み 

弊社がアセット・マネジメント業務を受任している株式会社ザイマックスセンパルでは、信託受益権を保有す

る商業施設「せんちゅうパル」において、共用部照明のみならず、設備エリアの照明の LED 化を進め、設備改

修を推進することで、エネルギー使用量の削減に取り組んでおります。 

 

・ せんちゅうパル入居テナント様への省エネ器具導入の依頼 

せんちゅうパルでは共用部分にとどまらず、建物全体としての省エネ化を図るため、入居中のテナント様お

よび新規入居されるテナント様に対して、貸室内の LED等の省エネ機器の設置・交換を推奨しております。 

 

・ 地域住民の方へのスペースの提供 

せんちゅうパル敷地内のイベントステージでは、「パルフェス」と称したステージイベントの定期的な開催や、

市民団体である「せんちゅう芝生ナイトシアター」の開催等、地域の皆様へ発表の場を提供することを通じて市

民活動の支援を積極的に行っています。こうした取り組みを通じて、千里中央地区を振興し、地域の皆様との

つながりの強化を進めております。 

 

【特徴】 

不動産の資産運用会社として、保有資産での省エネルギー化、および地域の活性化に積極的に取り組んでおり

ます。 
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 171-FY2023-0３  

ザイマックス・リート投資法人の保有物件における災害救援ベンダー導入 

【原則３】 

弊社で運用するザイマックス・リート投資法人では、保有する以下の物件において、災害救援ベンダーを導入

いたしました。 

・ ザイマックス東麻布ビル 

・ ザイマックス東上野ビル 

・ ザ・パークハウス戸塚フロント 

・ ザイマックス木場公園ビル 

 

大規模災害等の非常時に遠隔操作等により飲料を無料で提供する機能を確保することで、災害発生によりラ

イフラインが寸断されてしまった場合の一時的なインフラとして、災害に備え、社会に貢献する役割を担っており

ます。 

 

【特徴】 

不動産の資産運用会社として、保有資産とその所在地域の災害対応能力の向上に積極的に取り組んでい

ます。 

 171-FY2023-04  

ザイマックス・リート投資法人の保有物件におけるエレベーター非常用 BOXの導入 

【原則３】 

弊社で運用するザイマックス・リート投資法人では、保有する以下の物件において、エレベーター非常用 BOX

を導入いたしました。 

・ ザイマックス岩本町ビル 

・ ザイマックス新宿御苑ビル 

・ ザイマックス神谷町ビル 

・ ザイマックス東麻布ビル 

・ ザイマックス東上野ビル 

・ ザイマックス八王子ビル 

 

災害等の非常時にエレベーターの運転が寸断されてしまった場合に備え、非常用トイレや水等ライフツールを

一時的に提供することで、災害に備え、社会に貢献する役割を担っております。 

 

【特徴】 

不動産の資産運用会社として、保有資産とその所在地域の災害対応能力の向上に積極的に取り組んでい

ます。 

 171-FY2023-05  

ザイマックス・リート投資法人の保有物件における再生可能エネルギー100％電力の導入 

【原則 1】【原則 6】 

弊社で運用するザイマックス・リート投資法人では、CO2排出削減を重要課題と捉え、下記オフィス 8 物件で

再生可能エネルギー100％電力を導入しています。 

・ ザイマックス西新橋ビル 
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・ ザイマックス岩本町ビル 

・ ザイマックス新宿御苑ビル 

・ ザイマックス神谷町ビル 

・ ザイマックス東麻布ビル 

・ ザイマックス東上野ビル 

・ ザイマックス八王子ビル 

・ ザイマックス三田ビル 

 

【特徴】 

不動産の資産運用会社として、保有資産運営にあたっての環境負荷低減に取り組んでいます。 

 171-FY2023-06  

ザイマックス・リート投資法人の保有物件における太陽光発電設備の設置 

【原則 1】【原則 6】 

弊社で運用するザイマックス・リート投資法人が保有する、ザ・パークハウス戸塚フロントでは、共用部の一部

を使用貸借し、太陽光発電設備を設置し、共用部電力の一部として使用しています。 

 

【特徴】 

不動産の資産運用会社として、保有資産運営にあたっての環境負荷低減に取り組んでいます。 

 171-FY2023-07  

GRESBへの参加 

【原則 1】【原則６】【原則７】 

弊社で運用するザイマックス・リート投資法人は、GRESBに 2022年より参加しました。 

202３年に実施されたGRESBリアルエステイト評価において、総合スコアの順位により 5段階で評価される

ＧＲＥＳＢレーティングにおいて「3スター」を獲得しました。また、ESG 推進のための方針や組織体制などを評価

する「マネジメント・コンポーネント」と保有物件での環境パフォーマンスやテナントとの取組等を評価する「パフォ

ーマンス・コンポーネント」の双方において優れた参加者であることを示す「グリーンスター」の評価を獲得しまし

た。 

また、ESG 情報開示の充実度を測る GRESB 開示評価においても、ESG 情報開示の取組が高く評価さ

れ、最上位の「Aレベル」の評価を取得しました。 

 171-FY2023-08  

ザイマックス・リート投資法人のＨＰにおける情報開示の充実 

【原則７】 

弊社で運用するザイマックス・リート投資法人は、ＨＰにおいてＥＳＧの情報開示を行っています。 

 

・ ザイマックス・リート投資法人のＨＰ 

https://xymaxreit.co.jp/ja/esg/index.html 

 171-FY2023-09  

ザイマックス・リート投資法人での環境目標の設定 

【原則 6】【原則７】 

https://xymaxreit.co.jp/ja/esg/index.html
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弊社が運用するザイマックス・リート投資法人では、環境目標を設定しています。 

詳細については、ザイマックス・リート投資法人のウェブサイトをご参照ください。 

https://xymaxreit.co.jp/ja/esg/environment.html 

 171-FY2023-10  

ザイマックス・リート投資法人の保有物件におけるグリーンリースの導入 

【原則 1】【原則 6】 

ザイマックス・リート投資法人では、テナントとの間で締結する標準的な賃貸借契約書に下記グリーンリース条

項等を盛り込み、テナントと環境負荷の低減のために協力する取組を進めています。 

・ 環境認証取得のための環境パフォーマンス向上に対する協働(節電、節水、廃棄物削減) 

・ エネルギー消費量等のデータ提供、及び目標値の共有 

・ テナント工事実施時の環境配慮モデルの導入推奨 

 171-FY2023-11  

ザイマックス・リート投資法人の保有物件の環境認証取得 

【原則６】 

ザイマックス・リート投資法人では、CASBEE評価や BELS評価などの環境認証取得を推進しております。 

環境認証の取得状況については、ザイマックス・リート投資法人のウェブサイトをご参照ください。 

https://xymaxreit.co.jp/ja/esg/certification.html 

 171-FY2023-12  

ESG方針、ESG推進体制の制定 

【原則 1】 

弊社では、ザイマックス・リート投資法人での運営に当たり、ESG方針及び ESG推進体制を制定しました。 

ESG 方針及び ESG 推進体制の内容については、ザイマックス・リート投資法人のウェブサイトをご参照くだ

さい。 

https://xymaxreit.co.jp/ja/esg/index.html 

 171-FY2023-13  

TCFD提言への賛同及び TCFDコンソーシアムへの加入 

【原則 1】【原則５】【原則６】 

弊社は 2023 年 3 月に「TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言」への賛同を表明すると共に、

国内賛同企業を構成メンバーとする「TCFDコンソーシアム」へ加入しました。 

今後の取組みとして、「TCFD 提言」に則した情報開示（「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」）を

順次進めていきます。 

 171-FY2023-14  

テナント満足度向上への取組み 

【原則３】 

弊社で運用するザイマックス・リート投資法人では、保有する下記オフィス 8物件において、共用部にデジタル

サイネージを設置し、電気・水道使用量、避難場所、エコ活動の呼びかけ等を掲示しています。 

・ ザイマックス西新橋ビル 

https://xymaxreit.co.jp/ja/esg/environment.html
https://xymaxreit.co.jp/ja/esg/certification.html
https://xymaxreit.co.jp/ja/esg/index.html
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・ ザイマックス岩本町ビル 

・ ザイマックス新宿御苑ビル 

・ ザイマックス神谷町ビル 

・ ザイマックス東麻布ビル 

・ ザイマックス東上野ビル 

・ ザイマックス八王子ビル 

・ ザイマックス木場公園ビル 

 

また、下記オフィス 9 物件において、テナント満足度調査を実施し、調査結果を PM 会社等と共有して課題を

改善し、テナント様が快適に過ごせるオフィス環境づくりやサービス向上に努めています。 

 

・ ザイマックス西新橋ビル 

・ ザイマックス岩本町ビル 

・ ザイマックス新宿御苑ビル 

・ ザイマックス神谷町ビル 

・ ザイマックス東麻布ビル 

・ ザイマックス東上野ビル 

・ ザイマックス八王子ビル 

・ ザイマックス三田ビル 

・ ザイマックス木場公園ビル 
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■ 明治安田アセットマネジメント株式会社 

 183-FY2023-01  

国連責任投資原則（PRI：Principles for Responsible Investment）への署名 

【原則１】 

当社は、2006年 4月に国連環境計画・金融イニシアティブと国連グローバル・コンパクトとの共同により策定され

た責任投資原則（PRI：Principles for Responsible Investment）の考え方に賛同し、2016年3月に署名しま

した。 

当社ではESG（環境・社会・企業統治）の課題に対しより一層の理解を深め、受託者責任の範囲内で、ESGの要素

を調査・運用プロセスにおいて考慮することに努めます。 

 183-FY2023-02  

日本版スチュワードシップ・コードの受入表明、方針、考え方及び自己評価の公表 

【原則１】【原則7】 

当社は、経営理念の一つとして「インベストメント・チェーンの一員として持続可能な社会の形成に貢献する」ことを

掲げており、この理念のもと、「責任ある投資家の諸原則（日本版スチュワードシップ・コード）」の精神に賛同し、同コ

ードの全ての受け入れを表明しています。 

 

また、当社は、機関投資家としてスチュワードシップ責任を適切に果たすことが、投資先企業の企業価値向上や持

続的成長を促し、当社にとっての「お客さま・受益者」の中長期的な投資リターンの拡大に結び付くとともに、経営理念

の実現に資すると考えています。 

 

当社の方針及び活動概況等は、ホームページ（ https://www.myam.co.jp/about/stewardship.html ）に

掲載し、広くお客さまに開示しています。2023年9月には、「スチュワードシップ活動の振り返りと自己評価」を、開

示しています。2022年9月に開示しました、「スチュワードシップ・レポート」においては、上記に加え、推進体制、具

体的な取り組み、今後の方針等もあわせて記載しましたが、これらは２０２３年度中に新たに開示予定の「サステナビ

リティ・レポート（仮称）」において、より詳しくご説明いたします。 

 183-FY2023-0３  

ESGバリューアップ型日本株式運用ファンドの提供 

【原則２】 

当ファンドでは特に企業経営者との協調的な対話を重視、対話により事業戦略や資本政策に働きかけることで更

なる中長期的な企業価値の創造が期待できると判断される銘柄に厳選投資します。2015年10月に設定しました。 

 

【特徴】 

1．市場ギャップのαに加え経営戦略ギャップのαを追及 

・ 投資企業に対し、企業の成長ステージに応じた最適な経営戦略を働きかけるなど積極的なエンゲージメント

を行ない、経営戦略ギャップのαを追求することで、最終的にファンド収益の拡大につながると考えます。 

 

2．最適かつ効率的なエンゲージメント手法を採用 

・ 資本コストを意識した経営が求められる中、当社のリサーチの核となる「ROIC/WACC分析」を対話の共通

言語として取り入れることで、企業側のエンゲージメントに対する受け入れも容易になると考えます。 

 

・ 当社はESGに特化した経営層との対話に注力しており、高いエンゲージメント力を有しています。 

 183-FY2023-０４  

https://www.myam.co.jp/about/stewardship.html


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

ESG高配当型日本株式運用ファンドの提供 

【原則２】 

ファンドの純資産総額や個別銘柄の市場流動性、売買コスト等を勘案し、配当利回り等を条件として、ユニバース

を決定します。その後、配当収益等を安定的に獲得するために企業の長期サステナビリティを分析して実際に組入れ

を行う銘柄を決定し、ポートフォリオを構築します。2016年9月に設定しました。 

 

【特徴】 

1．高配当・低ボラティリティの特性を有する長期投資に相応しい商品コンセプト 

・ 国内の低金利・マイナス金利が長引く中、良質な高配当銘柄投資は長期投資に相応しい投資手法。 

 

・ 配当利回りが高い銘柄を中心に、株主利益を重視し安定した経営の持続性が期待される銘柄に投資。 

 

・ 当運用戦略は、市場下落局面において下値抵抗が強く、ボラティリティが低い特性。 

 

2．サステナビリティ分析による厳選投資、投資魅力度の高い 20 銘柄程度のポートフォリオ 

・ サステナビリティ分析では企業のサステナビリティ等に着目し、投資銘柄を厳選。 

 

・ 組入銘柄数を 20 銘柄程度に厳選することで、投資銘柄や運用状況を把握・管理しやすく、投資銘柄に対して

エンゲージメント活動を実施するなどの付加価値を持たせることが可能。 

 183-FY2023-0５  

ESGハイクオリティ型日本株式運用ファンドの提供 

【原則２】 

投下資本利益率（ROIC）の水準が高く、そのサステナビリティ（持続可能性）が高いと判断される企業に投資しま

す。サステナビリティの分析にあたっては、ファンダメンタルズ分析に加え、ESG（環境・社会・ガバナンス）スコアの高

さを重視します。また、投資先企業の高いROICのサステナビリティを保つため、継続的なエンゲージメント（企業と

の対話）を実施します。2018年1月に設定しました。 

 

【特徴】 

1．ROIC（投下資本利益率）の高い銘柄への厳選投資 

・ ROICが高く、企業価値向上のサステナビリティが高いと判断する銘柄へ厳選投資します。 

 

2．サステナビリティの分析にあたってはESGを重視 

・ ESGインテグレーション分析により長期の業績予想を行うことで、ROIC、及び企業価値向上のサステナビリ 

ティを担保します。 

・ 企業の積極的なESGの取組に資金供給することで、社会と経済の好循環を目指します。 

 

3．エンゲージメントにより長期保有を目指す 

・ ROIC、及び企業価値向上の持続性を保つため、ESG課題を含めたエンゲージメント（企業との対話）を継続 

的に実施します。 

 183-FY2023-０６  

社内会議資料ペーパーレス化の推進 

社内各種規程、決裁書・申請書などの決裁・承認手続き電子化によるペーパーレス化推進 

プリンタ機器削減と印刷枚数抑制の推進 

紙媒体の電子媒体化（PDF）による印刷・コピー枚数削減の推進 

【原則6】 
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当社では、各種資料の電子媒体利用を推進し、プロジェクタ、テレビモニターへの投影による会議開催の実施によ

り、紙媒体印刷量の削減に取り組んでいます。 

また、社内各種申請や規程承認、決裁手続きの電子化を進め、紙媒体の利用の削減にも取り組んでいます。 

更に、保有プリンタ機器の最適化による台数削減および誤印刷などを減らすため、オンデマンド印刷および FAX

送受信に対応したプリンタ機器を全部門に導入し、印刷枚数の削減に取り組んでいます。加えて、紙媒体資料の電子

媒体化（PDF）による印刷・コピー枚数の削減や資料の電子化を推進し紙資料の抑制に取り組んでいます。 

 

【特徴】 

・ ノート型PC端末を導入（全社員） 

 

・ 電子承認システムの活用 

 

・ 議決権管理システムの活用、株主総会招集通知のデータ管理推進 

 

・ FAX専用機を廃止、同機能を複合機に集約 

 

・ オンデマンド印刷の実施 

 

・ 紙媒体の電子媒体化（PDF）の実施 

 183-FY2023-０７  

にいがた未来応援ファンドの提供 

【原則2】【原則3】 

当社は、ファンドの資金の一部を「にいがた関連株式」に投資することで、地域の優良企業の発掘や投資先の企業

価値の向上等を図りつつ新潟県関連企業を応援するとともに、ファンドが収受する運用管理費用（信託報酬）の一部

を「新潟県の未来づくり」への貢献が期待できる団体に寄附を行う「にいがた未来応援日本株ファンド （愛称） にい

がたの架け橋」を 2019 年 7 月に設定しました。ファンド設定後に行った寄附金は第一期から第四期までの合計で

7,200 万円を超えました。第四期寄付先は、「新潟県」、「公益社団法人新潟県看護協会」、「社会福祉法人新潟県社

会福祉協議会」、「一般社団法人新潟県母子寡婦福祉連合会」です。 

なお、2023年 7月には、上記同様、「にいがた関連株式」への投資と寄付を行い、あわせて外国株にも投資する、

「にいがた未来応援グローバル株式ファンド （愛称） グローカルにいがた」も設定しました。 

 

【特徴】 

・ にいがた関連株式（中小型株）およびESG高配当型日本株式運用ファンド（大型株）を主要対象とします。 

 

・ にいがた関連株式の運用においては、新潟県に本社（これに準ずるものを含む）がある企業、新潟県に工場や店

舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業が投資対象です。 

 183-FY2023-０８  

八十二信州応援日本株ファンドの提供 

【原則２】【原則３】 

当社は、ファンドの資金の一部を「信州関連株式」に投資することで、地域の優良企業の発掘や投資先の企業価値

の向上等を図りつつ信州関連企業を応援する「八十二 信州応援日本株ファンド（愛称：がんばれ信州）」を 2019 年

11月に設定しました。 

 

【特徴】 

・ 信州関連株式（中小型株）およびESG高配当型日本株式運用ファンド（大型株）を主要対象とします。 
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・ 信州関連株式の運用においては、長野県に本社（これに準ずるものを含む）がある企業、長野県に工場や店舗等

があるなど長野県の経済に貢献している企業が投資対象です。 

 183-FY2023-０９  

明治安田日本株式ESGダイバーシファイド・ファンドの提供 

【原則２】 

当社は、アナリストが付与する社内独自の ESG 格付を定量的に構成銘柄の組入れウエイトに反映したポートフォ

リオを構築することにより経済的リターンの獲得を目指す「明治安田日本株式 ESG ダイバーシファイド・ファンド」を

2020年 11月に設定しました。 

 

【特徴】 

・ 銘柄選択にあたっては、アナリストによる企業との対話や独自の調査を通じた ESG 評価を行い、定量的手法に

基づき幅広い銘柄に分散投資します。 

 

・ 配当込み JPX 日経インデックス400をベンチマークとし、これを上回る投資成果の獲得を目指します。 

 183-FY2023-１０  

The Net Zero Asset Managers initiative （NZAM）への加盟 

【原則 1】【原則５】【原則６】【原則７】 

当社は、2023年 1月、NZAMに加盟しました。NZAMは、2050年までに投資ポートフォリオの温室効果ガス

（以下「GHG」）排出量のネット・ゼロ実現を目指す国際的なイニシアティブであり、加盟機関は、ネット・ゼロ実現に向

けた中間目標を策定し、その達成に取り組んでいます。 

 

【特徴】 

当社は、２０２３年８月、投資ポートフォリオの残高の52％※１を対象に、カーボンフットプリント※２を2030年まで

に 2019年 12月末比50％削減する旨の中間目標を策定しました。中間目標達成に向けては、「アセットオーナー等

のお客さまと協働しながらネット・ゼロ実現を目指す」との考え方に立って、GHG 排出量の多い投資先企業に対し、

当社独自の「ESG対話」等を通じて GHG排出量削減等を働きかけてまいります。 

※１ 2022年 12月 31日時点。今回対象外とした運用資産は、ソブリン債等の現時点では GHG 排出量の算

定方法が確立されていない資産で、今後算定が可能となったものから順次対象資産として追加することを

検討する方針です。 

※２ 投資ポートフォリオの 1 単位あたりの GHG 排出量（投資ポートフォリオの持ち分である GHG 排出量

［CO2 換算トン］÷投資ポートフォリオの時価評価額［百万米ドル］ 
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■ 三井住友 DS アセットマネジメント株式会社 

 257-FY2023-01  

フィデューシャリー・デューティーおよびサステナビリティに関する取り組み 

【原則１】【原則７】 

当社は、2015 年に「フィデューシャリー・デューティー宣言」を、金融庁の制定した「顧客本位の業務運営原

則」に先立って発表し、運用責任の全うと自己革新の継続を約束しました。昨今では、ますます資産運用会社に

求められる社会的役割の高まりを感じるようになり、2020 年 8 月、「フィデューシャリー・デューティー宣言」に

ESG を含むサステナビリティの要素を加え、「FD・サステナビリティ原則」を制定しました。 

https://www.smd-am.co.jp/corporate/vision/fiduciary/ 

 257-FY2023-02  

国連責任投資原則（PRI）への署名 

【原則１】 

当社は、国連の責任投資原則（PRI）の趣旨に賛同し、署名しています。当社は PRI 署名機関として、ESG 評

価を中長期視点の企業分析の根幹として位置付け、非財務要素の分析に積極的に取り組みます。 

https://www.smd-am.co.jp/corporate/responsible_investment/esg/ 

 257-FY2023-03  

日本版スチュワードシップ・コードの受入れ 

【原則１】【原則７】 

当社は、2020 年 3 月に改訂された日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明しています。当社は責

任投資（スチュワードシップ活動および ESG 活動）への取組みを通じて、お客さま・最終受益者の皆さまに良質

な投資リターンをご提供するという受託者責任、ならびにインベストメント・チェーンの好循環に資することで日本

の資本市場の健全な発展と経済拡大に貢献し、責任ある機関投資家としての社会的使命を果たします。 

https://www.smd-am.co.jp/corporate/responsible_investment/stewardship/ 

 

投資先企業等とのエンゲージメントでは、グローバルな経営環境、産業界全体、特定業種、あるいは個別に抱

える課題を踏まえた適切な戦略・ビジョンの策定および実行、ならびに情報開示を促すエンゲージメントを行うこ

とで、価値向上もしくは毀損回避への貢献に努めます。 

議決権は、その具体的な行使方法によって、企業経営や REIT 運用にインパクトを与え、投資先企業や REIT

の投資法人等（以下「投資先企業等」の価値を変動させ得る重要な権利です。経営者等が株主（もしくは投資主）

利益を損なうことを防ぐよう、および経営者等が企業内や REIT 財産内の資源の有効活用を図り、最大の価値

を生み出す動機付けとなるよう議決権行使に努めます。当社で行使した全社全議案の賛否等は、議案分類ごと

の集計結果とともに、当社ホームページ上で公表しています。 

https://www.smd-am.co.jp/corporate/responsible_investment/voting/report/ 

 

なお、日本版スチュワードシップ・コードの遂行状況については、年に 1 回、自己評価を行い、当社ホームペー

ジで開示しています。 

 257-FY2023-04  

ESG 投資について 

【原則２】 

https://www.smd-am.co.jp/corporate/vision/fiduciary/
https://www.smd-am.co.jp/corporate/responsible_investment/esg/
https://www.smd-am.co.jp/corporate/responsible_investment/stewardship/
https://www.smd-am.co.jp/corporate/responsible_investment/voting/report/
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当社は、財務情報のみならず環境・社会・ガバナンス（ESG）を含む非財務情報の分析・評価に積極的に取り

組みます。中長期的な投資先企業等の価値向上もしくは毀損回避を洞察する上で重要な要素と考えるためで

す。さらに、これらを運用プロダクト毎の投資哲学や投資ホライズン等に応じて、運用プロセスに組み込み、投資

判断に際して重視します。 

また、投資先企業等とのエンゲージメントでは当社の視点を伝え、解決すべき ESG 課題を論点として共有し

た上で、より適切な行動を促します。対話内容は議決権の行使判断にも反映させます。 

当社は ESG を含む非財務情報の多面的な活用を通じ、お客さま・最終受益者の皆さまに良質な投資リターン

をご提供するという受託者責任を果たします。 

 257-FY2023-05  

機関投資家協働対話プログラムへの参加 

【原則５】 

当社は一般社団法人「機関投資家協働対話フォーラム」が主宰する「機関投資家協働対話プログラム」に参加

しております。他の機関投資家と協働して対話を行うこと（集団的エンゲージメント）が有益であると判断する場

合、同プログラムを活用いたします。 

https://www.iicef.jp/ 

 257-FY2023-06  

QOL（Quality of Life）への取組み 

【原則１】 

当社は、最高品質の運用パフォーマンスの提供、スチュワードシップ活動・ESG 活動等を含む責任投資に対

する積極的な取り組みを通じた健全な資産運用業に加え、当社自身が、働きやすい環境整備や人的資本経営推

進に関する取り組み、さらには様々な社会貢献活動を通して、社員や地域社会を含むすべてのステークホルダ

ーへの“Quality of Life に貢献する最高の資産運用会社”を目指します。 

https://www.smd-am.co.jp/corporate/qol/ 

 

当社の具体的な QOL に関する取り組みは、以下の通りです。 

 

＜働きやすい環境整備に関する取り組み＞ 

当社は「職場環境整備」、「健康経営」、「人権尊重」の取り組みを通し、働きやすい環境整備を推進してい

ます。 
 

「職場環境整備」 

フルフレックスタイム制度やテレワーク制度、配偶者転勤や留学等に係る休職制度、ボランティア休暇

制度、育児や介護・療養と仕事の両立のための休暇や時短勤務制度、年代別キャリア研修、選択式の研

修、マネジメント層のキャリア構築支援、副業制度、社内公募制度など、個々のライフスタイルに沿った柔

軟な働き方両立支援に取り組んでおります。育休取得は、男性社員にも積極的に推進しています。 

「健康経営」 

「健康経営宣言」を掲げ、禁煙プログラム、専門のカウンセラーによる社内カウンセリングを導入し、健

康に関する調査「健康経営優良法人 2023（大規模法人部門）」にも認定されています。社員の健康増進

に関する各種施策が評価され、前年に続き認定されました。 

「人権尊重」 

ハラスメント防止に向けた研修制度を毎年実施するとともに、当社の事業活動から直接または間接

的に影響を受けるすべての人の人権を尊重するために「人権方針」を定め、その取り組みを推進してい

ます。 

 

https://www.iicef.jp/
https://www.smd-am.co.jp/corporate/qol/


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

＜人的資本経営推進に関する取り組み＞ 

これまでにないスピードで変化する経営環境や、世界経済の不確実性の高まりに対処しながら 

長期にわたって質の高い資産運用サービスを提供するには、真のプロフェッショナルとして、高い 

当事者意識を持って日々の仕事に向き合うことができる人財が必要です。 

当社は、2023 年 10 月には人事部人財開発室を CEO 直轄の人財開発部として再編し、人財開発に 

取り組む体制を強化しました。さらに、同年 11 月には「人的資本経営の基本方針」を定め、今後の 

当社の人的資本経営の方向性を明確化しました。 

 

https://www.smd-

am.co.jp/corporate/vision/fiduciary/pdf/Human_Capital_Management_J.pdf 
 

＜社会貢献活動に関する取り組み＞ 

当社は、環境、社会、文化・コミュニティに貢献する取り組みを行っています。 

 

「環境問題解決のための取り組み」 

IT の活用による社内会議や決裁手続き等のペーパーレス化とあわせ、電子帳簿保存法に基づく経費

領収書のペーパーレス化や会社法に定められる取締役会議事録の電子署名、 法令に則した法定書面類

の電子化など、継続的に保存文書の電子化を進めています。紙資源の大幅削減とともに、オフィスの保管

スペース削減や業務の効率化、また、場所にとらわれない働き方の実現にも貢献しています。 

また、リユース活動として NPO 法人 洋服ポストネットワーク協議会が行う「洋服ポスト」を定期的に実

施し、再利用可能な衣類を社内で集め、集まった衣類の重量に応じて、社会をよくしようと活動する団体

に寄付しています。「洋服ポスト」で集めた衣類は、海外の古着マーケットで販売され、再び衣類として使

ってくれる人の手に届きます。2022 年 12 月には、ウクライナに防寒着を送る活動に賛同し、社内で衣類

を集めて提供しました。社員一人ひとりが消費者として「つかう責任」を意識することが、持続可能な社会

の実現への一歩となると考えています。 

「社会課題解決のための取り組み」 

幅広い世代を対象に金融リテラシー向上のための教育啓蒙活動に取り組んでいます。個人投資家向

けには正しい知識を身につけていただくための勉強会やセミナーを、小中高生向けには金融や経済に関

心を持ってもらうためにカードゲーム「エコノミカ」を用いた出張授業を行っています。「経済 TCG エコノ

ミカ」は、金融知力普及協会が企画し、当社が提供している遊びながら経済に慣れ親しむことができる対

戦型のカードゲームです。私たちのこうした活動が、“人生 100 年時代”といわれ個々人の資産形成が重

要とされるこの時代に、一人でも多くの方々の Quality of Life の向上に役立てばと考えています。 

「文化・コミュニティへの貢献」 

当社は、公益財団法人日本チャリティ協会が推進するパラアート（障がい者の芸術文化）事業を応援し

ています。2021 年度からパラアート TOKYO 国際交流展に協賛し、「三井住友 DS アセットマネジメント

賞」を授与した作品をサステナビリティレポートの表紙に使用しています。他にも、当社のカレンダーへの

パラアート作品の掲載、本社オフィスのギャラリーでのパラアート 15 作品を集めた作品展開催など、共生

社会の実現のために一人でも多くの方にパラアートに関心を持っていただく活動を行っています。 

 

 257-FY2023-07  

ESG に関するイニシアティブ等への署名、賛同 

【原則 1】【原則５】【原則７】 

責任ある投資家として、各種のグローバルイニシアティブに署名・賛同し、他の投資家等と協力して、投資先企

業等とのエンゲージメントを行っています。当社が参加する主要なイニシアティブは下記の通りです。 

 

https://www.smd-am.co.jp/corporate/vision/fiduciary/pdf/Human_Capital_Management_J.pdf
https://www.smd-am.co.jp/corporate/vision/fiduciary/pdf/Human_Capital_Management_J.pdf


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）および TCFD コンソーシアム 

当社では、気候変動が金融システムの安定性に対する脅威と成りうる可能性が高まってきていることか

ら、気候変動の情報開示および金融機関の対応をどのように行うべきかを検討するため、2019 年 12 月に

TCFD への賛同を表明しました。 

 

CA100+（Climate Action 100+） 

当社では、資産運用の立場から、温室効果ガス排出量の削減、気候変動リスク・機会のモニタリング、

TCFD に沿った環境情報開示の向上を要請するため、2020 年 2 月に CA100+へ参画しました。 

 

CDP 

当社では、環境に関する定量的な計測や管理、情報開示を促すことを目的に、2021 年 6 月に CDP へ

署名しました。また、1.5℃の温暖化シナリオに沿った科学的根拠に基づく排出量削減目標（SBT：

Science-based targets）の早期設定を求める CDP Science-Based Targets Campaign にも参

加しています。 

 

NZAMI（Net Zero Asset Managers Initiative） 

当社は、2050 年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロ実現を目指すグローバルな資産運用会社によ

るイニシアティブである NZAMI に 2022 年 3 月に加盟しました。 

 

Advance 

当社では、欧米を中心とする人権デューデリジェンス法制化の動きなど「ビジネスと人権」への関心の高

まりを踏まえて、人権およびその他の社会課題の解決を目指す機関投資家による協働イニシアティブであ

る Advance に 2022 年 12 月に参画しました。 

 257-FY2023-08  

TCFD に基づく情報開示 

【原則 1】【原則７】 

当社は 2019 年 12 月に賛同表明した TCFD の趣旨に則り、TCFD に基づく情報開示を当社のホームペー

ジおよび「サステナビリティレポート 202２―２０２３」において公表しました。 

足元の取り組みとして当社は 2022 年 3 月に GHG 排出ネットゼロ社会を目指す資産運用会社のイニシアテ

ィブである NZAMI に加盟し、2023 年 3 月に 2030 年時点の中間目標を設定・開示しています。設定した中

間目標について進捗状況をモニタリングするとともに、AUM のカバレッジの拡大に努めています。 

資産運用業務においては、2022 年度に国内外で約 600 件の気候変動を含む環境をテーマとする当社単独

エンゲージメントを実施しました。優れた開示事例をもとにした質の高い情報開示の働きかけなどの対話を行い

ました。また、CDP による協働エンゲージメントに参加し、日本企業に対して CDP スコア取得を主導的に働きか

けています。 

 

一方、クリーンエネルギーの普及に向けた活動にも力を入れています。当社は一般社団法人水素バリューチェ

ーン推進協議会（JH2A）と協業し、日本における水素の普及を金融面から推進することを目的とした投資ファン

ドの設立準備を進めています。水素は使用時に CO2 を排出しないエネルギーとして世界で注目されており、欧

州では既に水素分野に特化した投資ファンドが設立され、水素プロジェクトへの投資が活発化しています。日本

においても 2023 年 6 月に水素基本戦略が改定されました。今後、水素社会の実現に向けた取組みが加速化

し、水素分野への資金ニーズは一層増加することが想定されます。私たちは本ファンドの設立を通じて、2050

年のカーボンニュートラルの実現に向けた鍵となる水素に対し、「つくり」「はこび」「ためて」「つかう」それぞれの

局面において必要な資金供給を行うことにより、日本における水素社会の実現に貢献したいと考えています。 

その他、気候変動に係るリスクに対してタイムリーに対応できるよう、サステナビリティ関連業務の円滑な執行

を目的としたサステナビリティ推進部会を毎月開催しています。 



運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

 257-FY2023-09  

マテリアリティに関する取り組み 

【原則 1】【原則７】 

当社は 2020 年 11 月に「当社の ESG 重点テーマ」を公表しましたが、これを発展させ、重要な経営課題とし

て「マテリアリティ」を特定しました。当社におけるマテリアリティは、資産運用業の特性を考慮して「資産運用業

務におけるマテリアリティ」と「事業会社としてのマテリアリティ」に区分し、それぞれ「環境問題：生命の安全」、「社

会課題：生活の質の向上」、「ガバナンス」の３つの分野において多々あるなかから重要度の高い課題を特定しま

した。 

 

https://www.smd-am.co.jp/corporate/vision/fiduciary/01/ 

 

https://www.smd-am.co.jp/corporate/vision/fiduciary/01/


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

■ 株式会社福岡リアルティ 

 270-FY2023-01  

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）気候変動シナリオ分析における開示 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則７】 

2022 年 9 月 TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への賛同を表明するとともに、国内賛同

企業による組織である「TCFD コンソーシアム」へ加入しました。また、気候変動に関するリスクと機会への対

応、及び気候関連課題への事業・戦略のレジリエンス（強靭性・回復力）に係る取り組み方針を定めるために、

2022 年 9 月に「気候変動・レジリエンスポリシー」を策定しました。2022 年 10 月には、気候変動シナリオ分

析における定性分析の開示を行いました。 

 

主な取り組みはこちら → https://www.fukuoka-reit.jp/ja/about/sustainability.html 

 270-FY2023-02  

統合報告書発行の取り組み 

【原則 1】【原則２】【原則７】 

J-REIT 初となる「統合報告書 2019」を 2020 年 1 月に発行し、年 1 回の発行を継続しています。福岡リー

ト投資法人の財務・非財務情報を統合し、持続的な成長への取り組みや中長期的な企業価値創造についてまと

めています。本投資法人の価値創造モデルを分かりやすく伝えることを目的に、マテリアリティ、リスク・機会、成

長戦略等について記載しています。統合報告書の作成にあたっては、国際統合報告評議会（IIRC）及び経済産

業省「価値協創ガイダンス」を参照しています。（「統合報告書 2023」は 2023 年 12 月発行予定） 

 

統合報告書はこちら → https://www.fukuoka-reit.jp/ja/ir/index.html 

 270-FY2023-03  

GRESB への参加 

【原則 1】【原則７】 

本投資法人は、GRESB へ 2018 年より 6 年連続参加しており、2023 年 GRESB リアルエステイト評価に

おいては、3 年連続で「4 スター」及び 6 年連続で「グリーンスター」を取得しています。また開示評価において

は、2 年連続で最高位の「A レベル」を取得しています。今後も継続して、環境負荷の低減と地域社会への貢献

等サステナビリティへの取り組みを推進していきます。 

 

GRESB の概要、主な取り組みはこちら → https://www.fukuoka-reit.jp/ja/about/esg.html 

 270-FY2023-04  

マテリアリティ（重要課題）の特定、KPI・目標の設定 

【原則 1】【原則２】【原則７】 

株式会社福岡リアルティは、ステークホルダーの皆様からの要請・期待や本投資法人の事業への影響度・重要

度などを踏まえ、サステナビリティへの取り組みにあたってのマテリアリティ（重要課題）の特定を行いました。ま

た、2022 年 4 月にはマテリアリティ毎に、KPI と目標を設定し、本取り組みをステークホルダーと協働して推進

することで、社会課題の解決に貢献するとともに、本投資法人の持続的な成長を目指します。 

 

マテリアリティはこちら → https://www.fukuoka-reit.jp/ja/about/sustainability.html  

https://www.fukuoka-reit.jp/ja/about/sustainability.html
https://www.fukuoka-reit.jp/ja/ir/index.html
https://www.fukuoka-reit.jp/ja/about/esg.html
https://www.fukuoka-reit.jp/ja/about/sustainability.html


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

 270-FY2023-05  

グリーンファイナンスの実施 

【原則 1】【原則２】【原則６】【原則７】 

本投資法人では、ESG 活動の更なる推進を図るとともに、資金調達手段の拡充を目指すため、グリーンファ

イナンスフレームワークを 2019 年 6 月に策定しました。2022 年 8 月には J-REIT 初となるサステナビリテ

ィ・リンク・ローンによるリファイナンス（49 億円）を行いました。2022 年 8 月以降、リファイナンス 55 億円、新

規ファイナンス 124 億円（※）の合計 179 億円をグリーンローンで調達しています。 

（（※）うち、55 億円は 2023 年 10 月 31 日実行予定） 

 

詳細はこちら → https://www.fukuoka-reit.jp/ja/about/greenfinance.html  

 270-FY2023-06  

グリーンビル認証の取得 

【原則 1】【原則２】【原則６】【原則７】 

本投資法人は、環境・社会への配慮に優れた不動産について、日本政策投資銀行が認証する「DBJ Green 

Building 認証」を保有する 13 物件で取得しています（2023 年 9 月現在の全保有物件におけるグリーンビ

ル認証の取得率は 80.3%です）。また、CASBEE-不動産で評価された建築物について、第三者機関が評価

する制度「CASBEE 不動産評価認証」において、2023 年 2 月保有 2 物件が「A ランク」を取得しました。「非

住宅建築物に係る省エネルギー性能のための評価ガイドライン（2013）」に基づいた第三者機関の非住宅建築

物省エネルギー性能評価である「BELS 評価」を保有する 5 物件で取得しています。 

 

詳細はこちら → https://www.fukuoka-reit.jp/ja/about/esg.html  

 270-FY2023-07  

「顧客本位の業務運営を実現するための基本方針」の公表と取組状況の報告 

【原則 1】【原則２】【原則７】 

株式会社福岡リアルティは、2017 年 3 月 30 日に金融庁が公表した「顧客本位の業務運営に関する原則」

に掲げられた７つの原則を全て採択しています。上場リートの資産運用会社として、投資主の皆様の資産運用ニ

ーズにお応えできるよう、常に質の高いサービスを提供すること、また、情報力とノウハウを活かし、投資主の皆

様の利益最大化に向けて努力しています。また、毎年顧客本位の業務運営を実現するための取り組みをウェブ

サイトで公開しています。 

 

詳細はこちら → https://www.fukuoka-realty.jp/fiduciaryduty/index.html  

 

https://www.fukuoka-reit.jp/ja/about/greenfinance.html
https://www.fukuoka-reit.jp/ja/about/esg.html
https://www.fukuoka-realty.jp/fiduciaryduty/index.html


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

■ オリックス・アセットマネジメント株式会社 

 276-FY2023-01  

ＥＳＧ課題への取組方針の改定および2050年ネットゼロに向けたSBT認定と移行ロードマップ策定、それに

沿ったエネルギー・温室効果ガス削減指針改定 

【原則 1】 

当社は上場 J-REITであるオリックス不動産投資法人（OJR）の資産運用を行っており、OJR とともに ESG課題

の認識と課題への取組を継続的かつ組織的に推進するため、以下の通り適宜対応しています。 

 

① 「ESG方針」の制定（2023年3月改定） 

② 「サステナビリティ委員会」の設置（原則、年4回以上開催） 

③ 「エネルギー・温室効果ガス削減指針」（2023年9月改定）、「資源・廃棄物管理指針」「ESG調達指針」の改

定（2021年9月）、「ESG投資・運用指針」の制定（2021年9月制定） 

④ SDGsに関連した「マテリアリティ」の特定 

 

ESG方針等の詳細はESGレポートの６pおよび６０p～63pをご覧ください（202３年ESGレポート）。 

https://www.orixjreit.com/file/esgreport-

acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf 

 

なお、OJRでは2023年8月9日に開催したステークホルダーミーティングでの各ステークホルダーの意見を踏

まえ、1.5度シナリオに沿った2050年ネットゼロ目標に向けた移行ロードマップを策定しました。 

 

 

（※）2023年OJR ESG レポート 15p～21pをご参照ください。 

https://www.orixjreit.com/file/esgreport-

acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf 

 

前述の移行ロードマップに沿って③ 「エネルギー・温室効果ガス削減指針」を改定し、その中で OJRの KPI も以

下の通り改定いたしました。 

 

 

https://www.orixjreit.com/file/esgreport-acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf
https://www.orixjreit.com/file/esgreport-acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf
https://www.orixjreit.com/file/esgreport-acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf
https://www.orixjreit.com/file/esgreport-acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf
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上記KPIの達成状況は以下の通りです。 

 

 

 276-FY2023-02  

ESＧに関する積極的な情報開示 

【原則５】【原則７】 

当社およびOJRの ESGに対する考え方や取組を、投資主をはじめとするステークホルダーの皆様に対してご報

告することを目的として、ESGに関する積極的な情報開示を推進しています。 

HP上での ESGへの取組の紹介や、ESGに関する考え方や取組を冊子に取りまとめた ESG レポートの発行を

しています。また、IR活動を通じて当社のESGへの考え方を投資家へ直接伝える機会を設けています。 

さらに、各ステークホルダーの皆様から OJR の ESG 経営に対してご意見をいただく「ステークホルダーミーティ

ング」を毎年開催し、そのディスカ ッション内容をESGレポート 1 5p～21pに掲載しています。 

 

【特徴】 

ESG レポートは 2023年 10月に 2023年版（日本語版・英語版を発行。GRIスタンダードの中核オプションに

準拠しています 。 

https://www.orixjreit.com/file/esgreport-

acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf 

https://www.orixjreit.com/file/esgreport-acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf
https://www.orixjreit.com/file/esgreport-acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf
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 276-FY2023-03  

オリックス不動産投資法人（ＯＪＲ）のサステナブルファイナンス指針の策定とサステナブルファイナンスの実行に

ついて 

【原則 1】【原則５】【原則６】 

オリックス・アセットマネジメント株式会社（OAM）は、ESG 方針にて規定する「ステークホルダーとの協働」への対

応として、金融機関等と協働してサステナブルな資金調達を推進すべく、2023年 9月に「サステナブルファイナンス

指針」を制定しました。この指針の中でサステナブルファイナンスによる調達比率を2027年３月末までに３０％以上、

2030年３月末までに５０％以上と定めました。 

今年 9月 20日には「サステナビリティ・リンク・ファイナンスフレームワーク」に基づき、サステナビリティ・リンク・ロ

ーン20億円を実行しました。「サステナビリティ・リンク・ファイナンスフレームワーク」では、前述のKPIに沿ったサス

テナビリティパフォーマンスターゲット（SBT）として、以下の3つを設定しています。 

 

① SBTの「ニアターム目標」に沿って、2021年比CO2排出量を2024年までに 14％削減を達成 

② 2025年から2029年の各年度は、2024年の目標値（2021年比14％削減）から2030年の目標値（2021

年比４２％削減）の間を均等に削減 

③ SBTの「ニアターム目標」に沿って、2021年比CO2排出量を2030年に４２％削減を達成 

 

上記目標の達成状況に応じて、金融機関からサステナビリティ・リンク・ローンの金利等の融資条件を連動させ、借

入人である OJR の目標達成に向けた動機付けを促進し、環境・社会の面から持続可能な事業活動および成長を支

援することを目指しています。 

 

なお、OJRは以下の通り、物件の新規取得・改修に紐づける形でこれまで３回グリーンボンドを発行してきました。 

 

 

続いて、OJR コーポレート単位でのポジティブ・インパクト創出を目指し、202２年３月に、国連環境計画・金融イニ

シアティブ（以下「UNEP FI」）が提唱したポジティブ・インパクト金融原則及び同原則モデル・フレームワーク（資金使

途を限定しない事業会社向けの投融資フレームワーク及び不動産投資フレームワーク）に即した「ポジティブ・インパ

クト・ファイナンス」の取組としての資金の借入を実施しました。その後2023年５月までに累計４件のポジティブ・イン

パクト・ファイナンスの借入を実施しています。 

ポジティブ・インパクト・ファイナンスは、サステナブルファイナンスの一種で、企業活動が環境・社会・経済に及ぼす 

インパクト（ポジティブな影響とネガティブな影響）を包括的に分析・評価し、当該活動の継続的な支援を目的とした融

資です。企業の活動、製品、サービスによる SDGs 達成への貢献度合いを評価指標として活用し、開示情報に基づ

きモニタリングを行い、エンゲージメントを通じて活動を支援していくことが最大の特徴です。 

また、J リートで初めてポジティブ・インパクト・ファイナンスの資金調達を行う等、取組の新規性・波及性が高く評価

され、2023 年２月に環境省主催の第４回「ESG ファイナンス・アワード・ジャパン」の資金調達者部門において「環境
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大臣賞（銀賞）」を受賞しました。 

 

 

 276-FY2023-04  

オリックス不動産投資法人（ＯＪＲ）保有不動産のグリーンビルディング認証、省エネ認証等の取得推進 

【原則 1】【原則５】 

保有物件の環境性能の客観性・パフォーマンスの可視化をはかるため、OJR では積極的にグリーンビルディング

認証、省エネ認証の取得を推進しています。 

また、2020 年 10 月には建物利用者の健康性、快適性の維持・増進を支援する建物の仕様、性能、取組を評価す

る「CASBEEウェルネスオフィス認証」をOJRが保有する「ラウンドクロス六本木」にて取得しました。 

さらに２０２２年２月にはBELS ZEB Oriented 評価認証をOJRが保有する「ルナール仙台」にて取得しました。

ZEB とは、快適な室内環境を維持しながら、建物で消費する年間のエネルギーの収支をゼロにすることを目指した

建物のことで、本物件は BELS の ZEB 認証制度で、ZEB Oriented 認証取得で４０％以上の一次エネルギー消

費削減を行っていることが認められました。 

加えて 2023年２月にはWELL Health Safety Rating(WELL健康安全性評価)を浜松アクトタワーで取得し

ました。WELL Health Safety Rating とは、新型コロナウイルスによるパンデミック等に対応するため、新しく公

開された認証で、清掃・消毒手順や空気質・水質の管理といった評価項目に分かれており、従業員や施設利用者の健

康や安全性に配慮した物件が運営・管理されていることを、第三者による審査に基づき、グローバル基準で評価する

ものです。 

 

【特徴】 

20２３年３月３1日時点でのグリーンビル認証取得物件床面積カバー率は８４％。 

詳細はESG レポートの２６pをご覧ください。 

https://www.orixjreit.com/file/esgreport-

acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf 

 276-FY2023-05  

再生可能エネルギーの導入 

【原則 1】【原則５】 

2030年にOJRの電力使用量の50%を再生可能エネルギー由来とする目標（対象はスコープ２、スコープ３の管

理権原を有する部分）を2023年９月に設定しました。 

 

また、OJRが保有する「岩槻ロジスティックスセンター」にてCO2削減による気候変動対策推進を一層推進する目

的とした太陽光パネルを通じた再生可能エネルギーの発電を行っています。 

 

【特徴】 

2020年2月末日にて当該物件に太陽光パネル693枚設置。２０２２年度は 213,733 kWhの発電量となり、当

https://www.orixjreit.com/file/esgreport-acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf
https://www.orixjreit.com/file/esgreport-acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf
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該物件の年間実績需要電力量の約 1７％の電力を太陽光発電でカバーしました 。 

太陽光発電用遠隔監視システムを利用し発電状況を遠隔にて日常的にモニタリングしており、常にリアルタイムで

実績管理を行うことで、効率的な発電管理を実施しています。 

その他にも実質再生可能エネルギー由来電力の導入を推進しており、OJR 保有の 8 物件において使用する電力

の全量をCO２排出係数がゼロとなる再生可能エネルギー由来の電力へ切り替えを実施しました。CO２排出量削減に

加え、ESGへの関心が高いテナントへの訴求も視野に入れた取り組みです。 

さらには、OJR保有のオフィス物件の LED化（共用部・テナント専有部とも）を推進しています。LED導入により、

省電力化を実現でき、その結果 CO2削減が可能になっています。今後オフィスにおける共用部・テナント専有部とも 

LED設置率 100％を目指していきます。 

 276-FY2023-06  

TCFDシナリオ分析の実施 

【原則７】 

2020 年９月に環境省による「令和２年度 TCFD に沿った気候リスク・機会のシナリオ分析支援事業」の対象企業

に選定され、2020年 10月から 12月にかけて、デロイトトーマツコンサルティング合同会社の支援のもと、シナリオ

分析を実施しました。２０２１年４月にその結果を公表しましたが、2022 年 9 月に第２回目のシナリオ分析を実施し、

前回2021年４月の分析を深堀した内容の分析結果を公表しました。 その中で定量分析も開示しております。 

 

 

また、上記に加えて、1.5 度シナリオに整合性を取って 2050 年ネットゼロを目指していくにはどうしたらよいの

か、目標削減経路の CRREM 分析を以下の通り行いました。パスウェイ逸脱への対応としては、再エネ導入時期の

前倒し、省エネ改修等の強化等が考えられる。またガス燃料、地域冷暖房由来の GHG は、各業界とも 2050 年カ

ーボンニュートラルを掲げており、将来的にはその部分で原単位の低減が進むことが想定されます。 

これらの主体的な施策と外的な要因とを組み合わせて 2050年ネットゼロを目指すことになります。 
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詳細は202３年ESGレポートの６８～７１ｐをご覧ください。 

https://www.orixjreit.com/file/esgreport-

acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf 

 

【特徴】 

シナリオ分析作業は各部署から担当者を選任し、全社的なプロジェクトとして実施。役職員の意識向上に寄与。 

 

https://www.orixjreit.com/file/esgreport-acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf
https://www.orixjreit.com/file/esgreport-acf6ae56b98ae904a48819dcb9274862d39514a3.pdf


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

■ 野村不動産投資顧問株式会社 

 284-FY2023-01  

ESG 課題に対する取り組み方針の制定、イニシアティブへの署名 

【原則 1】【原則 4】【原則７】 

当社は、中長期的な投資主価値の向上を図るためには、環境（Environment）・社会（Society）・ガバナンス

（Governance）への配慮が不可欠であると認識し、野村不動産グループの CSR 経営の理念に基づき、「サステナ

ビリティ方針」を制定しています。また、以下のイニシアティブへの署名および参加を行っています。 

 

・ 「責任投資原則（PRI）」への署名 

・ 「国連環境計画金融イニシアティブ、（UNEP FI)」への署名 ※2022 年 1 月より PRI メンバーシップへ統合 

・ 「気候変動イニシアチブ（JCI）」への参加 

・ 「TCFD」提言への賛同 

・ 「国連グローバル・コンパクト（UN GC）」への署名（野村不動産グループ） 

・ 「Net Zero Asset Managers initiative」への署名 

 

【特徴】 

サステナビリティ方針に基づく取り組みを継続的かつ組織的に推進するために、以下の体制を整備しています。 

 

・ 取締役会：サステナビリティ方針、サステナビリティ推進規程等の社内規程の制定および改定 

・ 投資委員会：運用するファンドのサステナビリティ目標や施策の決定 

・ サステナビリティ推進会議：運用するファンドのサステナビリティ目標や施策案の策定および施策実施状況のモ

ニタリング 

 284-FY2023-02  

GRESB（グローバル不動産サステナビリティ・ベンチマーク）への参加 

【原則 1】【原則４】【原則７】 

■ GRESB リアルエステイト評価（2023）  

当社が運用する野村不動産マスターファンド投資法人および野村不動産プライベート投資法人は、2023 年評価

において、環境配慮やサステナビリティ課題に関して「マネジメント・コンポーネント」および「パフォーマンス・コンポー

ネント」の両側面で優れた取り組みを実践している参加者に与えられる「Green Star」を取得しました。 

また、総合スコアの順位により 5 段階で評価される GRESB レーティングとしては、野村不動産マスターファンド

投資法人では「4 Star」、野村不動産プライベート投資法人では「5 Star」を取得しました。 

さらに、野村不動産マスターファンド投資法人においては、環境配慮やサステナビリティの取組みに関する情報開

示が優れていることが評価され、2017 年より導入された GRESB 開示評価においても、5 段階のうち最高水準とな

る「A」の評価を 7 年連続で取得しています。 

 

【特徴】 

当社は、投資運用業において高まる ESG の重要性に対し運用会社として応えていく必要性に鑑み、国際的なイニ

シアティブのメンバー企業となり、ESG 先進企業とのネットワーク、情報共有、日本における事例の紹介等の活動に

参加することを通じて、サステナビリティ向上に取り組んでいます。 

 284-FY2023-03  

野村不動産マスターファンド投資法人の環境への取り組み 
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【原則２】【原則 6】 

当社が運用する野村不動産マスターファンド投資法人は、保有物件において、以下の環境への取り組みを実施し

ています。 

 

■ 気候変動に関する取り組み 

・ 屋上を利用し、太陽光発電パネルによる再生可能エネルギーの生成に貢献しています。 

（Landport 浦安等、合計 12 物件、年開発電量約 1４百万 kwh） 

・ 照明の LED 化を行い、エネルギー使用量の削減に取り組んでいます。（新宿野村ビル他） 

・ 空調設備の更新を行い、エネルギー使用量の削減に取り組んでいます。（NMF 芝公園ビル他） 

・ 二重サッシの設置を行い、空調機とのバランスも検証しながらエネルギー使用量の削減に取り組んでい 

ます。（札幌ノーズプラザ、野村不動産四ツ橋ビル他） 

・ 省エネルギー診断を行うことで、エネルギー量削減余地の検討を行い、運用に役立てています。（ Landport

柏沼南 I 他） 

・ テナントとの問で締結する標準的な賃貸契約書に下記グリーンリース条項等を盛り込み、テナントと環境負荷

の低減のために協力する取組みを進めています。 

① 環境認証取得のための環境パフォーマンス向上に対する協働（節電、節水、廃棄物削減） 

② エネルギー消費量等のデータ提供、および目標値の共有 

・ 貸室内に専用のタブレットを設置し、電気使用量の見える化に取り組むことで、テナント企業のエコ意識向上

を促しています。（一部のオフィスビル） 

・ 新電力会社（PPS）を含む幅広い電力供給会社の中から、コストや安定供給面といった観点に加え、電源構成

等に起因する CO2排出係数の観点を含めて電力会社の選定と見直しを行っています。 

・ 消費電力の一部で環境負荷の低いバイオマス発電による電力を利用しています。（PMO 芝公園他） 

・ 屋上緑化や、リニューアルに伴う植栽の施工等、施設の緑化を積極的に行っています。（野村不動産四ツ橋ビ

ル他） 

・ 台風やゲリラ豪雨時の浸水対策として、防水板を設置し、施設内への海水・雨水の侵入防止策を行っていま

す。（野村不動産天王洲ビル他） 

・ 雪害対策として、北海道札幌市に所在する保有物件の敷地には保有物件のロードヒーティンゲを設置してい

ます。また、雪庇落下による事故防止のため、屋上に雪庇防止策を実施しています。 

 

■ 水資源に関する取り組み 

・ トイレの衛生器具を節水型へ更新することで、使用水量削減に取り組んでいます。 

・ 雨水をタンクに溜めて散水に利用する「スマート潅水設備の設置」により、使用する水道水量削減に取り組ん

でいます。 

・ トイレ設備の節水化や雨水、井水の利用を通じて節水に取り組んでいます。 

 

■ 廃棄物の削減 

・ テナントと協働し生ごみ処理機を設置し、廃棄物量の削減に努めています。（一部の物件） 

 

■ 汚染防止 

・ 物件取得時において、対象土地にかかる環境リスク要因等を考慮し意思決定を行っています。原則として、建

物状況調査報告書（エンジニアリング・レポート）において、有害物質の使用状況、管理状態に関する問題が指

摘されていないこと等の基準を満たす物件のみを投資対象としています。 
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【特徴】 

野村不動産マスターファンド投資法人は、以下の方針・目標を掲げ、上述の取り組みを推進しています。 

・ 投資ポートフォリオのグリーン化：保有物件のグリーン認証取得割合を 2030 年度までに 70 %まで向上さ

せることを目指します。 

・ 気候変動への対応：2050 年度までに温室効果ガス（GHG）排出ネットゼロを目指します。また、2030 年度

までに温室効果ガス（GHG）排出量を 80％削減（2019 年度基準）を目指します。 
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野村不動産マスターファンド投資法人の社会への取り組み 

【原則３】【原則 5】 

当社が運用する野村不動産マスターファンド投資法人は、以下の社会への取り組みを実施しています。 

 

■ テナントの安心安全の確保／快適性向上 

・ 新宿野村ビルでイノベーティブスペース「NEON（ネオン）」を開設しています。昨今の働き方改革などの社会

的ニーズを受けて、オフィスワー力一 一人ひとりに寄り添い、その活躍や成長を引き出す新しいオフィスでの

過ごし方を提案し、さらには、オフィスワー力ーの成長と活躍を後押しすることで、入居企業だけでなく街や社

会の発展に貢献するようなオフィスサービスの提供に取り組んでいます。 

・ テナント、入居者及び利用者の皆さまにご要望やご意見を伺うべく、顧客満足度調査を実施しています。 

調査結果については、プロパティマネージャー、建物管理会社、ディベロッパー等と共有し、建物仕様、設備及

びサービスの向上に繋げています。 

 

■ 地域社会貢献への取り組み 

・ 各種イベントを実施し、テナントや地域の方とのコミュニケーション活性化に取り組んでいます。 

（新宿野村ビル他） 

 

■ 健康と福祉への取組み 

・ 保育所や医療機関を保有物件ヘテナントとして誘致することで、地域住民やワーカーの子育て支援や、健康と

福祉に貢献しています。 

 

■ 災害等からの復旧力（レジリエンス）への取り組み 

・ 新宿野村ビルは、長周期地震動対策工事を実施することにより最先端の超高層ビルに匹敵する耐震性能を備

えています。また、全フロアに設置した地震計から建物の変位を細やかに解析し、リアルタイムに安全状態の

モニタリングが可能な「揺れモニ」を導入する等、災害・BCP 対策の推進に取り組んでいます。 

・ 地震発生後、一定レベル以上の地震について国立研究開発法人「防災科学技術研究所」の震度情報を基に、

250m メッシュで保有物件・エリア毎の震度を推定し、建物の被害推定情報をメール受信、個別物件状況を

早期に把握することで、迅速な初動対応を可能としています。 

・ 行政機関などから収集した降水情報、標高データや排水能力情報等と、物件の位置情報（緯度経度）をもとに

物件ごとの内水氾濫の発生を予測し、メール配信。氾濫に先立ち対策を講じやすくすることで、内水氾濫発生

による被害を低減させることを目指しています。 

 

【特徴】 

野村不動産マスターファンド投資法人は、以下の方針・目標を掲げ、上述の取り組みを推進しています。 

・ テナントの安心・安全の確保／快適性の向上：社会的ニーズの多様化に対応したリニューアル工事の実施とテ
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ナント支援サービスの拡充を通じたテナント満足度の向上を目指します。 
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ウェブサイトにおける情報開示の充実 

【原則７】 

当社および当社が運用する野村不動産マスターファンド投資法人及び野村不動産プライベート投資法人は、各々

のウェブサイトにおいてサステナビリティに関する情報開示を行っています。 

 

■ 当社のウェブサイト 

http://www.nre-am.co.jp/sustainability/ 

 

■ 野村不動産マスターファンド投資法人のウェブサイト 

https://www.nre-mf.co.jp/ja/esg/index.html 

※ ESG Annual Report 

https://www.nre-mf.co.jp/ja/esg/esg_framework.html 

 

■ 野村不動産プライベート投資法人のウェブサイト 

https://www.nre-pr.co.jp/sustainability/initiatives.html 

 

【特徴】 

野村不動産マスターファンド投資法人は、事業やパフォーマンスへのインパクトと、ステークホルダーからの期待・

関心等を踏まえながら議論を重ね、特に重要性の高い ESG 課題（マテリアリティ）を設定し、ウェブサイトにおいて情

報開示を行っています。また、国際的な ESG 開示のガイドラインである GRI スタンダードや SASB スタンダードに

基づき、情報開示を拡充しています。 

なお、ステークホルダーの皆様に、野村不動産マスターファンド投資法人の ESG 活動へのご理解を深めていただ

くために、年に一度「ESG Annual Report」を発行しています。 

野村不動産プライベート投資法人は、事業やパフォーマンスへのインパクトと、ステークホルダーからの期待・関心

等を踏まえながら議論を重ね、①カーボンネットゼロ、②「5 missions for the SDGs （SDGs 達成のための 5 つ

の使命）」、②GRESB 評価の取得の目標を掲げ、ウェブサイトにおいて情報開示を行っています。 
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野村不動産マスターファンド投資法人の環境認証取得 

【原則２】【原則 6】【原則 7】 

当社が運用する野村不動産マスターファンド投資法人が保有する物件では、以下の環境認証を取得しています。 

 

■ 環境認証取得 

・ 合計 7９物件、延床面積約 1,399 千 m2（ポートフオリオ全体に占める比率 58%） 

（DBJ Green Building 認証：合計 69 物件、延床面積約 1,282 千 m2） 

（BELS 評価：合計 33 物件、延床面積約 672 千 m2） 

※202３年 10 月末時点の数値を記載しています。 

※底地物件を除く保有物件を元に、該当物件の持分割合を乗じた面積、もしくは専有部分の面積を元

に算出しています。 

 

【特徴】 

http://www.nre-am.co.jp/sustainability/
https://www.nre-mf.co.jp/ja/esg/index-top.html
https://www.nre-mf.co.jp/ja/esg/index-top.html
https://www.nre-mf.co.jp/asset/img/ja/esg/ESG-Report_ja.pdf
https://www.nre-mf.co.jp/asset/img/ja/esg/ESG-Report_ja.pdf
https://www.nre-pr.co.jp/sustainability/initiatives.html
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野村不動産マスターファンド投資法人は、保有物件のグリーン認証（★３相当以上）取得割合を 2030 年度までに

70 %へ向上（延床面積ベース）させることを目標にしています。 

※グリーン認証（★３相当以上）とは、DBJ Green Building 認証 3★以上又は BELS 認証 3★以上又は

CASBEE 不動産 B+以上のいずれかの認証を指します。 
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グリーンボンドの発行、グリーンローンによる借入 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則 5】 

野村不動産マスターファンド投資法人は、持続的社会の実現に向けた様々な ESG 活動を推進する一環として、グ

リーンファイナンス・フレームワークを策定（「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価

「Green1(F)」を取得）し、2019 年 9 月 20 日には本投資法人初となるグリーンボンド（発行額：30 億円、利率：

0.53％、年限：10 年）を発行しました。2020 年 8 月 14 日に、第二回目のグリーンボンド（発行額：70 億円、利率：

0.54％、年限：10 年）を発行しました。また、2022 年 8 月 26 日には本投資法人初となるグリーンローンによる借

入（借入額：25 億円、利率：0.78%、年借入期間：8 年 6 ヵ月）を行いました。2023 年 8 月 24 日に、第二回目のグ

リーンローンによる借入（借入額：10億円、利率：１.１２%、年借入期間：９年）（借入額：5億円、利率：１.4２%、年借入期

間：10 年）を行いました。 

 

【特徴】 

グリーンファイナンス・フレームワーク 

（1）調達資金の使途 

グリーンファイナンスにより調達した資金を、以下の項目に該当する資金に充当します。 

・ グリーン適格資産（※）の取得資金 

・ グリーン適格資産の取得に要した借入金の借換資金 

・ グリーン適格資産の取得に要した発行済の投資法人債の償還資金 

（※）下記に記載する「 (2)適格クライテリア」を満たす既存又は新規の特定資産をいいます。以下同

じです。 

 

（2）適格クライテリアについて 

以下のいずれかの有効な a.～c.の認証又は再認証を、グリーンファイナンスによる資金調達日から過去 36 

ヶ月以内に取得済み、又は今後取得予定である資産をいいます。 

a. DBJ Green Building 認証における 3 つ星、4 つ星、もしくは 5 つ星 

b. BELS 評価における 3 つ星、4 つ星、もしくは 5 つ星 

c. CASBEE 不動産評価認証における B+、A、もしくは S ランク 

 

（3）プロジェクトの評価・選定のプロセス 

適格クライテリアは、資産運用会社のサステナビリティ推進会議にて策定され、投資委員会にて決定されてい

ます。 

グリーンファイナンスにより調達した資金の使途対象となるグリーン適格資産は、適格クライテリアに基づき評

価・抽出し、資産運用会社の決裁権限規程に基づき決裁を経て選定されます。 

 

（4）調達資金の管理 

グリーン適格資産の帳簿価額の総額に、グリーンファイナンスによる資金調達時において算出可能な直近期

末時点における総資産 LTV（Loan to Value/総資産有利子負債比率）を乗じて算出された負債額（以下「グリ

ーン適格負債額」といいます。）をグリーンファイナンスの残高の上限とします。 

グリーンファイナンスの残高が、グリーン適格負債額を超過しないよう管理します。 
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また、グリーンファイナンスの残高が存在する限り、ポートフォリオ単位で充当済み資金を内部で追跡・管理し

ます。 

 

（5）レポーティング 

a. 資金充当状況レポーティング 

b. インパクト・レポーティング 

グリーンファイナンスの残高が残存する限り、各年の 2 月末時点における以下の指標を公表します。 

・ グリーン適格資産の物件数 

・ 取得した各グリーン認証のレベル 

・ グリーン適格資産（但し本投資法人が管理権限を有する物件又は部分を対象とする）の温室効果ガス 

（GHG）の排出量、エネルギー使用量、水使用量 

 

グリーンボンドの発行及びグリーンローンによる借入は、野村不動産マスターファンド投資法人の投資家層の更な

る拡充及び安定的な資金調達手段の確保を通じて、ESG に配慮した投資運用をさらに推進することを企図したもの

です。 

 284-FY2023-08  

野村不動産マスターファンド投資法人のエコアクション２１認証・登録 

【原則 1】【原則 6】【原則 7】 

エコアクション２１は、環境省が環境マネジメントシステムの一環として策定した「エコアクション２１ガイドライン」に

基づき、環境経営を推進する事業者を、第三者により認証・登録する制度です。野村不動産マスターファンド投資法

人は、J-REIT として初めて、本制度の認証・登録を受けました。 

 

【特徴】 

REIT（不動産投資信託）ビジネスは、所有者（投資法人等）がアセットマネジメント業務（AM業務）、プロパティマネ

ジメント業務（PM 会社）、ビルマネジメント業務（BM 会社）といった業務を委託し、他にも様々な関係会社が多数関

わり組成されるビジネスです。エコアクション２１は、通常、自らが入居し使用している 1 つの建物における環境負荷

削減の取組を対象としますが、本取組みは、投資法人を対象としたポートフォリオの 216 物件（オフィス 65 物件、賃

貸住宅151物件）にて、一斉に認証取得をすることとなりました。業界の先例となり他社へ取組みが広がることを想定

し、環境省やエコアクション２１中央事務局と REIT が認証登録するための道筋とフレームワークを協議し、構築する

ことが出来ました。 

数多くの関係者を巻き込むため、継続して実施しているサステナビリティ推進活動の実績や GRESB（ファンド単

位で ESG 推進活動の取組を測るベンチマークツール）への参加を通じて取得したノウハウを活用し、REIT 業界初

の取組みを実施しました。 

認証取得にあたり、社内の限られた人員で取組みが継続できることを重点に考え、社内に定着してきたサステナビ

リティ推進活動の延長線上で、取り組めるように検証と検討を重ねました。2019 年 3 月から 6 月までの期間を対象

として、環境経営報告書の発行などエコアクション２１の要求事項を加えたサステナビリティ推進活動の PDCA を展開

し、2020 年1 月30 日に認証を取得しました。またその後、2023 年には認証範囲を全保有物件に拡大しています。 
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21 世紀金融行動原則 最優良取組事例 環境大臣賞受賞 

【原則 1】【原則３】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】【他】 

エコアクション２１認証取得による、REIT 業界のさらなる発展に寄与 

 ～ 環境マネジメントシステムの第三者認証取得と開示の充実が、持続可能な社会へつなげていく ～ 
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【選定された理由】 

・ 我が国の不動産運用業界における初の取組として、環境マネジメントシステム（EMS）の第三者認証を取得し、運

用対象に関する不動産物件の所有者やテナントを巻き込み、ボトムアップの形で既存の不動産ストックにおける省

資源や省エネなどのグリーン化に取組んでいる点を大きく評価されました。 

・ 中小事業者向けの環境マネジメントシステム「エコアクション２１（EA21）」を活用しており、他の REIT（不動産投資

信託）に関しても同様な取組が広がる可能性を期待。 

・ 温室効果ガス排出ゼロという世界共通の目標達成に向けて、不動産業界からの貢献を考えると、省エネ・省資源の

目標値をより高くすることを期待。 

・ 以上から、不動産業界全体のグリーン化を推し進めることを期待され、環境大臣賞として選定されました。 
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野村不動産マスターファンド投資法人の TCFD (気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく定性開

示の実施 

【原則 1】【原則３】【原則６】【原則７】 

当社は 2020 年 7 月に TCFD 提言に賛同し、運用ファンドにおいて、TCFD 提言に基づく情報開示に取り組ん

できました。社内に部門を横断するプロジェクトチームを組成し、経営陣や関連部署も巻き込みながら分析・検証を

推進した結果、2021 年 2 月に野村不動産マスターファンド投資法人のウェブサイトにおいて、TCFD 提言に基づく

定性情報の開示を実施しました。 

 

【特徴】 

J-REIT では日本で初めて、パリ協定に基づく温度シナリオ分析（4℃、2℃、1.5℃）による定性開示を行いまし

た。各シナリオについて、2030 年（中期的展望）及び 2050 年（長期的展望）における「移行リスク」「物理リスク」「機

会」での影響を検証し、ヒートマップ形式で可視化しました。 
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野村不動産プライベート投資法人のエコアクション２１認証・登録 

【原則 1】【原則６】【原則７】 

エコアクション２１は、環境省が環境マネジメントシステムの一環として策定した「エコアクション２１ガイドライン」に

基づき、環境経営を推進する事業者を、第三者により認証・登録する制度です。野村不動産プライベート投資法人は、

2021 年 12 月 22 日私募 REIT として初めて、本制度の認証・登録を受けました。 

 

【特徴】 

REIT（不動産投資信託）ビジネスは、所有者（投資法人等）がアセットマネジメント業務（AM業務）、プロパティマネ

ジメント業務（PM 会社）、ビルマネジメント業務（BM 会社）といった業務を委託し、他にも様々な関係会社が多数関

わり組成されるビジネスです。エコアクション２１は、通常、自らが入居し使用している 1 つの建物における環境負荷

削減の取組を対象としますが、本取組みは、投資法人を対象とした、底地を除くポートフォリオ全物件にて、一斉に認

証を取得いたしました。 

 284-FY2023-１2  

令和 3 年度 気候変動アクション環境大臣表彰（普及・促進部門） 受賞 

【原則 1】【原則３】【原則５】【原則６】【原則７】 

野村不動産マスターファンド投資法人、野村不動産プライベート投資法人における気候変動の「緩和」と「適応」の継

続的な取組みが評価され、受賞しました。 
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【特徴】 

「気候変動アクション環境大臣表彰」は、気候変動への取組みに関して、優れた功績のあった個人または団体に対

して、環境省から表彰を行うものです。環境省では、地球温暖化対策の一環として、1998 年より「地球温暖化防止

活動環境大臣表彰」を開始しましたが、昨今の社会における気候変動対策の動向等を踏まえ、2020 年より「気候変

動アクション環境大臣表彰」にリニューアルされました。 

 284-FY2023-１3  

第 5 回 エコプロアワード 優秀賞 受賞 

【原則 1】【原則３】【原則５】【原則６】【原則７】 

野村不動産マスターファンド投資法人、野村不動産プライベート投資法人における ESG の継続的な取組み、積極

的な取組みによる業界への波及効果が評価され、受賞しました。 

 

【特徴】 

関係省庁（財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）では、事業者、消費者、投資家、市場関係者に

評価が高く、優れた環境配慮が組み込まれた製品、サービス、技術、ソリューション、ビジネスモデルのさらなる開発・

普及の促進を図り、持続可能な社会づくりに寄与することを目的として、2004 年から「エコプロダクツ大賞」を実施

してきました。そして 2018 年にリニューアルされ、「エコプロアワード」となり、今年で５回目の開催となります。 

 284-FY2023-１４  

野村不動産プライベート投資法人の SBT ネットゼロ認定取得、再エネ 100 宣言 RE Action への参加 

【原則 1】【原則３】【原則５】【原則６】【原則７】 

野村不動産プライベート投資法人は、地球温暖化による気候変動を抑制し脱炭素社会を実現していくために、

GHG 排出量の削減目標（以下「本削減目標」）を設定いたしました。また、本削減目標について、国内私募 REIT とし

て初めて、SBT イニシアチブ（SBTi：Science Based Targets initiative）より、SBT ネットゼロ認定を 2023

年 3 月 1 日付で取得しました。 

 

【特徴】 

SBT（Science Based Targets）とは、パリ協定が求める水準（世界の気温上昇を産業革命前より 2℃を十分に

下回る水準に抑え、また 1.5℃に抑えること（1.5℃シナリオ）を目指すもの）と整合した、企業が設定する GHG 排

出量削減目標のことです。 

また、2022 年 10 月に「再エネ 100 宣言 RE Action」への参加を行いました。 

 284-FY2023-１５  

野村不動産プライベート投資法人のサステナビリティ・リンク・ローンに係る包括的フレームワークの策定 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則 5】 

野村不動産プライベート投資法人が、サステナビリティ・コーディネーターである株式会社三井住友銀行の協力の

もと、サステナビリティ・リンク・ローン（「SLL」）における包括的フレームワーク（以下「本フレームワーク」）を策定し、本

フレームワークに基づく調達の第一弾として、2023 年 4 月 3 日付の借入れにおいて、株式会社三井住友銀行及び

株式会社三菱UFJ 銀行から資金調達を行いました。また、2023 年 9 月 12 日には、本フレームワークに基づく調達

の第二弾の借入を行いました。 

 

【特徴】 

SLL とは、借入人が予め設定したサステナビリティに関する取組み目標であるサステナビリティ・パフォーマンス・

ターゲットの達成状況と借入金利を連動させることで、借入人及び貸付人が持続可能な社会の実現に貢献すること
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を狙いとした、ローン商品及びコミットメントライン等融資枠をいいます。 

 284-FY2023-１６  

環境マネジメントシステム（EMS） エコアクション 21 オブザイヤー2022（ソーシャル部門） 銅賞受賞 

【原則 1】【原則３】【原則５】【原則６】【原則７】 

野村不動産マスターファンド投資法人及び野村不動産プライベート投資法人における REIT 業界初の外部環境認

証（エコアクション２１）の取得の取組みが評価され、一般財団法人持続性推進機構が主催する「エコアクション２１ オ

ブザイヤー2022」（ソーシャル部門）の銅賞を受賞しました。 

 

【特徴】 

エコアクション 21 オブザイヤー2022（ソーシャル部門）とは、環境省策定の環境マネジメントシステムガイドライン

の認証事業者の社会課題解決につながる取組を顕彰するもの。脱炭素社会の実現、SDGs の達成に向けた多様な

取組を国内に広く発信とともに加速化を目的としており、自社における環境経営以外の取組で、自社あるいは地域社

会の課題解決に貢献する取組を評価するものです。 

 284-FY2023-17  

野村不動産マスターファンド投資法人が大阪府による「令和 4 年度おおさか気候変動対策賞」で優秀賞を受賞 

【原則 1】【原則３】【原則５】【原則６】【原則７】 

以下の保有物件での取り組みについて、「令和 4 年度おおさか気候変動対策賞」で優秀賞を受賞しました。 

 

・ 野村不動産四ツ橋ビルでの 2 重サッシ導入 

・ ユニバーサル・シティウォーク大阪でのドリンク無料配布による従業員の熱中症対策、廃棄傘等の再利用によ

る従業員の行動変容 

 

■ おおさか気候変動対策賞の概要 

大阪府では、気候変動対策及びヒートアイランド現象の緩和対策に関し、他の模範となる特に優れた取組みを行っ

た事業者若しくはその事業所(以下「事業者等」という。）又は建築主及び設計者（以下「建築主等」という。）を対象に、

その功績をたたえる「おおさか気候変動対策賞」の表彰を行っています。 
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■ ケネディクス株式会社 

 288-FY2023-01  

マテリアリティ（重要課題）の設定とサステナビリティ方針の制定 

【原則 1】【原則 7】 

当社は、ケネディクスグループがステークホルダーや社会とともに持続的に成長していくために、特に取り組ん

でいくべき 5 つの重要テーマと 15 のマテリアリティ（重要課題）を設定しました。 

 

持続可能な環境への貢献 （SDGs: 6,7,12,13） 

・ エネルギー消費量・CO2排出量の削減 

・ 水消費量・廃棄物量の削減 

・ 環境配慮のためのテナントとの協働 

 

多様な社会への貢献 （SDGs: 3,9,11,13） 

・ 環境や社会に配慮した不動産の提供 

・ レジリエンス（災害等への適応力）の向上 

・ 少子高齢化社会への対応 

 

ステークホルダーへの責任 （SDGs: 11,16） 

・ 顧客満足度の向上 

・ コミュニティへの貢献 

・ 利益相反の防止 

 

魅力ある職場の実現 （SDGs: 3,4,5,8,10） 

・ 人材の確保・開発・維持 

・ 従業員の健康と快適性 

・ ダイバーシティと機会均等 

 

規律ある組織体制の構築 （SDGs: 16,17） 

・ コンプライアンス 

・ リスクマネジメント 

・ 責任投資へのコミットメント 

 

マテリアリティによる機会とリスクを認識し具体的な取組みを行っていくことで、事業活動と社会の両面におけ

る課題解決を目指します。また、マテリアリティへの対応を通じて、SDGs（持続可能な開発目標）への貢献も目

指します。 

 

また、マテリアリティの設定を受け、従来の環境方針を改め ESG に関してより包括的なサステナビリティ方針

を制定しました。サステナビリティ方針のもと、ケネディクスグループが一体となってマテリアリティへの具体的な

取組みを推進します。 

 

持続可能な環境への貢献 

運用物件の環境性能の向上という社会的使命に応え、エネルギー消費、CO2 排出、水消費、廃棄物排出な

ど運用物件が環境へ与える影響の継続的削減や有害物質の削減・適切な管理を通じて環境負荷を低減し、

環境面での持続可能性に貢献します。 

 

多様な社会への貢献 

運用物件が社会へ与える影響を考慮し、多様な社会の実現に貢献します。テナントや地域コミュニティの安
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全・安心、健康と快適性、多様性の確保等に努めます。 

 

ステークホルダーへの責任 

管理会社との連携、投資家、テナント、取引先や地域コミュニティなど、運用物件やファンドに関わる様々な

ステークホルダーとの対話を重視し、不動産のアセットマネジメント会社として責任ある投資運用を目指しま

す。 

 

魅力ある職場の実現 

従業員の活躍を支援する取組みや職場環境の整備等により、魅力ある働きやすい職場を目指します。研修

などの教育・啓発活動を充実させ、従業員の能力を最大限に引き出すことに努めます。 

 

規律ある組織体制の構築 

コンプライアンスやリスクマネジメントの徹底を図ります。国際的な ESG イニシアティブにもコミットし、ま

た、ESG に関する情報開示を積極的に行うことで、規律ある組織による規律ある不動産の投資運用を目指し

ます。 

 288-FY2023-02  

責任投資原則（PRI）への署名 

【原則 1】 

当社は、「責任投資へのコミットメント」をマテリアリティ（重要課題）の一つとして特定しています。責任投資へ

のコミットメントのもと、グループが一丸となってサステナビリティへの取組みを推進し、持続的成長と社会的責

任の両立に向けた経営基盤の強化を目指すべく、責任投資原則（PRI）へ署名を行いました。これらの実践を通

じて、不動産アセットマネジメント会社としての責任ある投資運用を目指して参ります。 

 288-FY2023-03  

REIT を通じた多様な物件への投資 

【原則２】【原則３】【原則 5】【原則 6】【原則 7】 

当社がメインスポンサーとして運用に関わる上場 REIT 及び私募 REIT は、いずれも特定の用途に特化した

投資運用を行っています。各用途の特性に沿った専門的な運用により、透明性の高いアセットマネジメントを実

現しています。それぞれの REIT が環境や社会に配慮した投資運用を行うことで、まちの賑わい創出や生活利

便性の向上、快適な職場環境、安心して暮らすことのできる住まいの提供といった様々な側面で環境や社会に

貢献しています。 

 

ケネディクス・オフィス投資法人 

経済活動が高密度に集積し、高いテナント需要と厚みのあるストックがある東京経済圏の「中規模オフィス

ビル」を主な投資対象としています。 

 

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 

人が居住、滞在する空間である「居住用施設」「ヘルスケア施設」を主な投資対象としています。 

 

ケネディクス商業リート投資法人 

日常生活に必要な商品・サービスを提供し、住宅地又はロードサイド等、日常生活圏に立地している「生活密着

型商業施設」及び「消費地配送型物流施設」を主な投資対象としています。 

ケネディクス・プライベート投資法人 

オフィスビルを中心に、物流施設、商業施設、住宅等の多様な用途の不動産へ投資しています。 

 288-FY2023-04  
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外部評価の取得 

【原則２】【原則３】【原則 5】【原則 6】【原則 7】 

GRESB リアルエステイト評価 

GRESB は、2009 年に欧州の主要年金基金のグループを中心に創設された不動産セクターのサステナ

ビリティ・パフォーマンスを測るベンチマークであり、有力な機関投資家が加盟、不動産投資運用のプロセスで 

GRESB を利用しています。 

GRESB の評価は、機関投資家が投資先を選定する際などに GRESB のベンチマーク調査を活用するこ

とからその注目度は高く、GRESB の毎年の調査には世界で多数の不動産会社、REIT や不動産私募ファン

ドが参加しています。 

個々の環境不動産の認証制度は様々ありますが、不動産会社・ファンド単位のベンチマークとしては

「GRESB リアルエステイト評価」が事実上唯一のものであり、総合スコアのグローバルでの相対評価による

「GRESB レーティング」は、最上位となる 5 スターまでの 5 段階評価が付与されます。ケネディクス・オフィス

投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、ケネディクス商業リート投資法人及びケネディク

ス・プライベート投資法人の評価は下記のとおりです（2023 年 10 月 3 日時点）。 

 

ケネディクス・オフィス投資法人： 5 スター 

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人： 3 スター 

ケネディクス商業リート投資法人： 4 スター 

ケネディクス・プライベート投資法人： 3 スター 

 

また、ESG 推進のための方針や組織体制等を評価する「マネジメント・コンポーネント」と保有物件の環境パ

フォーマンスやテナントとの取組み等を評価する「パフォーマンス・コンポーネント」の双方において優れた取組

みを行う参加者に与えられる「Green Star」評価を、いずれの REIT も取得しています。 

 

DBJ Green Building 認証 

DBJ Green Building 認証制度とは、環境・社会への配慮がなされた不動産（“Green Building”）を支

援するために、2011 年 4 月に株式会社日本政策投資銀行（DBJ）が創設した認証制度です。対象物件の環

境性能に加えて、防災やコミュニティへの配慮等を含む様々なステークホルダーへの対応を含めた総合的な

評価に基づき、社会・経済に求められる不動産を評価・認証し、その取組みを支援するものです。 

認証における評価ランクとしては、「国内トップクラスの卓越した『環境・社会への配慮』がなされたビル」

（five stars）、「極めて優れた『環境・社会への配慮』がなされたビル」（four stars）、「非常に優れた『環境・

社会への配慮』がなされたビル」（three stars）、「優れた『環境・社会への配慮』がなされたビル」（two 

stars）、「十分な『環境・社会への配慮』がなされたビル」（one star）の 5 段階があります。ケネディクス・オ

フィス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、ケネディクス商業リート投資法人及びケネ

ディクス・プライベート投資法人の認証取得物件数は下記のとおりです（2023 年 10 月 31 日時点）。 

 

ケネディクス・オフィス投資法人： 26 物件 

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人： 12 物件 

ケネディクス商業リート投資法人： 7 物件 

ケネディクス・プライベート投資法人： １物件 

 

CASBEE 不動産評価認証 

CASBEE とは国土交通省が主導して開発された建築物の環境性能評価システムで、建築物それ自体の

環境品質・性能に関する評価と、建築物の外部に対する環境負荷に関する評価の両面から総合的な環境性能

の評価を行う制度です。その内、CASBEE 不動産評価認証は、既存建築物の環境評価の結果が不動産評

価の際に活用されることを目的として開発された CASBEE-不動産で評価された建築物について、その評価

内容を審査し的確であることを第三者機関が認証する制度です。ケネディクス・オフィス投資法人、ケネディク

ス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、ケネディクス商業リート投資法人及びケネディクス・プライベート投資法
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人の認証取得物件数は下記のとおりです（2023 年 10 月 31 日時点）。 

 

ケネディクス・オフィス投資法人： 34 物件 

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人： 9 物件 

ケネディクス商業リート投資法人： 17 物件 

ケネディクス・プライベート投資法人： 4 物件 

 

BELS 評価 

BELS（建築物省エネルギー性能表示制度：Building-Housing Energy-efficiency Labeling 

System）は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」における省エネ性能の表示の努力義務に

対応した、住宅・建築物を格付けする第三者認証制度です。国が定める建築物エネルギー消費性能基準に基

づく一次エネルギー消費量から算出される BEI（Building Energy Index）の値によって評価されます。 

ケネディクス・オフィス投資法人の運用物件のうち、KDX 御茶ノ水ビルが 5 段階評価のうち 4 つ星を、

KDX 武蔵小杉ビル、KDX 飯田橋スクエア及び KDX 浜松町プレイスが 5 段階評価の 3 つ星を、KDX 新

橋駅前ビルが 2 つ星を取得しています。なお、KDX 武蔵小杉ビルは、J-REIT が運用する物件として初めて

BELS 評価認証を取得しました。また、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人の運用物件のうち、プ

レザングラン大田多摩川が 5 段階評価の 3 つ星を取得しています。また、ケネディクス商業リート投資法人の

運用物件のうち、アピタテラス横浜綱島及びイーアス春日井が 5 段階評価の 5 つ星を取得しています（2023

年 10 月 31 日時点）。 

 288-FY2023-05  

非常災害等に備えた取組み 

【原則１】【原則３】 

当社は「レジリエンス（災害等への適応力）の向上」をマテリアリティの一つとして認識しており、当社の運用物

件において、テナント様、ご入居者様や地域コミュニティの皆様が安全・安心に過ごすことができるよう様々な施

策を実施しています。 

 

防災用品の設置 

一部の運用物件において、防災用品を設置しています。 

ケネディクス・オフィス投資法人の運用するオフィスビルでは、非常災害時や停電・故障によるエレベーター

の緊急停止時等に備えて、エレベーター内に非常用品収納ボックスを設置しています。 

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人の運用する賃貸住宅では、管理人室等の共有スペースにご

入居者様向けの非常持出用防災セット（非常食、非常用飲料水等）を設置しています。 

ケネディクス商業リート投資法人の運用する一部物件において、非常災害時に従業員向けの防災用品を設

置しています。 

ケネディクス・プライベート投資法人の運用する一部物件において、非常災害時や停電・故障によるエレベ

ーターの緊急停止時等に備えて、エレベーター内に非常用品収納ボックスを設置しています。 

 

災害救援自販機の設置 

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は、一部の賃貸住宅において災害救援自販機を設置してい

ます。災害等で停電になった際には、自販機内の商品を救援飲料として無料提供することが可能です。 

 

防災マップの掲示 

一部の運用物件のエントランスや掲示板等に防災マップを掲示し、緊急時の避難場所等を示しています。 

 

避難場所の提供 

ケネディクス商業リート投資法人は、洪水等の災害が発生した場合に、施設を一時的な避難場所として提供

する協定を吉川市、伊奈町、鴻巣市及び足利市と締結しています。 
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災害時対応マニュアルハンドブックの配布 

ケネディクス商業リート投資法人は、大地震発生などの緊急時に備えて、持ち歩き可能なポケットサイズの

災害時対応マニュアルハンドブックを作成しテナントに配布しています。 

大地震・台風・大雨時の対応や応急救護の手順、AED の使い方など緊急時に役立つ様々な情報を 17 頁

にまとめて掲載しています。 

 288-FY2023-06  

TCFD 提言への賛同 

【原則 1】【原則 7】 

当社は、「エネルギー消費量・CO2 排出量の削減（気候変動への取組み）」をマテリアリティ（重要課題）の一つ

として特定しています。気候変動への取組を推進するため、当社の子会社であるケネディクス不動産投資顧問

株式会社は TCFD への賛同を表明するとともに、国内賛同企業による組織である「TCFD コンソーシアム」へ加

入しました。また、TCFD の開示推奨項目に基づき、気候変動関連リスク及び機会に関する「ガバナンス」「戦略」

「リスク管理」「指標と目標」について開示を進めています。 
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■ ケネディクス不動産投資顧問株式会社 

 289-FY2023-01  

マテリアリティ（重要課題）の設定とサステナビリティ方針の制定 

【原則 1】【原則 7】 

当社の親会社であるケネディクス株式会社は、ケネディクスグループがステークホルダーや社会とともに持続

的に成長していくために、特に取り組んでいくべき 5 つの重要テーマと 15 のマテリアリティ（重要課題）を設定し

ました。 

 

持続可能な環境への貢献 （SDGs: 6,7,12,13） 

・エネルギー消費量・CO2排出量の削減 

・水消費量・廃棄物量の削減 

・環境配慮のためのテナントとの協働 

 

多様な社会への貢献 （SDGs: 3,9,11,13） 

・環境や社会に配慮した不動産の提供 

・レジリエンス（災害等への適応力）の向上 

・少子高齢化社会への対応 

 

ステークホルダーへの責任 （SDGs: 11,16） 

・顧客満足度の向上 

・コミュニティへの貢献 

・利益相反の防止 

 

魅力ある職場の実現 （SDGs: 3,4,5,8,10） 

・人材の確保・開発・維持 

・従業員の健康と快適性 

・ダイバーシティと機会均等 

 

規律ある組織体制の構築 （SDGs: 16,17） 

・コンプライアンス 

・リスクマネジメント 

・責任投資へのコミットメント 

 

マテリアリティによる機会とリスクを認識し具体的な取組みを行っていくことで、事業活動と社会の両面におけ

る課題解決を目指します。また、マテリアリティへの対応を通じて、SDGs（持続可能な開発目標）への貢献も目

指します。 

 

また、マテリアリティの設定を受け、従来の環境方針を改め ESG に関してより包括的なサステナビリティ方針

を制定しました。サステナビリティ方針のもと、ケネディクスグループが一体となってマテリアリティへの具体的な

取組みを推進します。 

 

持続可能な環境への貢献 

運用物件の環境性能の向上という社会的使命に応え、エネルギー消費、CO2 排出、水消費、廃棄物排出な

ど運用物件が環境へ与える影響の継続的削減や有害物質の削減・適切な管理を通じて環境負荷を低減し、

環境面での持続可能性に貢献します。 

 

多様な社会への貢献 
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運用物件が社会へ与える影響を考慮し、多様な社会の実現に貢献します。テナントや地域コミュニティの安

全・安心、健康と快適性、多様性の確保等に努めます。 

 

ステークホルダーへの責任 

管理会社との連携、投資家、テナント、取引先や地域コミュニティなど、運用物件やファンドに関わる様々な

ステークホルダーとの対話を重視し、不動産のアセットマネジメント会社として責任ある投資運用を目指しま

す。 

 

魅力ある職場の実現 

従業員の活躍を支援する取組みや職場環境の整備等により、魅力ある働きやすい職場を目指します。研修

などの教育・啓発活動を充実させ、従業員の能力を最大限に引き出すことに努めます。 

 

規律ある組織体制の構築 

コンプライアンスやリスクマネジメントの徹底を図ります。国際的な ESG イニシアティブにもコミットし、ま

た、ESG に関する情報開示を積極的に行うことで、規律ある組織による規律ある不動産の投資運用を目指し

ます。 

 289-FY2023-02  

責任投資原則（PRI）への署名 

【原則 1】 

当社の親会社であるケネディクス株式会社は、「責任投資へのコミットメント」をマテリアリティ（重要課題）の一

つとして特定しています。責任投資へのコミットメントのもと、グループが一丸となってサステナビリティへの取組

みを推進し、持続的成長と社会的責任の両立に向けた経営基盤の強化を目指すべく、責任投資原則（PRI）へ署

名を行いました。これらの実践を通じて、不動産アセットマネジメント会社としての責任ある投資運用を目指して

参ります。 

 289-FY2023-03  

REIT を通じた多様な物件への投資 

【原則２】【原則３】【原則 5】【原則 6】【原則 7】 

当社が運用に関わる上場 REIT 及び私募 REIT は、いずれも特定の用途に特化した投資運用を行っていま

す。各用途の特性に沿った専門的な運用により、透明性の高いアセットマネジメントを実現しています。それぞれ

の REIT が環境や社会に配慮した投資運用を行うことで、まちの賑わい創出や生活利便性の向上、快適な職場

環境、安心して暮らすことのできる住まいの提供といった様々な側面で環境や社会に貢献しています。 

 

ケネディクス・オフィス投資法人 

経済活動が高密度に集積し、高いテナント需要と厚みのあるストックがある東京経済圏の「中規模オフィス

ビル」を主な投資対象としています。 

 

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 

人が居住、滞在する空間である「居住用施設」「ヘルスケア施設」を主な投資対象としています。 

 

ケネディクス商業リート投資法人 

日常生活に必要な商品・サービスを提供し、住宅地又はロードサイド等、日常生活圏に立地している「生活

密着型商業施設」及び「消費地配送型物流施設」を主な投資対象としています。 

 

ケネディクス・プライベート投資法人 

オフィスビルを中心に、物流施設、商業施設、住宅等の多様な用途の不動産へ投資しています。 
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 289-FY2023-04  

外部評価の取得 

【原則２】【原則３】【原則 5】【原則 6】【原則 7】 

GRESB リアルエステイト評価 

GRESB は、2009 年に欧州の主要年金基金のグループを中心に創設された不動産セクターのサステナ

ビリティ・パフォーマンスを測るベンチマークであり、有力な機関投資家が加盟、不動産投資運用のプロセスで 

GRESB を利用しています。 

GRESB の評価は、機関投資家が投資先を選定する際などに GRESB のベンチマーク調査を活用するこ

とからその注目度は高く、GRESB の毎年の調査には世界で多数の不動産会社、REIT や不動産私募ファン

ドが参加しています。 

個々の環境不動産の認証制度は様々ありますが、不動産会社・ファンド単位のベンチマークとしては

「GRESB リアルエステイト評価」が事実上唯一のものであり、総合スコアのグローバルでの相対評価による

「GRESB レーティング」は、最上位となる 5 スターまでの 5 段階評価が付与されます。ケネディクス・オフィス

投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、ケネディクス商業リート投資法人及びケネディク

ス・プライベート投資法人の評価は下記のとおりです（2023 年 10 月 3 日時点）。 

 

ケネディクス・オフィス投資法人： 5 スター 

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人： 3 スター 

ケネディクス商業リート投資法人： 4 スター 

ケネディクス・プライベート投資法人： 3 スター 

 

また、ESG 推進のための方針や組織体制等を評価する「マネジメント・コンポーネント」と保有物件の環境パ

フォーマンスやテナントとの取組み等を評価する「パフォーマンス・コンポーネント」の双方において優れた取組

みを行う参加者に与えられる「Green Star」評価を、いずれの REIT も取得しています。 

 

DBJ Green Building 認証 

DBJ Green Building 認証制度とは、環境・社会への配慮がなされた不動産（“Green Building”）を支

援するために、2011 年 4 月に株式会社日本政策投資銀行（DBJ）が創設した認証制度です。対象物件の環

境性能に加えて、防災やコミュニティへの配慮等を含む様々なステークホルダーへの対応を含めた総合的な

評価に基づき、社会・経済に求められる不動産を評価・認証し、その取組みを支援するものです。 

認証における評価ランクとしては、「国内トップクラスの卓越した『環境・社会への配慮』がなされたビル」

（five stars）、「極めて優れた『環境・社会への配慮』がなされたビル」（four stars）、「非常に優れた『環境・

社会への配慮』がなされたビル」（three stars）、「優れた『環境・社会への配慮』がなされたビル」（two 

stars）、「十分な『環境・社会への配慮』がなされたビル」（one star）の 5 段階があります。ケネディクス・オ

フィス投資法人、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、ケネディクス商業リート投資法人及びケネ

ディクス・プライベート投資法人の認証取得物件数は下記のとおりです（2023 年 10 月 31 日時点）。 

 

ケネディクス・オフィス投資法人： 26 物件 

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人： 12 物件 

ケネディクス商業リート投資法人： 7 物件 

ケネディクス・プライベート投資法人： １物件 

 

CASBEE 不動産評価認証 

CASBEE とは国土交通省が主導して開発された建築物の環境性能評価システムで、建築物それ自体の

環境品質・性能に関する評価と、建築物の外部に対する環境負荷に関する評価の両面から総合的な環境性能

の評価を行う制度です。その内、CASBEE 不動産評価認証は、既存建築物の環境評価の結果が不動産評

価の際に活用されることを目的として開発された CASBEE-不動産で評価された建築物について、その評価

内容を審査し的確であることを第三者機関が認証する制度です。ケネディクス・オフィス投資法人、ケネディク
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ス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、ケネディクス商業リート投資法人及びケネディクス・プライベート投資法

人の認証取得物件数は下記のとおりです（2023 年 10 月 31 日時点）。 

 

ケネディクス・オフィス投資法人： 34 物件 

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人： 9 物件 

ケネディクス商業リート投資法人： 17 物件 

ケネディクス・プライベート投資法人： 4 物件 

 

BELS 評価 

BELS（建築物省エネルギー性能表示制度：Building-Housing Energy-efficiency Labeling 

System）は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」における省エネ性能の表示の努力義務に

対応した、住宅・建築物を格付けする第三者認証制度です。国が定める建築物エネルギー消費性能基準に基

づく一次エネルギー消費量から算出される BEI（Building Energy Index）の値によって評価されます。 

ケネディクス・オフィス投資法人の運用物件のうち、KDX 御茶ノ水ビルが 5 段階評価のうち 4 つ星を、

KDX 武蔵小杉ビル、KDX 飯田橋スクエア及び KDX 浜松町プレイスが 5 段階評価の 3 つ星を、KDX 新

橋駅前ビルが 2 つ星を取得しています。なお、KDX 武蔵小杉ビルは、J-REIT が運用する物件として初めて

BELS 評価認証を取得しました。また、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人の運用物件のうち、プ

レザングラン大田多摩川が 5 段階評価の 3 つ星を取得しています。また、ケネディクス商業リート投資法人の

運用物件のうち、アピタテラス横浜綱島及びイーアス春日井が 5 段階評価の 5 つ星を取得しています（2023

年 10 月 31 日時点）。 

 289-FY2023-05  

非常災害等に備えた取組み 

【原則１】【原則３】 

当社の親会社であるケネディクス株式会社は「レジリエンス（災害等への適応力）の向上」をマテリアリティの

一つとして認識しており、当社の運用物件において、テナント様、ご入居者様や地域コミュニティの皆様が安全・

安心に過ごすことができるよう様々な施策を実施しています。 

 

防災用品の設置 

一部の運用物件において、防災用品を設置しています。 

ケネディクス・オフィス投資法人の運用するオフィスビルでは、非常災害時や停電・故障によるエレベーター

の緊急停止時等に備えて、エレベーター内に非常用品収納ボックスを設置しています。 

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人の運用する賃貸住宅では、管理人室等の共有スペースにご

入居者様向けの非常持出用防災セット（非常食、非常用飲料水等）を設置しています。 

ケネディクス商業リート投資法人の運用する一部物件において、非常災害時に従業員向けの防災用品を設

置しています。 

ケネディクス・プライベート投資法人の運用する一部物件において、非常災害時や停電・故障によるエレベ

ーターの緊急停止時等に備えて、エレベーター内に非常用品収納ボックスを設置しています。 

 

災害救援自販機の設置 

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は、一部の賃貸住宅において災害救援自販機を設置してい

ます。災害等で停電になった際には、自販機内の商品を救援飲料として無料提供することが可能です。 

 

防災マップの掲示 

一部の運用物件のエントランスや掲示板等に防災マップを掲示し、緊急時の避難場所等を示しています。 

 

避難場所の提供 

ケネディクス商業リート投資法人は、洪水等の災害が発生した場合に、施設を一時的な避難場所として提供
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する協定を吉川市、伊奈町、鴻巣市及び足利市と締結しています。 

 

災害時対応マニュアルハンドブックの配布 

ケネディクス商業リート投資法人は、大地震発生などの緊急時に備えて、持ち歩き可能なポケットサイズの

災害時対応マニュアルハンドブックを作成しテナントに配布しています。 

大地震・台風・大雨時の対応や応急救護の手順、AED の使い方など緊急時に役立つ様々な情報を 17 頁

にまとめて掲載しています。 

 289-FY2023-06  

TCFD 提言への賛同 

【原則 1】【原則 7】 

当社の親会社であるケネディクス株式会社は、「エネルギー消費量・CO2 排出量の削減（気候変動への取組

み）」をマテリアリティ（重要課題）の一つとして特定しています。気候変動への取組を推進するため、当社の子会

社であるケネディクス不動産投資顧問株式会社は TCFD への賛同を表明するとともに、国内賛同企業による組

織である「TCFD コンソーシアム」へ加入しました。また、TCFD の開示推奨項目に基づき、気候変動関連リスク

及び機会に関する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」について開示を進めています。 
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■ 一般社団法人日本投資顧問業協会 

 290-FY2023-01  

TCFDへの賛同表明 

【原則 1】 

当協会は、企業の気候関連財務情報がスチュワードシップ活動においても今後さらに重要視されるものと考

え、会員の更なるスチュワードシップ活動の推進をサポートすることで、我が国のインベストメント・チェーンにお

ける好循環の創出、および持続可能な社会の実現に貢献するため、2019 年 2 月 7 日、金融安定理事会

（FSB）によって設立された TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）の提言に賛同の意を表明しました。 

 290-FY2023-02  

スチュワードシップ・コードの対応等に関するアンケートの実施 

【原則 1】【原則５】【原則７】 

会員の日本版スチュワードシップ・コードに対する受入れ表明状況および会員の体制整備状況等の把握を行

い、実効性あるスチュワードシップ活動の普及・定着を図ることにより、日本におけるコーポレートガバナンスの

向上に貢献することを目的として「日本版スチュワードシップ・コードへの対応等に関するアンケート」を毎年実施

しています。当アンケートの結果は、協会ホームページへ掲載することにより公表しています。また、当アンケート

結果については、金融庁と情報共有をしたうえで、適宜意見交換を行っています。 

 290-FY2023-03  

スチュワードシップ研究会の開催 

【原則 1】【原則５】【原則７】 

投資先企業との建設的な対話を通じた中長期的な企業価値の向上等に積極的に貢献するために、当協会が

2011 年 10 月から開催してきたコーポレートガバナンス研究会における議論、意見、提言等を高度化し、スチュ

ワードシップ活動におけるベストプラクティス等を協会会員と共有するとともに、政府の関係機関等における議論

などに貢献していくことを目的として、2018 年 1 月から、「スチュワードシップ研究会」を組成しています。当研

究会の議事録等は、協会ホームページへ掲載することにより公開しています。 

2022年度の開催状況は以下の通りです。 

 

開催日 2022年 5月 19日（木） 

テーマ： 

「企業価値向上への取り組みと運用会社に期待すること －実効性ある対話に向けて－」 

ゲスト・スピーカー： 

小路 明善 様（アサヒグループホールディングス株式会社 取締役会長兼取締役会議長） 

 290-FY2023-04  

資産運用業協議会の開催 

【原則 1】【原則５】 

金融行政方針等に、家計の安定的な資産形成推進に向けた「顧客本位の業務運営」の確立と定着、ガバナン

ス改革の更なる推進を通じた企業価値の向上、資産運用業の高度化などが採り上げられ、資産運用業に対する

社会的な期待が高まっている中、投資信託協会および当協会が連携して資産運用業の発展に取り組むため、

2017年 9 月、両協会の会長の下に、「資産運用業協議会」（議長：両協会会長）を設置しました。 
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 290-FY2023-05  

環境負荷削減への取組み 

【原則６】 

クールビス期間の設定、オフィス内室温管理、照明の消灯徹底、残業時間削減、在宅勤務制度の導入等によ

る節電、社内会議におけるタブレット端末利用、社内決裁・回覧等のペーパレス化、会員対象各種集合研修のオ

ンライン開催や投資運用会社要覧等協会出版の電子書籍化など、電力使用量、紙使用量の削減に積極的に取り

組んでいます。 

 290-FY2023-06  

「資産運用業宣言 2020」の公表 

【原則 1】【原則５】【原則７】 

資産運用会社は、企業価値の向上を図り、その収益の果実を家計にもたらすという好循環社会を実現する上

で、極めて重要な役割を担っています。資産運用会社が、自らに課せられた役割の重要性を改めて自覚するとと

もに、資産運用会社の「社会的使命」や「目指すべき姿」について多くの方々にご理解を頂き、資産運用業界が国

民にとって身近な存在となる契機となるよう 2020年 11月 16日に投資信託協会および当協会との共催により

「資産運用業フォーラム～資産運用業の社会的使命と役割」を開催しました。その中で、資産運用会社の社会的

使命や目指すべき姿を「資産運用業宣言 2020」として公表し、各資産運用会社の取組みを当協会ホームペー

ジへ掲載しています。 

2022年度の資産運用業フォーラムにおいては、 「社外取締役と投資家との実効性ある対話に向けて」という

テーマでのパネルディスカッションを特設サイトで公開しました。また、資産運用業フォーラムの一環として、資産

運用業の関係者が一堂に会してのリアルイベントである資産運用業大会も開催しました。大会には企業サイドの

代表として日立製作所の東原取締役会長にご登壇頂き「上場企業から見た資産運用業界への期待」というテー

マでご講演を頂きました。当日の講演資料は当協会ホームページへ掲載しています。 

 290-FY2023-07  

大学生向け資産運用に関する寄附講座の開設 

【原則４】 

将来の資産運用業界を担う人材の育成および資産運用についての啓蒙活動を推進していくため、寄附講座

を開設しています。 

2022 年度においては、早稲田大学、一橋大学、大阪大学、神戸大学、名古屋大学および東北大学において

寄附講座を開設しました。いずれの大学においても、アセットマネジメント・ビジネスの最先端に立つ実務家や研

究者が講師となり、ESG 投資を含む資産運用に関する知識のみならずビジネスの実態に至るまで幅広い分野

について講義が行われました。 
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■ グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

 295-FY2023-01  

ＧＲＥＳＢ（グローバルリアルエステイトサステナビリティベンチマーク）リアルエステイト・開示評価への参加 

【原則 1】【原則６】【原則７】 

ＧＲＥＳＢは、不動産会社・ファンドの環境・社会・ガバナンス（ＥＳＧ）配慮を測る年次のベンチマーク評価及びそ

れを運営する組織の名称であり、責任投資原則（ＰＲＩ）を主導した欧州の主要年金基金グループを中心に 2009

年に創設されました。様々な評価機関により、企業のＥＳＧ評価や格付が行われていますが、ＧＲＥＳＢは不動産セ

クターに特化した唯一のものと言え、グローバル・スタンダードの座を築いています。投資家が主体となり創設、運

営しているため、その評価項目は投資家目線での重要事項（マテリアリティ）をカバーしており、多くの機関投資家

が不動産投資のデューディリジェンスやモニタリングに活用しています。 

グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社（以下｢ＧＡＲ｣といいます。）に資産運用を委託しているグローバ

ル・ワン不動産投資法人（以下「ＧＯＲ」といいます。）は、2019 年からこの評価に参加し、202３年ＧＲＥＳＢリアル

エステイト評価において、総合スコアのグローバル順位により５段階で格付されるＧＲＥＳＢレーティングで最上位

の５スターを４年連続で取得しました。また、ＥＳＧ推進のための方針や組織体制などを評価する「マネジメント・コ

ンポーネント」と保有物件での環境パフォーマンスやテナントとの取組み等を評価する「パフォーマンス・コンポー

ネント」の双方において優れた参加者であることを示す「Ｇｒｅｅｎ Ｓｔａｒ」の評価を５年連続で獲得しました。 

ＥＳＧ情報開示の充実度を測るＧＲＥＳＢ開示評価においても、ＥＳＧ情報開示の取組みが高く評価され、最上

位の「Ａレベル」の評価を４年連続で取得しております。 

【ＧＲＥＳＢリアルエステイト評価】 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/external-authentication.html 

 295-FY2023-02  

ＥＳＧ推進体制の整備（ESG基本方針、ESG推進体制規程及び各種環境関連ポリシーの制定） 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

ＧＡＲは、不動産における環境（Environment）・社会（Society）・ガバナンス（Governance）（以下「ＥＳＧ」

といいます。）への配慮が、中長期的な顧客の利益の最大化に資するものと考え、下記の｢ＥＳＧ基本方針」、「ＥＳ

Ｇ推進体制規程」、「各種環境関連ポリシー」に沿って、ＥＳＧの視点を事業全体に組み込んでいきます。 

また、ＥＭＳ運用マニュアルに則り、ＧＯＲ保有資産の運用におけるエネルギー消費、温室効果ガス排出、水消

費、廃棄物に関する環境関連目標設定、実績把握、予実分析、対策実行・改善を行い、環境負荷の継続的な低減

を図っていきます。（2018年度にＥＳＧ関連課題を積極的に推進するために下記の規程・ポリシーを策定） 

 

１．ＥＳＧ基本方針 

 

２．ＥＳＧ推進体制規程 

 

３．各種環境関連ポリシー 

【①省エネルギー、②温室効果ガス排出削減、③節水、④廃棄物管理、⑤サステナブル調達、⑥気候変動・

レジリエンス（2021年５月制定）】 

 

４．ＥＭＳ（環境マネジメントシステム）運用マニュアル 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/index.html 

 

 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/external-authentication.html
https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/index.html


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

 

 295-FY2023-03  

エネルギー関連消費量の中長期的削減目標の策定及び実施 

【原則１】【原則５】【原則６】【原則７】 

従来から省エネ・環境負荷低減の取組み（省エネルギーに資する設備の導入、運用改善等）を実施することに

より、エネルギー・温室効果ガス（排出量）・水消費量の削減、廃棄物に関してはリサイクル率の増加に向けた取組

みを行っており、今後も引き続き下記目標のもと省エネ・環境負荷低減に取り組んでいきます。 

 

【中長期目標】 

ポートフォリオ全体のエネルギー消費原単位について、直近５年間（2018年度基準）において年平均１％削減、

５年間で５％削減、水消費については年平均 0.2％削減、５年間で 1.0％削減、廃棄物については、リサイクル率

を年平均0.1％、10年間で 1.0％増加させることを目標として、引き続き省エネ・環境負荷低減に取り組んでいき

ます。 

また、温室効果ガス削減については、2022 年度から削減目標を変更し、①2030 年度までに 35％削減（20

18年度基準）、②2050年度までにネットゼロの実現を設定し、温室効果ガスの削減に取り組んでいます。 

【環境負荷低減目標】 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/environment.html 

【気候変動への適応（エネルギー消費量等の管理・削減）】 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/materiality.html 

 295-FY2023-04  

環境関連認証取得率の向上（ポートフォリオカバー率の向上） 

【原則１】【原則６】【原則７】 

ＧＯＲは、ＥＳＧ活動の一環の中で下記の環境関連認証を取得しています。 

 

１．ＤＢＪ Ｇｒｅｅｎ Ｂｕｉｌｄｉｎｇ認証 

①アークヒルズ仙石山森タワー ★★★★★ 

②平河町森タワー  ★★★★★ 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/environment.html
https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/materiality.html
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③楽天クリムゾンハウス青山 ★★★ 

 

２．ＣＡＳＢＥＥ不動産評価認証 

①THE PEAK SAPPORO      Ｓランク（★★★★★） 

②アークヒルズ仙石山森タワー  Ｓランク（★★★★★） 

③②平河町森タワー   Ｓランク（★★★★★） 

④品川シーサイドウエストタワー  Ｓランク（★★★★★） 

⑤アルカセントラル   Ｓランク（★★★★★） 

⑥豊洲プライムスクエア         Ｓランク（★★★★★） 

⑦横浜プラザビル   Ｓランク（★★★★★） 

⑧明治安田生命さいたま新都心ビル Ｓランク（★★★★★） 

⑨明治安田生命大阪御堂筋ビル  Ｓランク（★★★★★） 

⑩淀屋橋フレックスタワー   Ａランク（★★★★） 

 

３．ＢＥＬＳ 

①品川シーサイドウエストタワー   ★★ 

②横浜プラザビル        ★ 

 

４．ＪＨＥＰ認証 

①アークヒルズ仙石山森タワー   ＡＡＡ 

 

※ポートフォリオ内カバー率 87.8％（202３年９月末時点の総賃貸可能面積ベース） 

１棟で複数の評価・認証を受けている物件は１棟としてカウントしています。 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/external-authentication.html 

 295-FY2023-05  

賃貸借契約におけるグリーンリース条項の適用及びテナント満足度調査の実施 

【原則 1】【原則３】【原則５】【原則６】【原則７】 

グリーンリースとは、ビルオーナーとテナントが協働し、不動産の省エネなどの環境負荷の低減や執務環境の改

善について契約や覚書等によって自主的に取り決め、取り決め内容を実践することを言います。 

この取組みにより、ビルオーナー、テナント双方が光熱費削減等の恩恵を受け、Ｗｉｎ-Ｗｉｎの関係を実現します。 

ＧＡＲが運用を受託しているＧＯＲの保有する物件の賃貸借契約については、新たに入居する新規テナントか

ら、グリーンリース条項を盛り込んだ契約を採用しており、日々のビル管理運営の中でエネルギー使用量等の情

報をテナントと共有し、更なるエネルギー消費量・ＣＯ2排出量削減に寄与できる取組みを推進しています。 

【グリーンリース契約締結の推進】 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/environment--02.html 

また、ＧＯＲでは、定期的にテナント満足度調査を実施し、調査結果をＰＭ会社やＢＭ会社と共有の上、協働し

てテナントの皆様が快適に過ごせる環境づくりやビルサービスの向上に努めています。 

【テナント満足度調査の実施】 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/society.html 

 295-FY2023-06  

運用会社（Ｇlobal Ａlliance Ｒealty）内におけるＥＳＧ研修及び従業員満足度調査の実施 

【原則 1】【原則４】【原則７】 

企業の長期的な成長のためには、ＥＳＧが示す３つの観点が必要だという考え方が世界的に広まってきていま

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/external-authentication.html
https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/environment--02.html
https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/society.html
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す。ＧＡＲもこの潮流を踏まえ、役職員のＥＳＧに対する意識醸成を図ることを目的としたＥＳＧ研修を 2018 年度

から実施しており、2019年度以降は、毎年行うコンプライアンス研修の１回に組み込んでいます。 

【ＥＳＧ研修】 

http://www.garc.co.jp/ja/esg/?id=esg-2 

また、2019年度から従業員エンゲージメントの一環として、第三者調査会社に委託し、年に１回、全従業員に対

して「従業員満足度調査」を実施しています。 

ＧＡＲでは、その調査結果におけるｅＮＰＳ（※）の経年変化を注視し、従業員の満足度向上とより良い職場環境

実現のための改善に繋げています。 

※ｅＮＰＳとは、「employee Net Promoter Score」の略称であり、「親しい知人や友人にあなたの職場をど

れくらい勧めたいか」を尋ね、「職場の推奨度」を指数化したものになります。 

【従業員満足度調査と個別面談の実施】 

http://www.garc.co.jp/ja/esg/?id=esg-2 

 295-FY2023-07  

ＷＥＢサイトにおけるＥＳＧ関連取組み・マテリアリティとＳＤＧｓ及びＧＲＩスタンダード2021対照表の開示及

びＥＳＧレポートの発刊 

【原則１】【原則７】 

ＧＡＲ及びＧＯＲは、グルーバルなサステナビリティ報告規準であるＧＲＩスタンダード2021を参照し、投資主を

はじめとするステークホルダーの皆様に対し、サステナビリティに係る方針やＥＳＧに関する取組状況の積極的な

開示に取り組んでいます。 

また、ESG基本方針に基づいてこれまで実施してきたＥＳＧの取組みをまとめた２冊目の「ＥＳＧレポート」を 20

2３ 年 6月に発刊しました。 

 

【ESG関連の取組み全般】 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/index.html 

【選定したマテリアリティとＳＤＧｓの関連性】 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/materiality.html 

【ＧＲＩスタンダード対照表】 

https://www.go-reit.co.jp/file/gristandard_universal-53a72feca94a6a690c9be52fbe8

43d5323641e0c.pdf 

【ＥＳＧレポート】 

https://www.go-reit.co.jp/assets/file/esg_report_2022.pdf 
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グリーンファイナンス（ローン・ボンド）による資金調達の実施 

【原則 1】【原則２】【原則５】【原則６】【原則７】 

近年深刻化している気候変動問題や大気汚染をはじめとする環境問題に対し、問題解決に向けて必要とされ

る資金をいかに調達するかが課題となっています。 

ＧＯＲは、環境問題の解決に資する投資への資金調達（グリーンファイナンス）を通じて、持続可能な環境・社会

の実現に貢献してまいります。 

そのためにＧＯＲは、グリーンファイナンス（グリーンボンド・グリーンローン）実施のために「グリーンファイナン

ス・フレームワーク」（以下「本フレームワーク」といいます。）を策定しました。 

http://www.garc.co.jp/ja/esg/?id=esg-2
http://www.garc.co.jp/ja/esg/?id=esg-2
https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/index.html
https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/materiality.html
https://www.go-reit.co.jp/file/gristandard_universal-53a72feca94a6a690c9be52fbe843d5323641e0c.pdf
https://www.go-reit.co.jp/file/gristandard_universal-53a72feca94a6a690c9be52fbe843d5323641e0c.pdf
https://www.go-reit.co.jp/assets/file/esg_report_2022.pdf


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

なお、本フレームワークの適格性について、2021年 2月に株式会社日本格付研究所の「ＪＣＲグリーンファイナ

ンス・フレームワーク評価」の最上位である「Green１(Ｆ)」の評価を取得しています。 

https://www.go-reit.co.jp/assets/img/esg/greenfinance__jcr.pdf 

調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定プロセス、調達資金の管理及びそのレポーティングに関する詳細

は、下記ホームページを参照ください。 

【グリーンファイナンス・フレームワーク】 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/greenfinance.html 
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ＴＣＦＤへの賛同及びＴＣＦＤコンソーシアムへの加入 

【原則 1】【原則２】【原則５】【原則６】【原則７】 

ＧＡＲは、気候関連課題への取組み方針と体制の明確化、および取組み内容の開示拡充を推進するために、2

021 年５月に「気候変動・レジリエンスポリシー」を新たに制定し、それに伴いＴＣＦＤ（気候関連財務情報開示タス

クフォース）提言への賛同を表明しました。また、同時に国内の賛同企業による組織である「ＴＣＦＤコンソーシア

ム」にも加入しました。 

 

ＴＣＦＤとは、Ｇ20 財務大臣・中央銀行総裁会議の要請を受け、金融セクターが取り組むべき気候関連課題を

議論するために金融安定理事会（ＦＳＢ）が設立した国際イニシアティブです。 

ＴＣＦＤでは、気候変動によるリスクと機会がビジネスへもたらす影響について、金融機関や企業がどのように

投資家を含むステークホルダーに情報を開示していくか、そのあり方を議論し、提言を公表しています。 

また、ＴＣＦＤコンソーシアムは、ＴＣＦＤへ賛同する企業や金融機関等が一体となって取組みを推進し、企業の

効果的な情報開示や、開示された情報を金融機関等の適切な投資判断に繋げるための取組みについて議論する

場として設立された組織です。 

 

ＧＯＲとＧＡＲは、気候変動が事業に与える環境課題が中長期的なリスクであると同時に機会にもなり得ること

から、気候変動に関する情報開示が重要であると認識しています。したがって、ＴＣＦＤ提言に沿った気候変動に

関するリスクと機会を特定・分析したうえで、それらの内容を開示し、事業活動による気候変動への影響を緩和す

ること、および事業活動を気候変動に適応させることを考慮した取組みを推進していきます。 

その第一段階の取組みとして、2021 年度末には気候変動に関する定性的シナリオ分析を完了し、2022 年６

月末にその内容をＧＯＲのホームページに開示するとともに、温室効果ガスの中長期削減目標を新たに設定しま

した。 

【将来の気温上昇に沿ったシナリオ分析】 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/environment.html 

【指標と目標】 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/environment.html 
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取引先との協働 

【原則 1】【原則５】【原則６】【原則７】 

■ サステナブル調達ポリシー 

ＧＡＲは、「ＥＳＧ方針」に掲げられた個別項目を実践するためのポリシーの 1 つとして「サステナブル調達ポリシ

ー」を制定し、環境や健康に配慮した製品の選定や業務委託先等の選定・評価に係る指針を設け、サプライチェー

ンにおけるサステナビリティ配慮の取組みを推進しています。 

 

https://www.go-reit.co.jp/assets/img/esg/greenfinance__jcr.pdf
https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/greenfinance.html
https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/environment.html
https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/environment.html


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

■ ＰＭ会社評価基準 

ＧＡＲでは、物件の管理を委託するＰＭ会社の選定基準等を定めるとともに、原則として年に 1 回すべてのＰＭ

会社の評価を行っており、その評価に際しては、ビル管理能力、補修繕工事能力等に係る項目に加え、業務にお

ける環境配慮状況、従業員の労働安全衛生、資産運用会社が定めるＥＳＧ方針への理解・協力といった点も考慮

に入れています。 

 

■ テナント満足度向上に関する取組み 

ＧＯＲでは、定期的にテナント満足度調査を実施し、調査結果をＰＭ会社やＢＭ会社と共有の上、協働してテナ

ントの皆様が快適に過ごせる環境づくりやビルサービスの向上に努めています。 

【取引先との協働】 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/environment--02.html 
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環境関連データの第三者保証の実施 

【原則 1】【原則６】【原則７】 

ＧＯＲは保有物件の環境パフォーマンス向上を達成するため、エネルギー・水・温室効果ガス削減目標を設定

するとともに、エネルギーパフォーマンス実績をＧＯＲのホームページ上で開示しています。 

2023 年 6 月には第三者機関（株式会社サステナビリティ会計事務所）による限定的保証を受けており、開示

データの信頼性について担保しています。 

【第三者保証】 

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/environment--03.html 
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欧州のＳＦＤＲ（Sustainable Finance Disclosure Regulation）対応の実施 

【原則 1】【原則６】【原則７】 

ＧＡＲはＥＵによるＡＩＦＭＤ（Alternative Investment Fund Managers Directive）のもとＡＩＦＭ（Alter

native Investment Fund Managers）として登録をしている為、2021年 3月に発効したＥＵのサステナブル

ファイナンス開⽰規則（ＳＦＤＲ）への対応が必要となったことから、ＧＯＲの運用会社たるＧＡＲは同投資法人の持

続可能性に関してＳＦＤＲに即して必要な英文での各種開示・定期報告を行っています。 

【Principal Adverse Impact Statement】  

https://www.go-reit.co.jp/assets/file/SFDR_1_en.pdf 

【Summary of SFDR Article8 Pre-Contractual Disclosure】 

https://www.go-reit.co.jp/assets/file/SFDR_2_en.pdf 
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DEI（Diversity、Equity、Inclusion）推進ポリシーの制定 

【原則 1】【原則３】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

DEI の推進により公平な機会を提供し、また、一人ひとりの個性と強みが理解され、多様な視点や経験を持つ

人々が協力して働くことで、イノベーションを促進し、組織の競争力や成長を支えるとともに、従業員のエンゲージ

メントを高めることを目的としています。 

DEI の取組みを強化するために、2023 年 6 月 26 日開催の株主総会において、女性取締役を選任し、ダイ

バーシティを推進しています。 

当面の取組みとしては、①多様性のある自由でフラットな社内風土の醸成、②ワークライフバランスの推進、③

働きやすい職場環境の整備、④人権尊重の取組み、⑤人財育成・能力開発プログラムの策定、⑥従業員エンゲー

https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/environment--02.html
https://www.go-reit.co.jp/ja/esg/environment--03.html
https://www.go-reit.co.jp/assets/file/SFDR_1_en.pdf
https://www.go-reit.co.jp/assets/file/SFDR_2_en.pdf


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

ジメント向上のためのアンケート調査実施等を予定しています。 
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人財育成・能力開発プログラムの策定及び体系的な研修制度への見直し 

【原則 1】【原則３】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

従来の研修制度を大幅に見直し、体系的な研修制度に再構築。全職員の主体的な能力開発の定着、不動産専

門スキルを始め、各人に求められるスキル向上を目指し、下記の項目を重点的に実施しています。 

・専門スキルの向上 

・管理職層の一層の役割発揮 

・幹部候補育成 

・環境変化に適応したキャリア開発・スキル習得（リスキリング）の推進 

 

[具体的な能力開発プログラム] 

■ 一般社内研修 

全職員に必須の基礎知識・スキル取得を目的に、講師派遣型の集合研修としてコンプライアンス及びＥＳＧに

関する研修に加え、動画教材等を活用した研修も併用 

 

■ 専門スキル教育 

① ビジネススキル研修 

不動産運用業務に必要な専門知識や最新動向を学ぶための講義を実施（４回/年） 

人事・労務・経理等のその他専門分野のスキル取得・向上に関しては、時間と場所を選ばず学習できる動

画・ｅラーニングを中心に受講（不動産・金融分野に関しては、ｅラーニングの対象講座が限られるため、社外

セミナー受講が中心） 

② 特定資格支援 

2023年度から対象資格を大幅に拡大し、役職員全体の専門知識・リスキリング意欲の向上を企図 

 

■階層別研修 

階層別に求められる役割・スキルを認識し、状況に即した判断・対応を可能とすること、自らのキャリアデザ

インを明確にすることを目的に、管理職、中堅職員、一般職員の３つの階層において公開講座型等の研修を

受講（１回/年程度） 

 

■自己啓発 

関連業務以外の分野も含め、個人の自主性を重んじた自己啓発を勧奨し、個々人のキャリア形成・リスキ

リングを支援。専門スキル教育と同様に動画・ｅラーニングを導入 

 

■語学研修 

オンライン英会話研修 

 

■海外研修 

海外物件視察、海外投資家動向調査等による海外不動産マーケットの調査等を行い、レポートを提出した

上、社内で報告会を実施 
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人権方針の制定及び人権尊重の取組み 

【原則 1】【原則３】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

当社は、「人権方針」を 2023年 11月に制定しました。本方針はESG推進協議会で協議した結果に外部の専

門機関からの助言を反映し、取締役会の承認を経て制定されています。 



運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

本方針に基づき、国際的な人権規範である「世界人権宣言」、国際労働機関（ILO）の「労働における基本的原則

及び権利に関する宣言」、「ビジネスと人権に関する指導原則」、人権・労働・環境・腐敗防止に関する普遍的な価

値を示した「国連グローバル・コンパクトの 10 原則」を支持・尊重します。本方針は、当社の全役職員に適用する

とともに、当社事業に関わる取引先等にも人権尊重の働きかけを行い、取組みを推進していきます。 

 

【人権尊重の取組みサイクルイメージ（人権DD）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

出典：中小企業のための人権デュー・ディリジェンス・ガイドライン（一部修正） 

                 上記のＰＤＣＡサイクルを毎年実施し、改善を継続 

 

【具体的な取組み】 

■人権の影響評価（負の影響の特定・評価） 

①自社の事業活動、取引関係等の確認及びステークホルダーの特定 

②人権課題の洗い出し 

③人権課題の優先順位付け 

 

■予防・軽減措置の実行（社内環境・制度の改善、社内教育・研修の実施等） 

特定した人権課題に対し、その予防・軽減措置を内容とする実施計画を策定 

 

■モニタリング・実効性評価 

①実効性評価に必要な指標を設定 

②人権DDの実施状況をモニタリング 

③人権DDの実効性を評価 

④実効性評価の結果を今後の人権DDに反映 

 

■情報開示 

人権に関する取組み状況については、GARホームページを通じて適宜情報開示 

 

■相談窓口の設置 

全ての役職員及び当社の事業に関連するステークホルダーを対象として、人権及び各種ハラスメントに関す

る相談・通報を受け付ける社内窓口を設置 

社内窓口においては受付時間の制限はなく、匿名で通報可能 

また、通報者の保護に関しては、不利益な取り扱いが行われないよう配慮 

 



運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

■ 三井物産・イデラパートナーズ株式会社 
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地域社会との共生に向けた取り組み 

【原則３】【原則5】 

イベントへの協賛や会場提供などを通じ地域コミュニティの振興を支援している。また、投資法人みらいの保有物

件内に従業員向けの保育園を誘致するなど地域の人々が働きやすい・暮らしやすい環境の整備に努めている。 

 

（2023年の事例） 

・ 地域交通機関が進める健康増進・環境に配慮した施策の実証実験に参加 

・ 地域教育機関や施設に対しスポーツ用品や児童向け書籍を寄贈 

・ 地域スポーツチームとの共同イベントを実施 

・ 地域イベント等への会場提供 

・ 地方時自治体からの要請に伴い、新型コロナウイルス感染症陽性者のうち軽症患者の受入施設として保有物件

の貸出を実施。 

 

（従前の事例） 

・ 地域イベント等への会場提供（羽田空港機能強化に関する住民説明会、東京都環境局主催イベント、テロ対策訓

練、新型コロナウイルスワクチン接種会場の提供 等） 

・ 地域イベントへの協賛（保有物件の夏祭りイベント、なら燈火会、ブラインドサッカーWGP 等） 

・ 地域社会の環境整備に資するサービス提供（児童福祉法に基づく放課後等デイサービス、保有物件内への保育

園設置 等） 

・ 地域交通機関が進める健康増進・環境に配慮した施策の実証実験に参加 
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環境認証の取得・補助金を活用した環境対応工事の実施 

【原則 1】【原則２】【原則6】【原則7】 

投資法人みらいの保有物件に対する環境認証の取得を推進しており、保有物件全体の環境認証取得率向上を目

指している。また、環境対応工事に対する支援制度を積極的に利用しており、補助金を活用した改修工事等を進めて

いる。 

 

（環境認証の取得物件） 

・ 品川シーサイトパークタワー（オフィス） 

・ 新宿イーストサイドスクエア（オフィス） 

・ 東京フロントテラス（オフィス） 

・ 川崎テックセンター（オフィス） 

・ MIテラス名古屋伏見（オフィス） 

・ MIテラス仙台広瀬通り（オフィス） 

・ BizMiiX淀屋橋（オフィス） 

・ 愛媛ビル・広島（オフィス） 

・ ミ・ナーラ（商業施設） 

・ 六甲アイランドディストリビューションセンター（インダストリアル不動産） 

 

（環境対応工事の事例） 

・ 空調台数制御装置の効率化改修工事（利用制度：二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金） 

・ 空調設備ベアリング等及びインバータ交換工事（利用制度：電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補

助金） 
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・ バックヤード照明LED化工事（利用制度：電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金） 

・ エアハンドリングユニット更新工事（利用制度：二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金） 

 299-FY2023-03  

投資法人本位の業務運営に関する方針の策定・開示 

【原則 1】【原則２】【原則7】 

2017年3月に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、当社の顧客である投資法人

みらいの投資主に向けた「投資法人本位の業務運営に関する方針」を策定している。同方針は当社のウェブサイトに

掲載している他、定期的に同方針に基づく活動実績を開示している。 

 299-FY2023-04  

従業員の働きやすい職場環境の整備 

【原則３】【原則4】【原則5】 

アニバーサリー休暇や看護休暇、介護休暇等の休暇制度や時差出勤・テレワーク等の仕組みを整備。また、第三者

による従業員満足度調査も定期的に実施しており、従業員が働きやすい職場環境の整備に取り組んでいる。 

 299-FY2023-05  

GRESBリアルエステイト評価の取得 

【原則 1】【原則２】【原則6】【原則7】 

責任投資原則（PRI）を主導した欧州の主要年金基金グループを中心に 2009 年に創設された不動産セクターの

環境・社会・ガバナンス（ESG）配慮を測る年次のベンチマーク評価である GRESB（Global Real Estate 

Sustainability Benchmark）に参加。 

総合スコアのグローバルでの相対評価により 5段階の評価が付与され、投資法人みらいは 2023年GRESBリ

アルエステイト評価において、4 スターを取得。また、評価基準である「マネジメント・コンポーネント」及び「パフォーマ

ンス・コンポーネント」の両方で50%以上の評価を受けた参加者に付与されるGreen Starの評価も取得している。 

加えて、ESG 情報開示の充実度を測る GRESB 開示評価においても、ESG 情報開示の取組みが高く評価さ

れ、最上位の「A レベル」の評価を取得。 

 299-FY2023-06  

再生可能エネルギー由来の電力を導入 

【原則 1】【原則５】 

運用物件において再生可能エネルギー由来の電力導入を進めており、新宿イーストサイドスクエアにおいては

100%再生可能エネルギー由来の電力への切り替えを実施。また、今後もポートフォリオ物件にて再生可能エネルギ

ー由来の電力導入を継続的に検討していく。 

 299-FY2023-07  

環境パフォーマンス目標の設定及び実績値の開示 

【原則 1】【原則２】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

「サステナビリティ基本方針」に基づき、環境パフォーマンスに関する目標値を設定。目標に向けた実績値をウェブ

サイト上にて継続的に開示している。また、実績値の一部については第三者保証を実施している。 

【環境パフォーマンス目標】 

・ ポートフォリオのGHG（温室効果ガス）排出原単位を今後5年で 5％削減する。 

・ ポートフォリオのエネルギー消費原単位を今後5年で 5％削減する。 
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 299-FY2023-08  

グリーンファイナンス実施に向けた体制整備及びグリーンファイナンスの実行 

【原則 1】【原則２】【原則5】【原則6】【原則7】 

グリーンファイナンス・フレームワークを新たに作成。当該フレームワークについては株式会社日本格付研究所より

「Green 1 (F)」の評価を取得し、内容を投資法人みらいウェブサイトにて公表している。 

2023年 12月に当該フレームワークに即した新たにグリーンローンの実行（10億円）を予定。 

 

（従前の事例） 

2021 年 11 月に当該フレームワークに基づき投資法人みらい初となるグリーンファイナンス（グリーンローン及び

グリーンボンド）を実行している。 

 299-FY2023-09  

サステナビリティ基本方針の制定及びサステナビリティ推進会議の実施 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

“「みらい」が創る、世界の未来”という理念に基づき、サステナブル（持続可能）な社会を実現するため、新たに「サ

ステナビリティ基本方針」を制定し、同方針に基づいてESGに関する取組みを行う。 

※ サステナビリティ基本方針：https://3476.jp/ja/esg/index.html 

 

また、代表取締役副社長を推進責任者として常勤取締役、各部長及びコンプライアンスオフィサーが参加する「サ

ステナビリティ推進会議」を設置。原則として 3か月に 1回以上開催し、サステナビリティに関する具体的な目標や施

策、各種取組みの検討を行っている。 

 299-FY2023-10  

ESGに関する積極的な情報開示の実施 

【原則 1】【原則５】【原則７】 

投資法人及び運用会社のＥＳＧに関する取組みや方針について、投資主をはじめとしたステークホルダーに対して

わかりやすく開示するため、サステナビリティレポートを発行し、GRIスタンダードに沿った対照表を併せて開示。 

 299-FY2023-11  

TCFD提言への賛同及び取組み 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則５】【原則６】【原則７】 

気候変動に関する情報開示を推進するため、2023 年２月に「気候関連財務情報開示タスクフォース

（TCFD）」への賛同を表明。ウェブサイトにてリスクシナリオ分析や定性評価を行い、弊社のリスク項目やその

管理体制、指標等を開示。 

 

https://3476.jp/ja/esg/index.html
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■ SBI リートアドバイザーズ株式会社 

 303-FY2023-01  

マテリアリティの特定 

【原則 1】【原則 3】【原則６】【原則７】 

当社が運用する日本リート投資法人は、中長期的に投資主価値の安定的成長を目指すという運用理念に基

づき、2020 年 12 月に環境・社会・ガバナンス（ESG）の視点を取り入れた、以下のサステナビリティ上のマテリ

アリティ（重要課題）を特定しました。 

それぞれの課題に目標を設定し、目標達成に向けPDCAを回し順次達成することで、2015年に国連で採択

された「SDGs（持続可能な開発目標）」という世界共通の社会的課題の解決と本投資法人の中長期的成長の実

現を図ります。 

 

【環境】 

気候変動への対応/エネルギー効率の向上（SDGs:7,13） 

■エネルギー消費量の減少 

・ 短期的には、ポートフォリオ全体において、毎年 1%の原単位の低減を目標とする 

・ 中長期的には、ポートフォリオ全体おいて、5年間で 5%の原単位の低減を目標とする 

 

■GHG排出量の減少 

・ エネルギー消費量の削減目標に従い、短期的には、ポートフォリオ全体において、毎年 1％の原単位の

低減を目標とする 

・ エネルギー消費量の削減目標に従い、中長期的には、ポートフォリオ全体において、2021 年～2025

年の 5年間で 5%の原単位の低減を目標とする 

 

水資源への対応（SDGs:6） 

・ ポートフォリオ全体において、2017 年以降の 10 年間において年平均 0.5%の水消費原単位の低減を

目標とする 

 

廃棄物管理（SDGs:11,12,14） 

・ ポートフォリオ全体において、2017年以降の 10年間において 70%の廃棄物リサイクル率を目標とする 

 

サステナビリティに関する外部認証への対応（SDGs:11） 

・ GRESBなど外部評価機関への参加を通じたサステナビリティ活動の改善実施を目指す 

・ グリーンビルディング認証の取得割合向上を目指す 

 

【社会】 

テナントの安心・安全の確保/快適性の向上/サステナビリティ意識向上（SDGs:3,4,8，10，11,17） 

・ テナントアンケートに基づいたテナントの快適性向上を目指す 

・ 防災対策の実施を継続する 

・ プロパティマネージャー等の管理業務委託先に対するサステナビリティ研修の継続実施を継続する 

・地域により異なる慣行である敷金について、保証会社を利用した敷金減額サービスの提供により、資金の

事業投資への活用を可能とし、地域や企業間での事業機会の不平等をなくし、テナントのイノベーションと

雇用創出に貢献することを目指す 

 

コミュニティへの貢献（SDGs:11,17） 

・ サイクルポートの設置や、地域消防等との連携を通じた災害に対するレジリエンスの向上等、コミュニティ

への貢献を継続する 

 



運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

ステークホルダーエンゲージメントと適時適切な情報開示（SDGs:17） 

・ 財務情報/非財務情報の適時適切かつ積極的な情報開示とステークホルダーとの建設的な対話を通じた

強固な信頼関係の構築を目指す 

 

人材育成・ 働きがいのある職場づくり（SDGs:4,5,8） 

・ キャリア開発や資格取得の支援、研修の実施による人材育成を継続する 

・ フレックス制度、時間単位有給制度、テレワーク環境の整備、育児休業制度等による、働きやすい環境の

維持・向上を目指す 

 

【ガバナンス】 

ガバナンスの充実（SDGs:16） 

・ 役員の第三者や多様性を重視したガバナンス体制の構築と、委員会や外部委員、コンプライアンス専任

チームの設置等による投資主利益に主眼をおいた体制の維持・強化を目指す 

・ コンプライアンス意識の向上を通じた法令遵守の徹底を目指す 

・ 利害関係人等との取引に関する利益相反排除等の適切なリスク管理を通じて、経営の健全性及び事業

継続に対するリスクの未然防止を図る 

・ 内部監査を通じた内部統制プロセスの実効性確保を目指す 

 303-FY2023-02  

GRESBリアルエステイト評価への参加 

【原則 1】【原則 5】【原則６】【原則７】 

GRESB は、不動産会社・ファンドの環境・社会・ガバナンス（ESG）配慮を測る年次のベンチマーク評価及び

それを運営する組織の名称であり、責任投資原則（PRI）を主導した欧州の主要年金基金グループを中心に

2009年に創設されました。 

当社が運用する日本リート投資法人は、2023年 GRESB リアルエステイト評価において、総合スコアのグロ

ーバル順位により 5 段階で格付される GRESB レーティングで「3 スター」を取得しました。また、ESG 推進の

ための方針や組織体制などを評価する「マネジメント・コンポーネント」と保有物件での環境パフォーマンスやテナ

ントとの取組等を評価する「パフォーマンス・コンポーネント」の双方において優れた参加者であることを示す「グ

リーンスター」の評価を 2017年の初参加以来、7年連続で獲得しました。さらに、ESG情報開示の充実度を測

る GRESB 開示評価においても、ESG 情報開示の取り組みが高く評価され、最上位の「A レベル」の評価を取

得しました。 

毎年実施される GRESB評価でのスコア維持・向上を目指すことにより、ESGへの具体的な取り組みを促進

しています。 

 303-FY2023-03  

環境認証の取得 

【原則２】【原則 5】【原則 6】【原則 7】 

当社が運用する日本リート投資法人が保有する物件では、以下の通り、合計 28 物件、ポートフォリオの

48.0%（延床ベース）において環境認証を取得しています。 

 

環境認証取得ビル： 

合計 28物件、延べ床面積約 19.6万m2（ポートフォリオ全体に占める比率：約 48.0%） 

 

DBJ Green Building認証： 

合計 2物件、延べ床面積約 2.8万m2（ポートフォリオ全体に占める比率：約 6.9%） 

 

CASBEE不動産評価： 
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合計 5物件、延べ床面積約 6.1万m2（ポートフォリオ全体に占める比率：約 15.1%） 

 

BELS認証評価： 

合計 21物件、延べ床面積約 11.5万m2（ポートフォリオ全体に占める比率：約 28.1%） 

 

中小低炭素モデルビル： 

合計 5物件、延べ床面積約 2.1万m2（ポートフォリオ全体に占める比率：約 5.3%） 

 

※1. 2023年 11月 30日時点 

※2. 比率は、日本リート投資法人が保有する物件の総延べ床面積 408,807.72 m2に対する比率です。 

※3.環境認証を複数取得している物件は、合計値の計算では 1物件として算出しています。 

 303-FY2023-04  

グリーンボンドの発行 

【原則 1】【原則２】【原則 5】【原則 6】【原則 7】 

当社が運用する日本リート投資法人が 2021 年 8 月にグリーンボンド（無担保投資法人債（特定投資法人債

間限定順位特約付））（発行額 20億円、利率 0.670%、年限：10年）を発行しました。 

資金使途となりうる基準を満たすグリーンプロジェクトの選定に際しては、資産運用会社の代表取締役社長、

投資運用本部長、財務企画本部長などで構成されるサステナビリティ推進会議を開催し、適格グリーンプロジェ

クトの評価、資金使途と適格クライテリアとの適合性を検討し決定します。 

グリーンボンドの発行は、日本リート投資法人の更なるサステナビリティ活動の強化と共に、ESG 投資に関心

のある投資家層の拡大を通じて、資金調達手段の拡充を目的としております。 

 303-FY2023-05  

再生可能エネルギー由来電力への切り替えについて 

【原則 1】【原則２】【原則 5】【原則 6】【原則 7】 

当社が運用する日本リート投資法人の保有する「ラ・ベリテ AKASAKA」、「ピジョンビル」、「大宮センタービ

ル」において、再生可能エネルギー由来電力の使用開始により、使用電力由来の CO2 排出量を実質ゼロにして

おります。 

「ピジョンビル」においては、バイオマス発電（FIT）による再生可能エネルギー、「ラ・ベリテ AKASAKA」は、

水力発電による再生可能エネルギー、「大宮センタービル」では全電源平均電力に FIT 非化石証書および再エ

ネ指定の非 FIT非化石証書を組み合わせた実質再生可能エネルギー由来電力で電力をまかなっております。 

日本リート投資法人は、持続可能な社会の実現を目指し、環境負荷の低減及びステークホルダーとの連携・協

働に努めることを基本方針としています。今後も保有するビルの環境・省エネ対策やエネルギー利用効率化をは

じめとするサステナビリティへの取組みを進めていきます。 

 303-FY2023-06  

LED照明の導入によるエネルギー削減について 

【原則６】【原則７】 

当社が運用する日本リート投資法人の保有物件について、補助金制度等を利用しながら積極的に LED 照明

の導入を進めエネルギー削減に努めており、合計 50 物件、ポートフォリオの 29.3％（延床ベース）で LED 化

対応を行っております。 

共用部及び賃室等の一般的な照明器具及び非常用照明器具（誘導灯や非常灯）を LED化することにより、 

電気消費量を削減すると共に、明るく過ごしやすい環境を提供しています。 

※1. 2023年 9月 30日時点 

※2. 比率は、日本リート投資法人が保有する物件の総延べ床面積 408，807.72 m2に対する比率です。 
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 303-FY2023-07  

ESG研修の開催 

【原則４】【原則５】【原則６】 

定期的に社内役職員および PM（プロパティ・マネジメント）会社向けに外部講師を招いた ESG 研修を開催

し、最新の動向を知ると共に ESGへの理解を深め、ESG推進に向けた意識向上を図っております。 

 303-FY2023-08  

TCFDへの賛同および TCFDコンソーシアムへの加入 

【原則 1】【原則２】【原則５】【原則６】【原則７】 

当社は 2022 年 12 月に TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース、Task Force on Climate-

related Financial Disclosures）提言への賛同を表明しました。また、国内賛同企業による組織である

TCFDコンソーシアムへ加入しました。 

当社は気候変動への対応/エネルギー効率の向上をマテリアリティ（重要課題）の一つとして特定しており、

TCFDの開示推奨項目に基づき、情報開示の拡充を進めてまいります。 

 303-FY2023-09  

「省エネルギーセンター会長賞」の受賞 

【原則２】【原則５】【原則６】【原則７】 

一般財団法人省エネルギーセンター主催の「省エネ大賞」は、事業者や事業場等において実施した他者の模

範となる優れた省エネ取り組みや、省エネルギー性に優れた製品並びにビジネスモデルを表彰するもので、例

年、経済産業省より後援や賞状授与（経済産業大臣賞、資源エネルギー庁長官賞、中小企業庁長官賞）が行わ

れています。 

西新宿三晃ビルでは、2022 年度の省エネ大賞において「省エネルギーセンター会長賞」を受賞。築 34 年が

経過した西新宿三晃ビルにおいて、ESG 取り組みの指針となるサステナビリティ方針をもとに、施主と施工業者

が密に連携し、都市型テナントビルにおける ZEB モデルケースを確立した事例として、設計値ベースで原油換

算値 57.59 kL/年のエネルギー削減を達成し、ZEB改修モデルケースを確立した点において評価されました。 
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■ ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社 

 309-FY2023-01  

ESG推進体制の整備、マテリアリティの設定・開示 

【原則 1】【原則 4】【原則７】 

ジャパンエクセレントアセットマネジメント株式会社及び当社が資産運用を受託しているジャパンエクセレント

投資法人は、不動産投資運用事業における環境、社会、ガバナンス（ESG）配慮の重要性を認識するとともに、

企業の社会的責任として持続可能な社会の実現を目指し、環境負荷の低減及びステークホルダーとの連携・協

働に努めます。 

 

そのため以下のサステナビリティ方針を定め、取組みを行っております。 

 

1. 環境負荷の低減 

(1) 省エネルギーと CO2排出抑制 

運用する不動産において、エネルギー効率を高める運用改善や、省エネルギーに資する設備の導入など

を推進し、省エネルギーとCO2排出抑制に貢献します。 

(2) 資源の有効活用 

節水に係る取組みや、廃棄物削減のための 3R（リデュース、リユース、リサイクル）の推進により、循環型

社会の実現への貢献に努めます。 

 

2. ステークホルダーとの連携・協働 

(1) 従業員の教育・啓発 

サステナビリティに係る取組みを推進するため、ESG 研修などの教育・啓発活動の実施により、環境等に

関する意識の高い従業員の育成に努めます。 

(2) 社外関係者との連携 

テナントやプロパティ・マネジメント会社などと連携し、環境負荷の低減に取り組むと共に、地域コミュニテ

ィとの交流の促進に努めます。 

(3) 情報開示 

投資主、テナント、取引先等の様々な関係者に対し、サステナビリティに係る方針や取組状況の積極的な

開示に努めます。 

 

また、サステナビリティへの取組を組織的に推進するため、社長・本部長をはじめとする主要メンバーで構成

するサステナビリティ会議を設置し、目標の設定や取組状況のモニタリングを定期的に行う社内体制を構築して

います。加えて、気候変動への対応をはじめとするサステナビリティ課題に関わる取組みを一層推進するため

に、2022年 4月に職制外組織として「サステナビリティ推進室」を設置しました。サステナビリティ推進室が中心

となり、本投資法人の持続的な成長につなげるための企画を立案し、全社横断的にサステナビリティ活動をマネ

ジメントすることにより、取組みを一層強化していきます。 

 

上記サステナビリティ方針に基づき、環境、社会、ガバナンス（ESG）配慮の重要性を認識するとともに、企業

の社会的責任として持続可能な社会の実現を目指していくために、マテリアリティ(重要課題)を設定しておりま

す。マテリアリティへの対応を通じて、SDGs（持続可能な開発目標）への貢献と本投資法人の中長期的な成長

の実現を図ります。 

＜ESG基本方針＞ 
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https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/ 

＜マテリアリティ（重要課題）と SDGs＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/material.html 

 309-FY2023-02  

GRESB(グローバルリアルエステイトサステナビリティベンチマーク)リアルエステイト評価への参加 

（9 年連続で「Green Star」、4 年連続で最高位の「5 スター」を取得、2 年連続で日本・オフィス・上場

部門「第１位」を獲得） 

【原則 1】【原則２】【原則 4】【原則７】 

当社が資産運用を受託するジャパンエクセレント投資法人は、2023年 GRESB リアルエステイト評価(※)に

おいて、9年連続で「Green Star」の評価を取得いたしました。また、総合スコアの順位により 5 段階で評価さ

れる「GRESB Rating」では、4 年連続で最高位「5 Star」を取得、2 年連続で日本・オフィス・上場部門「第１

位」を獲得いたしました。 

 

GRESB は、欧州の年金基金グループが創設した不動産会社・運用機関のサステナビリティ配慮を測るベン

チマークであり、欧米・アジア の主要機関投資家が投資先を選定する際などに活用しています。 

 

(※)「Green Star」は、2つの評価軸（ESG推進のための方針や組織体制などを評価する「マネジメント・コンポーネント」

及び保有物件での環境パフォーマンスやテナントとの取組等を評価する「パフォーマンス・コンポーネント」）の双方に

おいて、得点率が 50%を超える高評価の場合に付与されます。また、「GRESB Rating」は総合スコアのグローバル

順位による格付であり、「5 Star」は上位 20％の参加者に付与されます。 

 

＜外部評価＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/gri.html 

 309-FY2023-03  

「MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数」への組入れ 

【原則 1】【原則 4】【原則７】 

当社が資産運用を受託するジャパンエクセレント投資法人は、「MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指

数」における 2021年 5月の構成銘柄見直しにより、同指数に組み入れられました。本指数への組入れが、本投

資法人の投資口の流動性向上や更なる投資家層の拡大に寄与するものと考えています。 

 

「MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数」は、MSCI ジャパン IMI 指数構成銘柄の中から、環境

(Environment)・社会(Social)・ガバナンス（Governance）に優れた企業を選別して構成される指数です。な

お、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）のパッシブ運用を行う際の ESG 指数の一つに選定されていま

す。 

 

＜外部評価＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/gri.html 

 309-FY2023-04  

グリーンボンドの発行、グリーンローンの実行、サステナビリティローンの実行、およびサステナビリティファ

イナンス・グリーンファイナンスフレームワークの策定 

【原則 1】【原則２】【原則 5】【原則 6】 

https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/
https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/material.html
https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/gri.html
https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/gri.html
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当社が資産運用を受託するジャパンエクセレント投資法人は、2018年 8月にオフィス系 J-REIT初となる

グリーンボンド・フレームワークに基づくグリーンボンドを発行、同年 9月には、J-REIT初となる国際ガイドライ

ンである「グリーンローン原則」に準拠したグリーンローンによる借入れを行うなど、ESG活動推進の観点から

環境性能に優れた資産の取得資金の調達をこれまで行って参りました。 

2020年 9月にこれまでの環境性能に加え社会的課題の解決を目指した資産の取得資金の調達を目的と

し、国際資本市場協会（ICMA）のサステナビリティボンド・ガイドライン等に適合する「サステナビリティファイナ

ンス・フレームワーク」を新たに策定するとともに、サステナビリティ適格資産に「赤坂インターシティAIR」を選定

し、J-REITとして初めて、サステナビリティローンとしての借入れを実行しました(2022年 9月に借換済み)。

2020年 10月には、第 2回グリーンボンドを 50億円発行しております。 

 

＜サステナビリティローン＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-

14e852f1a392275bdf80dcc4fc9424c294186bff.pdf 

 

https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-

c91913503d8acff9d2549d9c0625d86f6416d627.pdf 

 

＜第 2回グリーンボンド＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-

469b52d200a70254bc051209f59b5e2b4c2304c2.pdf 

 

さらに、これまでのグリーンボンド・フレームワークをグリーンファイナンス・フレームワークへ更新し、投資法

人債だけでなく借入金も適用対象とすること、併せて資金使途をグリーン適格資産の取得資金だけでなく環境

改善に資する改修工事にも充当できるよう拡張し、2021年 11月～12月にグリーン・シンジケートローン、

2022年 11月～12月にグリーンローンによる資金調達を行いました。 

 

＜グリーン・シンジケートローン＞ 

(2021年 11月～12月実行分) 

https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-

61770c7cc63c8a1fe9cffdef7acfef82bd3b7aff.pdf 

 

＜グリーンローン＞ 

(2022年 11月実行分) 

https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-

a67918ee13b1c0161f8caffe77f97f8cb69ede1f.pdf 

 

(2022年 12月実行分) 

https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-

8188b656b3dadc1cbc6c93bc2591fc069c980f23.pdf 

 309-FY2023-05  

責任投資原則(PRI)への署名 

【原則 1】 

当社は、責任投資原則（PRI：Principles for Responsible Investment）の基本的な考え方に賛同し、

2020年 7月に署名機関として認証されました。 

https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-14e852f1a392275bdf80dcc4fc9424c294186bff.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-14e852f1a392275bdf80dcc4fc9424c294186bff.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-c91913503d8acff9d2549d9c0625d86f6416d627.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-c91913503d8acff9d2549d9c0625d86f6416d627.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-469b52d200a70254bc051209f59b5e2b4c2304c2.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-469b52d200a70254bc051209f59b5e2b4c2304c2.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-61770c7cc63c8a1fe9cffdef7acfef82bd3b7aff.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-61770c7cc63c8a1fe9cffdef7acfef82bd3b7aff.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-a67918ee13b1c0161f8caffe77f97f8cb69ede1f.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-a67918ee13b1c0161f8caffe77f97f8cb69ede1f.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-8188b656b3dadc1cbc6c93bc2591fc069c980f23.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-8188b656b3dadc1cbc6c93bc2591fc069c980f23.pdf
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「責任投資原則（PRI）」とは、6 つの原則及びそれを実現するための国際的な投資家ネットワークのことを言

い、国連環境計画・金融イニシアティブ （UNEP FI）及び国連グローバル・コンタクト（UNGC）によって推進さ

れています。 

PRI では、ESG の視点を投資の意思決定プロセスに取り込むことが提唱されており、これらの視点を投資の

意思決定に取り込むことで、受益者の長期的な投資パフォーマンスを向上させ、従来以上に受託者責任を果た

すことを目指しています。 

 

＜プレスリリース＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-

653b7c8b8285880fcf9f586c6dd078c3e00fde1b.pdf 

 309-FY2023-06  

ESGに関する情報開示の推進、ESGレポートの発刊・改訂 

【原則 1】【原則 4】【原則７】 

当社及び当社が資産運用を受託するジャパンエクセレント投資法人は、グルーバルなサステナビリティ報告規

準であるGRIスタンダードを参照し、投資主をはじめとするステークホルダーの皆様に対し、サステナビリティに

係る方針や ESGに関する取組状況の積極的な開示に努めております。 

また、サステナビリティ方針に基づいてこれまで実施してきた ESG 取組をまとめた「ESG レポート」を 2020

年 11月に初めて発刊し、基本年 2回の頻度で定期的に内容をアップデートしております。 

 

＜GRIスタンダード対照表＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/gristandard.html 

 

＜ESGレポート(2023年 6月改訂版)＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/assets/file/esg_report.pdf 

 309-FY2023-07  

保有物件における使用電力切替によるCO2排出量削減取組みについて 

【原則 6】 

当社が資産運用を受託するジャパンエクセレント投資法人は、保有するビルの電力切替により、CO2 排出量

の削減に取り組んでおります。2023年 10月末日時点で、全 34物件（底地 1物件を除く）のうち 23物件（賃

貸可能面積ベースで 66.6%、物件数ベースで 67.6%）で対応を実施しております。 

 

＜プレスリリース＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-

87380a1baf8fef4934a9e78e8318b59c1fa63048.pdf 

 309-FY2023-08  

保有物件の環境認証取得 

【原則２】【原則 6】【原則 7】 

https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-653b7c8b8285880fcf9f586c6dd078c3e00fde1b.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-653b7c8b8285880fcf9f586c6dd078c3e00fde1b.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/gristandard.html
https://www.excellent-reit.co.jp/assets/file/esg_report.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-87380a1baf8fef4934a9e78e8318b59c1fa63048.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-87380a1baf8fef4934a9e78e8318b59c1fa63048.pdf
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当社が資産運用を受託するジャパンエクセレント投資法人が保有する物件において、以下の通り DBJ 

Green Building認証、CASBEE不動産評価、BELS評価等の環境認証の取得を行っております。 

 

＜ 環境認証の取得状況 ＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/gri.html 

 309-FY2023-09  

社会・地域コニュニティへの取組 

【原則３】【原則４】【原則 5】 

当社及び当社が資産運用を受託するジャパンエクセレント投資法人では、テナントやプロパティ・マネジメント

会社の方々、物件の所在する地域や社会全体、また、本投資法人を運営する資産運用会社の従業員が、重要な

ステークホルダーであると考え、以下のような取組みを行っております。 

 

＜取組事例＞ 

・ テナント満足度調査 

・ 地震被災度判定システムの導入 

・ エレベーター内の防災キャビネットの設置 

・ 災害時にテナントに提供する簡易トイレ・ランタン等の備蓄 

・ エコキャップ運動 

・ 認定NPO法人への災害用備蓄食料の寄贈 

・ 運用会社従業員向けの資格取得支援、満足度調査、サステナビリティ・コンプライアンス・人権等の社内研修 

・ ハラスメントなど従業員の職場に関する苦情などを匿名で受け付ける相談窓口を設置 

・ 一部オフィスビルにて、地域イベント等の開催に共用部スペースを提供 

・ 災害対策・託児所の設置など社会的側面での地域貢献(赤坂インターシティAIR) 

・ 社員持投資口会制度の導入 

・ 階層別従業員研修制度の導入 

 

＜社会への取組＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/social.html  

https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/gri.html
https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/social.html
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＜ESGレポート＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/assets/file/esg_report.pdf 

 309-FY2023-10  

2050年度CO2排出量削減目標の設定について 

【原則 1】【原則 4】【原則 6】 

当社が資産運用を受託するジャパンエクセレント投資法人は、気候変動への対応は重要な社会的課題の１つ

であり、脱炭素社会に貢献することは社会的使命であると認識しています。今般、国内外における気候変動対策

が加速する中、2021年度に設定した 2030 年度目標(2013 年対比で原単位▲46%削減)に加え、 

2023年 1月に新たな CO2排出量削減目標を下記の通り設定しました。 

 

＜CO2排出量削減新規目標＞ 

2050年度CO2排出量ネットゼロ 

 

＜プレスリリース＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-

af539b3f95d080d42902f9db815961d3a18d6167.pdf 

 309-FY2023-11  

気候変動への対応 

【原則 1】【原則 4】【原則 6】 

当社は、気候変動問題が自然環境と社会構造に劇的な変化をもたらし、当社及び当社が資産運用を受託す

るジャパンエクセレント投資法人の経営とビジネス全体に重大な影響を与える課題であると認識し、気候変動に

関するリスクと機会への対応、および気候関連課題への事業・戦略のレジリエンス（強靭性・回復力）等に係る取

組に関する基本方針と、社内体制等を規定する「気候変動対応規則」および「気候変動対応に係る実施要領」を

定めております。これらに基づき、気候変動への取組を具体的に進めていくとともに、TCFD 提言に基づく気候

変動関連の情報開示の拡充に向けて順次対応を進めております。2021年度には、気候関連のリスク・機会を特

定し、その財務的影響を定性的に評価するシナリオ分析を実施し、2022 年度には、定性的シナリオ分析にて特

定・評価したリスクと機会のうち特に重要かつ文献等によって試算が可能であった項目について、定量的財務影

響分析を行い、2023年 2月に本投資法人のホームページにて開示をしました。 

 

＜気候変動への取組＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/weather.html 

 309-FY2023-12  

運用会社における人権方針の策定 

【原則３】【原則４】 

2023 年 2 月に人権についての活動方針を定めました。全役職員（契約社員・派遣社員含む）へコンプライア

ンス研修等を通じて周知徹底を図り、その遵守に努めています。 

 

＜社会への取組＞ 

https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/social.html  

 

https://www.excellent-reit.co.jp/assets/file/esg_report.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-af539b3f95d080d42902f9db815961d3a18d6167.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/file/news-af539b3f95d080d42902f9db815961d3a18d6167.pdf
https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/weather.html
https://www.excellent-reit.co.jp/ja/esg/social.html
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■ オールニッポン・アセットマネジメント株式会社 

 313-FY2023-01  

ESG投資商品の開発 

【原則２】 

地域銀行の地域銀行による地域銀行のための独立系運用会社として、環境問題等で地球が自力で回復をす

ることができない限界点にくることがないよう SDGs（持続可能な開発目標）に留意し、ESG の E（環境）・S（社

会)・G（企業統治）を資産運用にて対応していきます。 

 

【特徴】 

地域銀行は多資産運用（世界分散投資）により安定収益を目指す中で、SDGs・ESG に配慮した投資が可能

となります。 
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■ 住商リアルティ・マネジメント株式会社 

 318-FY2023-01  

① グリーンボンドの発行 

【原則 1】【原則２】【原則５】【原則６】 

当社が資産運用業務を受託している「SOSiLA 物流リート投資法人（SLR）」は、J-REIT 初の取組みとして、IPO

当初からグリーンファイナンス・フレームワークの策定を行うなど、グリーンファイナンスによる資金調達を通じて、

ESG に配慮した資産運用の更なる推進を目指しています。 

2023 年 6 月に、ESG に関する取組みをより一層推進するとともに、ESG 投融資に関心を持つ投資家層の拡大

を通じた資金調達基盤の強化を目指すため、第 2 回のグリーンボンドとして 30 億円の投資法人債を発行しました。 

グリーンファイナンスで調達した資金は、以下のいずれかの適格クライテリアを満たすグリーン適格資産の既存若

しくは新規資産の取得資金（取得予定を含む）、グリーン適格資産の改修工事資金又はそれらに要した借入金（グリ

ーンローンを含む）・投資法人債（グリーンボンドを含む）の返済・償還資金に充当されます。 

 

＜適格クライテリア＞ 

●グリーンビルディング 

下記のいずれかの認証を取得済又は今後取得予定の物件 

・ CASBEE 認証における B+ランク、A ランク、又は S ランク 

・ DBJ Green Building 認証における 3 つ星、4 つ星、又は 5 つ星 

・ BELS 認証における 3 つ星、4 つ星、又は 5 つ星 

・ LEED 認証における Silver、Gold 又は Platinum 

 

●工事改修 

保有資産に係る、以下のいずれかをみたす改修工事 

・ CO2、エネルギー、水等の使用量又は排出量の削減等、環境面において有益な改善を目的としたもの（従

来比 10％以上の使用量又は排出量の削減効果が見込まれるもの） 

・ 上記適格クライテリアを満たす環境認証の取得、再取得、又は 1 段階以上の改善 

 

●省エネルギー設備 

設備空調機器の更新、照明器具の LED 化及び蓄電システムの導入に関する費用（従来比 10％のエネルギー

削減効果が見込まれるもの） 

 

●再生可能エネルギー 

再生可能エネルギー発電設備の取得又は設置（なお、保有物件の敷地内又は屋上に設置するものをいいま

す。） 

 

SLR のグリーンファイナンスの詳細については以下のウェブサイトをご参照ください。 

https://sosila-reit.co.jp/ja/esg/greenfinance.html 

 

第 2 回のグリーンボンドの詳細については以下のウェブサイトをご参照ください。 

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2979/ir_material4/209244/00.pdf 

 318-FY2023-02  

② 従業員の育成 

【原則４】 

当社では、従業員の育成の一環として、下記の取組みを始めました。 

 

https://sosila-reit.co.jp/ja/esg/greenfinance.html
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2979/ir_material4/209244/00.pdf
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① 社員表彰制度 

ＥＳＧへの積極的な取組みをし、社会及び会社の持続的成長に貢献した従業員や、新規開拓だけでなく、職務

上の創意工夫など優れた功績をあげた従業員を、「社長賞」として年 1 回表彰しています。 

 

② ボランティア休暇 

従業員の社会貢献活動を企業として積極的に支援し、社会参画による社内外のネットワークの構築、人的成

長の機会を提供するため、ボランティア休暇を年間最大 5 日付与し、半日単位の取得も可能としています。 

 

③ ESG 関連研修 

従業員の ESG に関連する専門知識の習得ならびに ESG への取組みに対する意識向上、多様性を尊重する

社風の醸成等を目的として、外部講師を招いて ESG 研修、D＆I 研修を定期的に実施しております。 

 318-FY2023-03  

③ 環境認証の取得 

【原則２】【原則５】【原則６】【原則７】 

当社の運用する物件において、下記の環境認証を取得しています。 

 

① CASBEE 

CASBEE(建築環境総合性能評価システム）とは、2001 年 4 月に国土交通省住宅局の支援のもと産官

学共同プロジェクトとして建築物の総合的環境評価研究委員会が設立され、建築物の環境性能を評価す

ることを目的に創設された制度です。省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮

はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建築物の品質を総合的に評価するシステムです。

当社で運用する SOSiLA シリーズの物流物件複数が、当認証を取得しています。 

 

CASBEE 取得物件 11 件（2023.9.29 現在） 

SOSiLA 横浜港北、SOSiLA 相模原、SOSiLA 春日部、SOSiLA 川越、SOSiLA 西淀川Ⅰ、

SOSiLA 海老名、SOSiLA 西淀川Ⅱ、LiCS 成田、SOSiLA 板橋、SOSiLA 尼崎、SOSiLA 八潮 

 

② BELS 

BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）とは、第三者機関が建築物の省エネルギー性能を評価・表示する公

的制度です。2016 年 4 月より、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）におい

て、不動産事業者等は建築物の省エネ性能を表示するように努めることが求められています。当社で運用する

SOSiLA シリーズの物流物件複数が、当認証を取得しています。 

 

BELS 取得物件 11 件（2023.4.3 現在） 

SOSiLA 横浜港北、SOSiLA 相模原、SOSiLA 春日部、SOSiLA 川越、SOSiLA 西淀川Ⅰ、

SOSiLA 海老名、SOSiLA 西淀川Ⅱ、LiCS 成田、SOSiLA 板橋、SOSiLA 尼崎、SOSiLA 八潮 

 

③ DBJ Green Building 認証 

DBJ Green Building 認証とは、環境・社会への配慮がなされた不動産（“Green Building”）を支援するた

めに、2011 年 4 月に株式会社日本政策投資銀行（DBJ）が創設した認証制度です。本制度は対象物件の環境

性能に加えて、防災やコミュニティへの配慮等を含む様々なステークホルダーへの対応を含めた総合的な評価

に基づき、社会・経済に求められる不動産を評価・認証し、その取組みを支援するものです。その結果は星の数

（★★★★★ ～ ★）により表示されます。 

 

DBJ Green Building 取得物件 1 件（2023.4.3 現在） 

SOSiLA 横浜港北 

 



運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。 

https://sosila-reit.co.jp/ja/esg/environment.html 

 

その他、私募リートや私募ファンドの物件においても、環境認証の取得を進めております。 

 318-FY2023-04  

④ 多様なアセットへの投資 

【原則 1】【原則２】【原則３】 

当社は３つのビジネスライン（上場リート、私募リート、私募ファンド）を持つ資産運用会社です。 

当社が資産運用業務を受託している「SOSiLA 物流リート投資法人（SLR）」は物流に特化、「SC リアルティプライ

ベートリート投資法人（SCRP）」は総合型、そして私募ファンドも合わせて多様なアセットを運用しております。幅広

いアセットへの不動産投資・運用を通じて、環境や社会への配慮に取り組み、持続可能な地域社会の形成をサポート

しています。 

 318-FY2023-05  

⑤ GRESB への参加 

【原則 1】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

当社が運用を行うSOSiLA物流リート投資法人（SLR）は、2023 年のGRESBリアルエステイト評価において、

総合スコアのグローバル順位により 5 段階で格付される GRESB レーティングで最上位の「5 スター」を取得しまし

た。また、優れた参加者であることを示す「グリーンスター」の評価を 3 年連続で獲得しました。さらに、ESG 情報開

示の充実度を測る GRESB 開示評価（上場参加者のみ）においても、最上位の「A レベル」 の評価を取得しました。 

当社が運用を行う SC リアルティプライベート投資法人（SCRP）は、GRESB レーティングで「4 スター」 を取得し

ました。また、優れた参加者であることを示す「グリーンスター」の評価を 3 年連続で獲得しました。 

 

詳細は以下のニュースリリースをご参照ください。 

https://www.sumisho-rm.co.jp/news/pdf/20231003.pdf 

 318-FY2023-06  

⑥ PRI をはじめとする、国際イニシアティブへの賛同・署名 

【原則 1】【原則５】【原則６】【原則７】 

世界的に ESG の潮流が日々加速する中、気候変動リスクなどのグローバルな課題に対する社会的要請に応える

べく、以下の国際イニシアティブへ賛同・署名を行っております。 

 

1. 責任投資原則（PRI）への署名 

２. TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への賛同 

３．TCFD の国内賛同企業による組織 TCFD コンソーシアムへの加入 

 

弊社 HP に詳しく掲載しておりますので、ご参照ください。 

https://www.sumisho-rm.co.jp/esg/certifications.html 

 318-FY2023-07  

⑦ 上場リートの監督性向上 

【原則６】【原則７】 

従前当社の上場リート事業部長が、当社が資産運用業務を受託している「SOSiLA 物流リート投資法人（SLR）」

の執行役員を兼務する体制を取っていました。この度同投資法人の執行役員と当社の上場リート事業部長（運用の

https://sosila-reit.co.jp/ja/esg/environment.html
https://www.sumisho-rm.co.jp/news/pdf/20231003.pdf
https://www.sumisho-rm.co.jp/esg/certifications.html
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責任者）は異なる体制となりました。執行役員による運用の監督機能性はより高められています。 

 318-FY2023-08  

⑧ ESG 重要課題（マテリアリティ）の特定 

【原則 1】【原則２】【原則３】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

当社、SOSiLA 物流リート投資法人（SLR）、及び SC リアル ティプライベート投資法人(SCRP)は、世界的潮流

の変化に適応し、ステークホルダーの期待に応え、持続可能な社会の実現へ貢献するため、マテリアリティを特定し

ました。 

 

マテリアリティ特定のプロセスは以下の通りです。 

Step1 社会課題の抽出と整理 

サステナビリティ開示フレームワーク及び評価機関等で取り上げられている課題を幅広く抽出し、ス

テークホルダーが関心を持つ項目を識別。抽出した課題に対し、住友商事グループのマテリアリティ

及び重要社会課題と整合しているかを確認。 

 

Step2 当社役職員の意見集約 

ESG 推進タスクフォースを通じて、当社の各部役職員の意見を集約し、経営層で協議。外部専門コ

ンサルによるレビューも実施。 

 

Step3 ESG 推進委員会への付議・承認 

ESG 推進に関する意思決定機関である ESG 推進委員会において審議がなされ、最終決定権限

者兼 ESG 推進委員会委員長の承認により決定。 

 

特定した 7 つのマテリアリティと取り組みの内容は以下の通りです。 

 

 重要課題（マテリアリティ） 取り組み 

E 

① 気候変動の緩和 ・ エネルギー消費や CO2排出の削減などの配慮 

② ポートフォリオのグリーン化 ・ GRESB、CASBEE、DBJ Green Building 認証、BELS

等のグリーンビル認証取得の推進 

S 

③ 人材育成 ・ 充実した研修プログラムの提供 

・ 資格取得支援 

・ チームワークを重視した不動産のプロフェッショナルの育成 

④ ダイバーシティ・エクイティ& 

インクルージョン 

・ 多様な人材が中長期的に活躍できる職場環境の整備 

・ 人権の尊重 

・ ワークライフバランスの実現に向けた継続的な就業支援 

⑤ テナント満足度向上と 

地域社会への貢献 

・ テナント満足度の高い施設の提供及び運営 

・ テナント、PM、BM などの関係者との協働による環境・社会

配慮 

・ 地域コミュニティへの貢献と配慮 

G 

⑥ 投資家とのエンゲージメントと 

信頼されるガバナンス 

・ 投資家への情報開示と建設的対話の推進 

・ 投資家から信頼されるガバナンス体制の充実 

⑦ コンプライアンス・リスク管理の 

徹底 

・ リスク管理に関する監督と対応 

・ 法令順守のための内部管理体制の適切な運用 

 

詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。 

https://www.sumisho-rm.co.jp/company/materiality.html 

 318-FY2023-09  

https://www.sumisho-rm.co.jp/company/materiality.html


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

⑨ ネットゼロポリシーの策定について 

【原則 1】【原則６】 

当社、SOSiLA 物流リート投資法人（SLR）、及び SC リアル ティプライベート投資法人(SCRP)は、2020 年 4

月に ESG 方針を定め、不動産投資運用事業を通じ、環境負 荷の低減をはじめとする、ESG に関する一連の取組

みを進めてまいりましたが、今般取組みをより一層強 化すべく、ESG 方針のうち「気候変動への対策」を見直し、温

室効果ガスの排出量を極力ゼロにするネッ トゼロポリシーを策定しました。これに基づき、環境目標のうち、エネル

ギー及び温室効果ガスの削減 目標を見直してまいります。 

 

ESG 方針の改訂内容は以下の通りです。（下線部分を修正） 

1.気候変動への対策 

運用不動産におけるエネルギー利用の効率化・削減に努め、温室効果ガス排出量を極力ゼロに近づ

けることにより、カーボンニュートラル化の実現を目指します。また、再生可能エネルギーの重要性を

認識し、活用の機会についても検討します。 

 

詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。 

https://www.sumisho-rm.co.jp/esg/index.html 

 318-FY2023-10  

⑩ DE&I 方針の策定について 

【原則 1】【原則３】【原則４】【原則５】【原則６】 

当社は、不動産投資運用会社として「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン（以下、DE&I）」を取り組むべ

き重要な課題（マテリアリティ）の一つとして新たに DE&I 方針を策定いたしました。 

 

DE&I 方針は以下の通りです。 

当社は、不動産投資運用会社として、「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン（以下、

DE&I）」推進を重要な経営課題ととらえ、性別・国籍・年齢・障がいの有無や、キャリア・パーソナリテ

ィ・価値観などの違いを尊重し、多様な従業員一人ひとりが持てる能力を十分発揮できる良好な職場

環境をつくることを目指し、以下の通り DE&I に係る基本的な方針を定め、実践していきます。 

 

1.多様な人材が中長期的に活躍できる職場環境の整備 

性別・国籍・年齢等によらず優秀な人材の確保を進め、適切な配置・育成、各々の従業員に合わせ

たキャリア・能力開発支援を行うことで、あらゆる人材がプロフェッショナルとして力を発揮し、中長

期的に活躍できる職場環境を整えます。 

 

2.人権の尊重 

いかなる差別も撤廃し、互いの個性を尊重し、高め合い、チームの力を最大限に発揮できる職場風

土をつくります。 

 

3.ワークライフバランス実現のための就業支援 

育児や介護、障がいなど、個人の置かれた状況や特性に配慮し、どのような場合でも最大限に力を

発揮できるよう継続的な就業支援を行います。 

 

詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。 

https://www.sumisho-rm.co.jp/esg/dei-policy.html 

 

SOSiLA 物流リート投資法人（SLR）、及び SC リアル ティプライベート投資法人(SCRP)の以下ウェブサイトも

あわせてご参照ください。 

https://www.sumisho-rm.co.jp/esg/index.html
https://www.sumisho-rm.co.jp/esg/dei-policy.html
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SOSiLA 物流リート投資法人（SLR）： https://sosila-reit.co.jp/ 

SC リアルティプライベート投資法人（SCRP）： https://scrp.co.jp/ 

 

https://sosila-reit.co.jp/
https://scrp.co.jp/
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■ しんきん証券株式会社 

 319-FY2023-01  

グループ全体での SDGs推進に向けた取り組み・社内共有 

【原則 1】【原則７】 

2019年 9月に策定した「信金中央金庫グループ SDGs宣言」を踏まえ、信金中央金庫およびグループ会社

の役員で構成する「グループ SDGs 推進協議会」を定例的に開催し、気候変動を含む SDGs に係る方針･取り

組み状況等について協議することとしております。 

当該協議会において議題となった事項を全役職員が共有できるよう情報を継続的に発信しており、SDGs に

係る理解度の深耕を進めております。 

 319-FY2023-02  

環境関連金融商品の販売 

【原則 1】【原則２】【原則４】【原則５】 

当社は、信金中央金庫およびグループ会社と協働のもと、お客さまの ESG 投資への取り組みを支援するた

め、ESGをテーマとした「しんきんESG低炭素フォーカス日本株ファンド」を設定･販売しているほか、2023年

には独立行政法人国際協力機構（サステナビリティボンド）・住友三井オートサービス株式会社（サステナビリティ

ボンド）・東京電力リニューアブルパワー株式会社（グリーンボンド）・中国電力株式会社（トランジションボンド・ト

ランジションリンクボンド）を引受･販売しております。 

 319-FY2023-03  

被災地（地域金融機関）支援への取り組み 

【原則３】 

当社は、自然災害（令和 5 年 7 月:東北地区大雨災害）により店舗に被害があった信用金庫に対して、お客

さまへの迅速な対応･店舗早期復旧に向けた支援･義援金拠出を行いました。 

 319-FY2023-04  

地域社会の持続的な繁栄に向けた取り組み 

【原則４】 

2019年9月に策定した「信金中央金庫グループSDGs宣言」において、「地域の持続的繁栄」「あらゆる人々

の幸福」「地球環境の保全」を重要テーマに掲げ、SDGs達成に向け信用金庫業界全体の取り組みを推進してお

ります。 

 319-FY2023-05  

女性の活躍推進への取組み 

【原則４】 

弊社は、「女性活躍推進計画」を策定し、女性社員も活躍しやすい職場環境づくりへの取り組みを実施してお

ります。 

2021 年 11 月には、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」において、「継続就業」、「労働時間等の働き

方」、「多様なキャリアコース」の 3 つの基準で優良な企業と認定され、2 段階目の 2 つ星を取得いたしました。

今後も、より一層女性の活躍を推進するとともに、男女全ての社員が活躍できる働きやすい職場環境づくりに努

めてまいります。 

 319-FY2023-06  
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環境負荷軽減への取り組み 

【原則５】 

弊社は、2020年 7月に公益財団法人交通エコロジー･モビリティ財団が認証･登録を行う「エコ通勤」優良事

業所認証を取得しており、役職員に対してエコ通勤に関する理解度向上と積極的なエコ通勤に係る取り組みを

継続的に推進しております。 

 319-FY2023-07  

統合報告書の発行 

【原則６】 

信金中央金庫グループは、信金中央金庫の統合報告書においてグループ全体の財務情報および非財務情報

を発信しております。 
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■ 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント 

 320-FY2023-01  

ESG課題に対する取組み方針制定、イニシアティブへの署名 

【原則 1】【原則６】【原則７】 

日本プライムリアルティ投資法人の中長期的な安定成長のためには、「環境」「社会貢献」「ガバナンス」などの

社会からの要請に応えることが不可欠です。当社は社会の持続可能性（サステナビリティ）向上への取組みにつ

いて、「サステナビリティ方針」を策定しています。 

 

サステナビリティ方針 

当社は企業理念（誠実と責任）をもとに、 ステークホルダー（投資家やテナント等）と対話・協働して、社会およ

び投資運用業の持続的な発展に貢献するとともに、日本プライムリアルティ投資法人の投資主価値の最大化を

目指します。 

 

テナントへの取組み 

テナントへ誠実で責任ある対応をするとともに、独自の新しい価値の提供と満足度の向上に努めます。 

 

環境への取組み 

環境問題の重要性を認識し、運用資産のマネジメントを通し環境負荷の低減を目指します。 

➢ 省エネルギー・温室効果ガスの削減を推進します。 

➢ 水資源の有効活用や廃棄物の 3R（リユース・リデュース・リサイクル）化に努めます。 

➢ 環境に関する情報の積極的な開示に取り組みます。 

 

地域コミュニティへの取組み 

運用資産を通して地域コミュニティとの連携に取り組み、地域の価値向上に貢献します。 

 

従業員への取組み 

従業員一人一人を尊重して働きやすい職場の実現を推進し、プロフェッショナルとしての専門性を高めます。 

 

社会への取組み 

法令および社会のルールを遵守し、高い倫理観をもって、透明性および客観性を重要視して事業に取り組み

ます。 

 

また、以下のイニシアティブへの署名および参加を行っています。 

・「責任投資原則（PRI）」への署名 

・「21世紀金融行動原則」への署名 

・「TCFD」提言への賛同 

・「国連グローバル・コンパクト（UN GC）」への署名（東京建物グループ） 

 320-FY2023-02  

温室効果ガス排出量削減目標の SBTiによる認定取得 

【原則 1】【原則５】【原則７】 

日本プライムリアルティ投資法人と当社は、気候変動への対応は重要な社会的課題のひとつであり、脱炭素社

会に貢献することは社会的使命であると認識しています。また、本投資法人のマテリアリティでは「気候変動への

対応」を特定し、課題解決に向けた取組みを推進するなか、温室効果ガス（GHG）排出量削減目標において、
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Science Based Targets イニシアティブ（SBTi）による認定を取得しました。本投資法人の認定されたGHG

排出量削減目標は下記の通りです。 

2030年目標（2019年基準）：46％（Scope1+2） 

2050年目標（2019年基準）：ネットゼロ(Scope1+2+3) 

なお、本投資法人では 2030年までに Scope3を含めた GHG 総排出量 46.2％削減（2019 年比）とい

う、より対象範囲を拡大した目標を設定しています。 

 320-FY2023-03  

ウェブサイトにおける情報開示の充実 

【原則 1】【原則６】【原則７】 

情報開示の充実が不動産投資信託証券市場の発展・成否に大きな影響を与えるという認識の下、「コンプライ

アンスの重視と適時かつ適切な情報開示、積極的な IR 活動による透明性の高いファンド運営、社会と投資主か

らの信頼獲得」を推進する方針としています。 

かかる見地より、当社は常に投資家の視点に立った公平な開示を行うことに努めています。 

 

日本プライムリアルティ投資法人および当社はウェブサイトにおいて情報開示を行なっています。 

■当社のウェブサイト 

https://trim-reit.com/ 

■日本プライムリアルティ投資法人のウェブサイト 

https://www.jpr-reit.co.jp/ 

■サステナビリティレポート 

https://www.jpr-reit.co.jp/file/report-ed098c38e0b84be41a6afb747d6751f7fc0997a2.pdf 

 320-FY2023-04  

GRESB、CDP評価への参加 

【原則 1】【原則６】【原則７】 

GRESBへの参加 

当社が運用する日本プライムリアルティ投資法人は、2023年GRESBリアルエステイト評価において総合ス

コアでの相対評価による「GRESB レーティング」（5 段階評価）で、最上位である「5 スター」を 5 年連続で取得

しました。併せて、本投資法人のサステナビリティに係る取り組みは「マネジメント・コンポーネント」および「パフォ

ーマンス・コンポーネント」の両面において優れていると評価され、「Green Star」の評価を 10 年連続で取得し

ました。GRESB 開示評価（ESG 情報開示レベルの評価）についても、最上位である「A レベル」の評価を 6 年

連続で取得しました。 

 

CDPへの参加 

CDP 評価は、リーダーシップレベル（A、A-）、マネジメントレベル（B、B-）、認識レベル（C、C-）、情報開示レ

ベル（D、D-）の 8 段階で付与されます。日本プライムリアルティ投資法人の 2022年の評価では「A-」のスコア

を取得しました。 

 320-FY2023-05  

MSCIジャパン ESGセレクト・リーダーズ指数への組入れ 

【原則 1】【原則６】【原則７】 

本指数は、MSCIジャパン IMI トップ700指数構成銘柄の中から、ESG評価に優れた企業を選別して構成

される指数であり、定期的に MSCI 社による ESG 格付や時価総額等に基づき構成銘柄の見直しが行われて

https://trim-reit.com/
https://www.jpr-reit.co.jp/
https://www.jpr-reit.co.jp/file/report-ed098c38e0b84be41a6afb747d6751f7fc0997a2.pdf
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います。2021 年 5 月から、当社が 資産運用を受託する日本プライムリアルティ投資法人は不動産業種におい

て本指数に組入れられています。 

 320-FY2023-06  

環境認証の取得推進 

【原則２】【原則５】【原則６】 

環境認証の取得状況 

日本プライムリアルティ投資法人では、環境負荷が低く持続可能性の高いポートフォリオを目指し、環境認証

取得率向上に取り組んでいます。 

取得状況は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

【特徴】 

本投資法人の保有物件における環境認証の取得（4スター又はA ランク以上）カバー率を 2030年度までに

80％以上に引き上げていく方針です。 

 320-FY2023-07  

再生可能エネルギーの導入 

【原則５】 

日本プライムリアルティ投資法人では、エネルギー効率の高い設備への改修や運用方法改善などの環境・省

エネルギー対策に取り組む一方、再生可能エネルギーを導入し GHG 排出量削減を推進しています。2023 年

6 月時点において、電力需給契約による調達により 14 物件、非化石証書による調達により 18 物件で導入して

います。今後は区分所有物件などへも、関係者と協議のうえ導入を推進していきます。 

 320-FY2023-08  

サステナビリティファイナンス・グリーンファイナンスへの取組み 

【原則２】【原則５】【原則７】 

日本プライムリアルティ投資法人は、サステナビリティファイナンス及びグリーンファイナンス実施のために、「サ

ステナビリティボンド・ガイドライン 2021」、「グリーンボンド原則 2021」、「ソーシャルボンド原則 2021」等に基

づいて、サステナビリティファイナンス・フレームワークを策定しました。 

これまでのファイナンス状況は以下の通りです。 

グリーンファイナンス調達残高：180億円（グリーンボンド 120億円、グリーンローン 60億円） 

サステナビリティファイナンス調達残高：20 億円（サステナビリティボンド 14 億円、サステナビリティローン

6億円） 

（2023年 6月時点） 

 

なお、本投資法人は調達資金が残存する限り、ウェブサイト上で調達資金の充当状況及び調達資金の残高が

サステナビリティ適格負債額及びグリーン適格負債額を超過していないことを開示します。 

https://www.jpr-reit.co.jp/ja/sustainability/e_green_finance.html#c4 

 320-FY2023-09  

 

https://www.jpr-reit.co.jp/ja/sustainability/e_green_finance.html#c4
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社会への取組み 

【原則３】【原則４】【原則７】 

当社および日本プライムリアルティ投資法人は、投資主をはじめテナント、取引先、地域社会、当社従業員など

多種多様なステークホルダーとの関連を有しています。ステークホルダーと長期にわたる良好な関係を構築する

ため、誠実と責任感をもって以下の取組みを行っています。 

 

■テナントへの取組み 

・安心安全に配慮した質の高いサービスの提供 

・定期的なテナント満足調査と課題の改善 

・管理水準向上への取り組み（JPRベストパフォーマンスアワード表彰制度） 

 

■安心安全への取組み 

・地震/自然災害対策 

 

■地域コミュニティへの取組み 

・保有物件での地域活動/当社の清掃・文化活動 

 

■サプライチェーンマネジメント 

・外部委託先の選定 

・サステナブル調達基準の運用 

 

■人権の尊重 

 

■当社従業員への取組み 

・人材開発の推進 

・働きがいのある職場環境づくり 

・健康とワークライフバランス 

 

■投資主・投資家への取組み 

・ディスクロージャーポリシー 

・IRに係る活動 
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■ 大和ハウス・アセットマネジメント株式会社 

 324-FY2023-01  

サステナビリティ方針の策定、サステナビリティ推進体制の確保 

【原則 1】 

大和ハウスリート投資法人（以下、「本投資法人」）及び当社（資産運用会社）は、大和ハウスグループの「共に

創る。共に生きる。」の基本姿勢を共有し、不動産投資運用業務に ESG への配慮を組み込むことは本投資法人

の基本方針である中長期にわたる安定した収益の確保と資産の着実な成長に資すると考え、サステナビリティ

方針を策定しています。 

本投資法人の成長戦略においては、事業価値（経済的価値）と社会価値（非財務的価値）を掛け合わせること

で投資主価値の最大化を図ることとしています。 

またサステナビリティ推進体制規程において、社内体制、ステークホルダーとの協働、情報開示方針等を定め

適切な推進体制の確保を図るとともに、サステナビリティ委員会を毎月 1回以上開催し、サステナビリティに係る

目標や施策を検討し、各種施策の実行に取り組んでいます。 

 

サステナビリティ方針・推進体制 

https://www.daiwahouse-reit.co.jp/ja/sustainability/approach/policy.html 

 

【特徴】 

社会価値（非財務的価値）の向上戦略として以下を掲げています。 

・GRESB、CDPなど第三者機関からの ESG評価の向上 

・GHG排出量の削減 

・生物多様性保全の推進 

・当社の人的資本経営、健康経営の推進による資産運用リスクの低減 

・サステナビリティ指標連動報酬の導入による ESG推進のコミットメント 

 324-FY2023-02  

イニチアティブ等への賛同 

【原則 1】【原則５】 

本投資法人及び本資産運用会社は、サステナブルな社会の実現に向けて、「気候変動」「人権」「ダイバーシテ

ィ、エクイティ＆インクルージョン」「生物多様性への対応」が重要な社会課題であると考えており、これらに係る

以下のイニシアティブへ参加することで今後も社会課題の解決に積極的に取り組む方針です。 

 

・ 国連グローバル・コンパクト（UNGC） 

・ 責任投資原則（PRI） 

・ 気候変動イニチアティブ（JCI） 

・ 再エネ 100宣言 RE Action 

・ Race To Zero 

・ 企業と生物多様性イニチアティブ（JBIB） 

・ 生物多様性のための 30by30アライアンス 

 324-FY2023-03  

TCFD提言に基づく開示 

【原則 1】【原則７】 

TCFD は企業等に対して、気候変動関連リスク及び機会に関する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と

目標」について把握・開示することを推奨しています。当社は、TCFD 提言への賛同を表明するとともに、国内賛

https://www.daiwahouse-reit.co.jp/ja/sustainability/approach/policy.html
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同企業による組織である「TCFDコンソーシアム」へ加入しました。 

「戦略」においては、2°C未満シナリオ及び４°Cシナリオの複数シナリオに基づく分析、2030年を想定した気

候関連リスク・機会に伴う本投資法人の事業への影響の分析を行い、2030 年度に 2020 年度比で GHG 総

排出量を 42％削減すること及び 2050 年のネットゼロを長期目標に掲げ、その達成に向けた施策別削減率を

含めたロードマップを策定しています。 

 

【特徴】 

本投資法人は、2030 年度までの GHG 排出削減目標を策定し、これらの目標が、パリ協定が求める水準と

整合し科学的な根拠に基づくものであるとして、J-REITで初めて SBTiによる認定を取得しました。 

 

TCFDに係る補足説明資料 

https://www.daiwahouse-reit.co.jp/file/ir_news-

3eb1966f18ec378378b159fe45f816b05f30ef58.pdf 

 324-FY2023-04  

環境への取組み 

【原則３】【原則６】 

当社は、省エネルギー、GHG排出削減等を重要な環境課題として認識し、省エネルギー、GHG排出削減、サ

ステナブル調達、節水、廃棄物管理に関わるポリシーを策定しています。また、保有物件の環境負荷低減の取組

みについての客観性、信頼性を高めるため第三者による外部認証の取得を進めています。さらに、生物多様性

保全への取組みを始めています。 

 

■エネルギー消費量の削減目標（中長期目標） 

GHG排出量（Scope1+2）  2020年度比 2030年度 排出量 42%削減、２０５０年度ネットゼロ 

GHG排出量（Scope3）    2020年度比 2030年度 排出量を算定し削減、2050年度ネットゼロ 

エネルギー使用量        2017年度比 2027年度 原単位を 10%削減 

水使用量              2017年度比 2027年度 原単位以下に削減 

廃棄物管理             2017年度比 2027年度 リサイクル率向上 

 

上記目標を達成するために以下の取組みを実践しています。 

・ 物流施設及び商業施設に太陽光発電パネルを設置し、再生可能エネルギーを活用 

・ 施設照明の LED化を推進 

・ 雨水を利用した潅水システム及び自動潅水タイマー設置 

・ テナントへ廃棄物抑制の啓発、エシカル消費の紹介 

・ 内部炭素価格（ICP）の見直し、活用 

・ 非化石証書の購入 等 

 

■環境認証の取得状況 ※2023年 10月 2日時点 

 取得物件数 
認証取得割合 

（延床面積ベース） 

環境認証取得合計 68 69.6% 

DBJ Green Building認証 20 32.2% 

CASBEE不動産評価認証 38 42.8% 

BELS評価 56 59.5% 

 （うち ZEB評価） 8 15.4% 

https://www.daiwahouse-reit.co.jp/file/ir_news-3eb1966f18ec378378b159fe45f816b05f30ef58.pdf
https://www.daiwahouse-reit.co.jp/file/ir_news-3eb1966f18ec378378b159fe45f816b05f30ef58.pdf
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LEED 1 3.3% 

JHEP認証 1 0.7% 

ABINC認証 1 0.7% 

 

■生物多様性の保全への取組み 

・ 大和ハウスグループの「サプライチェーン サステナビリティ ガイドライン」に沿った資材調達 

・ 生物多様性に関する環境認証（JHEP認証、ABINC認証）の取得 

・ 生物多様性イニチアティブへの賛同 

・ 商業施設において、共用部のゴミ袋を本来ごみとして廃棄される使用済ストレッチフィルムのリサイクルご

み袋を使用することでプラスチックごみ削減を実施 

 

【特徴】 

エネルギー消費量等の実績値 

https://www.daiwahouse-reit.co.jp/ja/sustainability/environment/environment-

performance.html 

サプライチェーン サステナビリティ ガイドライン 

https://www.daiwahouse.co.jp/sustainable/csr/pdfs/csr_procurement_guidelines.pdf 

 324-FY2023-05  

社会への取組み 

【原則 1】【原則５】【原則６】 

■人権の尊重 

大和ハウスグループでは、企業倫理綱領において「人権の尊重」を定め、あらゆる人の尊厳と基本的人権を尊

重し、人種・国籍・民族・性別・性的指向・性自認・障がいの有無・年齢・信条・社会的身分などを理由とした一切

の差別を行いません。 

 

■労働基準 

当社では、現状で労働組合は組織されていませんが、全従業員に対して憲法の定めるところの「結社の自由」

を認めています。また、法令に定める最低賃金を上回る賃金の支払いを行うとともに、物価も考慮した生活水準

の向上につながる賃金の支払いを行い、同一労働・同一賃金を遵守した報酬体系を適用し、性別の違いで差異

を設けていません。 

 

■地域活動支援 

本投資法人が保有する施設において、地域活動支援の一環として催事等のイベントを開催しています。 

・ カスタリア目黒かむろ坂 ： パーティールームを子ども食堂開催の場として提供 

・ フォレオ大津一里山 ： 献血場所、行政相談所、警察イベント、園児絵画展示等 

・ GRANODE広島 ： 敷地内の「エキキターレ」をイベント広場として提供 

イベント開催に必要なインフラ整備などが評価され、2020年の「第 17回ひろし 

ま街づくりデザイン賞」を「街並み部門」において受賞 

 

■災害支援・レジリエンス 

BCP（事業継続計画）を重視し、災害・レジリエンスを考慮した取り組みを推進しています。 

・ フォレオ青梅今井 : 東京都青梅市と「災害時等における駐車場提供協力に関する協定」を締結 

本協定は、青梅市の区域内における災害時等（線状降水帯、台風その他の豪雨が 

発生した場合、または発生するおそれがある場合）に、地域住民等の車両の緊急避 

難先として、本物件の駐車場を地域住民等に無償で開放することを定めたもの 

・ アクロスモール新鎌ヶ谷 ： 大規模な地震等の災害が発生し、水道の給水が停止した場合に、近隣の被  

災者へ井戸水を提供できる井戸を「災害時協力井戸」として登録 

https://www.daiwahouse-reit.co.jp/ja/sustainability/environment/environment-performance.html
https://www.daiwahouse-reit.co.jp/ja/sustainability/environment/environment-performance.html
https://www.daiwahouse.co.jp/sustainable/csr/pdfs/csr_procurement_guidelines.pdf
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・ DPL流山Ⅰ ： 災害時等における「一時避難施設としての使用に関する協定」を締結 

・ ロイヤルパークスシーサー ： ハザードマップの危険度を考慮して手動設置型の防水パネルを設置 

 

■テナント・サプライチェーンの向けた取組み 

当社のサステナビリティ方針及び環境認証等の情報をまとめたサステナビリティ・ガイドをテナントに配布し物

件に掲示することで、テナントと社会課題を共有するとともに取り組みを推進しています。また、グリーンリース契

約を締結した一部の物件において、テナントと定期的に協議会を開催し、環境情報・削減目標の共有化を図って

います。 

自社のみならず物件の管理会社などの取引先に対しても大和ハウスグループが定める「サプライチェーン サ

ステナビリティ ガイドライン」の遵守を要請し、サプライチェーン全体で ESG推進を図っています。 

 

■投資家に向けた取組み 

常に投資家の視点に立ち、資産運用業務の透明性を確保し、投資家の自己責任原則に則った投資判断に資

するよう、迅速、正確、公平でわかりやすい情報開示に努めています。 

 324-FY2023-06  

人的資本・健康経営 

【原則４】 

当社では、サステナビリティ方針に「サステナビリティを推進するための社内体制を構築し、従業員の教育・訓

練を定期的に実施して人財の育成に取り組みます。また、安全かつ健康的に働くことのできる職場・多様な従業

員が柔軟に働ける職場作りを目指します。」を掲げ、以下の取組みを行っています。 

 

■人的資本の取組みを行い、人的資本価値の最大化を目指す 

・ 人財育成を推進していることを周知し、階層別、部署別スキルを明確にした上で研修実施及び資格取得の

推進 

・ 従業員への健康投資により、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化 

・ 会社と従業員、従業員同士の相互信頼関係を強化することによる組織のエンゲージメントの向上 

・ ワーク・ライフ・バランスとして、時間や場所にとらわれない多様な働き方の推進 

・ ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン 

 

■健康宣言 

当社は 2022 年 9 月に健康宣言を行いました。従業員の健康づくりに取り組むことは、従業員の活力向上や

生産性の向上など、組織全体の活性化をもたらし、業績向上や組織としての価値向上へ繋がると期待されます。 

・ ワーク・ライフ・バランスの推進 

・ 健康リテラシーの向上 

・ 定期健康診断受診促進および二次検針未受診者への個別受診推奨の実施 

・ 感染症予防の徹底 

 

■健康優良法人 2023（中小規模法人部門）及び「ブライト５００」に認定 

当社は、健康経営に関する経営理念・方針、組織体制、従業員の健康保持・推進対策、法令遵守・リスクマネジ

メント等に関する取り組みが評価され、「健康経営優良法人 2023（中小規模法人部門）」に認定されました。ま

た、「健康経営の取り組みに関する地域への発信状況」と「健康経営の評価項目における適合項目数」を加えた

評価において、中小規模法人部門の健康経営優良法人の上位 500 法人である「ブライト 500」にも認定されま

した。 

 324-FY2023-07  

CDP気候変動プログラム、GRESBリアルエステイト評価への参加 
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【他】 

■CDP評価 

本投資法人は、2022 年 CDP 気候変動プログラムに参加し、気候変動問題に対する取り組みと情報開示姿

勢が国際的に高い水準にあると認められ、2 年連続で最高評価である「A」のスコアを取得しました。なお、

2022年の気候変動A リストには日本企業から７４社が選出されました。 

 

■GRESB評価 

本投資法人は 2023 年 GRESB リアルエステイト評価において、2 年連続で最上位の「5 スター」及び 6 年

連続で「Green Star」の評価を取得するとともに、上場・総合型セクターにおいて初めて「グローバル・セクター

リーダー」に、総合型セクターにおいても「アジア・セクターリーダー」に選出されました。また、ESG 情報開示の

充実度を測るGRESB開示評価においても、5年連続で最上位の「A」の評価を取得しました。 

 324-FY2023-08  

公募債市場において世界初となるアニュアルパフォーマンス型サステナビリティ・リンク・ボンドの発行 

【原則 2】 

サステナビリティ・リンク・ボンドは、あらかじめ定めたサステナビリティに関する目標を達成するか否かによっ

て条件が変化する債券です。サステナビリティへの取組み結果を、債券の利率という経済的価値にも反映させる

新たな取組みとなります。SPT は、CDP 気候変動プログラムにおいて、本投資法人が最高評価である A リスト

企業に認定されることであり、CDP 気候変動プログラムの評価に応じて、利率が変動します。 

 

【特徴】 

本債権の適格性評価として株式会社日本格付研究所（JCR）より、環境省のグリーンローン及びサステナビリ

ティ・リンク・ローンガイドラインや国際資本市場協会（ICMA）のサステナビリティ・リンク・ボンド原則への適合性

等について確認を受けております。 

 324-FY2023-09  

サステナビリティレポートの発行、ESG専用サイトの構築 

【原則 7】 

本投資法人は、投資主をはじめ保有物件のテナントや地域社会、サプライチェーンのほかに当社の役職員及

びスポンサーを含む多様なステークホルダーとの関わりを通じ、事業活動を行っています。コミュニケーションツ

ールの一つとして、「サステナビリティレポート2023」を8月に発行しました。またESG専用サイトを構築し取組

みを公開しております。 

 

【特徴】 

サステナビリティレポート２０２3 

https://www.daiwahouse-reit.co.jp/file/esg_reports-

ccb320d582b73f3890c67ebb292ebb6d9ade820e.pdf 

ESG専用サイト 

https://www.daiwahouse-reit.co.jp/ja/sustainability/ 

 

https://www.daiwahouse-reit.co.jp/file/esg_reports-ccb320d582b73f3890c67ebb292ebb6d9ade820e.pdf
https://www.daiwahouse-reit.co.jp/file/esg_reports-ccb320d582b73f3890c67ebb292ebb6d9ade820e.pdf
https://www.daiwahouse-reit.co.jp/ja/sustainability/
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■ DBJアセットマネジメント株式会社 

 327-FY2023-01  

国連責任投資原則（UN PRI）への署名 

【原則 1】【原則２】【原則５】 

DBJ アセットマネジメント株式会社は、運用会社として 「ESG」(環境・社会・ガバナンス)に率先して取組むべ

きと考え、国連環境計画・金融イニシアティブ（UNEPFI）が提唱する「責任投資原則」（”Principles for 

Responsible Investment”,「PRI」 ）の趣旨に賛同し、2016 年 12 月に署名しました。 

 

当社は、資産運用業務を通じ、スチュワードシップ責任をより一層果たし、中長期的な資産価値・企業価値向

上や持続的成長の実現に貢献していくうえで、「ESG」(環境・社会・ガバナンス)を核とする責任投資の考え方を

業務運営上適切に取り入れ、責任投資の実践を推進しています。 

 

なお、PRI  2021 年評価では Investment and Stewardship Policy，Manager Selection, 

Appointment and Monitoring ，ならびに Real Estate にて最高評価となる 5 スター評価、

Infrastructureにて 4スター評価を受けております。 

 327-FY2023-02  

サステナビリティポリシーの策定 

【原則 1】【原則２】【原則７】 

DBJ アセットマネジメント株式会社は、最上位の経営規範である「業務運営基本方針」に定める原則に基づ

き、投資運用会社としてスチュワードシップ責任を的確に果たすための基本方針を「サステナビリティポリシー」と

して制定、公表しています。 

https://www.dbj-am.jp/fiduciary/sustainabilitypolicy.html 

 

長期的な投資収益拡大に向けてリスク・リターンの最適化を図る観点から、環境・社会・ガバナンス（ESG）の

要素を投資判断、モニタリング、リスク管理等の業務に統合し適切な態勢を構築するとともに、投資対象や関係

するステークホルダーに対し積極的に対話や働きかけを行い、投資家に対する受託者責任を果たすとともに、

ESG インテグレーションに係る取組方針を策定・推進するため、業務執行に携わるすべての役員が委員となる

「責任投資委員会」にて、取締役会の監督の下、全社レベルで PDCAを実施します。 

 327-FY2023-03  

日本版スチュワードシップ・コードの受入れ 

【原則４】【原則７】 

DBJ アセットマネジメント株式会社は、「『責任ある機関投資家』の諸原則 《日本版スチュワードシップ・コー

ド》」(以下「本コード」といいます。) を受け入れることを、2014年 8月に表明しました。 

また、2017年 5月及び 2020年 3月に、金融庁より本コードの改訂版が公表されたことを踏まえ、スチュワ

ードシップ活動についてより一層の説明責任を果たす観点から、当社受入表明についても所要の改訂を行い、

当社ホームページで公表しています。 

 

当社は、お客様である投資家の最善の利益を追求して良質な投資機会及び運用サービスを提供することを通

じ、その多様な運用ニーズに適切に応え、もって資金循環を活性化し我が国金融市場の発展に寄与することを

企業理念に掲げております。そして、この企業理念に基づき、投資先の企業価値の向上や持続的成長を促し、投

資収益の中長期的な拡大を実現することが当社にとってのスチュワードシップ責任であると考えています。 

https://www.dbj-am.jp/fiduciary/steward.html 

https://www.dbj-am.jp/fiduciary/sustainabilitypolicy.html
https://www.dbj-am.jp/fiduciary/steward.html
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 327-FY2023-04  

マテリアリティの特定 

【原則 1】 

DBJ アセットマネジメント株式会社は、DBJ グループの企業理念及び総合的な金融力を背景としつつ、「お客

様の最善の利益を追求し、良質かつ多様な投資機会及び運用サービスの提供を通じた金融市場の発展」を企業

理念に掲げています。企業理念の実現に向けて、 DBJAM の持続的な成長に必要となる、長期的に取り組むべ

き重要課題、すなわちマテリアリティを検討しました。 

DBJAMのマテリアリティは、DBJグループのマテリアリティを基盤とし、金融投資家を顧客とする運用会社と

しての視点を踏まえて特定しました。気候変動問題をはじめとする諸課題への対処を通じた脱炭素社会の実現

や、人権及び人的資本に関する課題を最重要課題の一つとして位置付けており、ステークホルダーとの協働（エ

ンゲージメント）を通じた対話の推進により、課題の解決に向けた取り組みを進めてまいります。 

 

今回特定したマテリアリティについて、毎年行っている全社ディスカッションのなかで議論を継続しながら社内

浸透を図るほか、事業計画と統合し、責任投資委員会において、取り組みの進捗を定期的にモニタリングするな

ど PDCAを展開し、外部環境の変化を踏まえつつ、定期的に見直しを図ってまいります。 

https://www.dbj-am.jp/fiduciary/materiality.html 

 327-FY2023-05  

研修を通じた人材育成 

【原則４】 

DBJ アセットマネジメント株式会社は、投資運用会社としての責務を持続的に果たすために最も重要な基盤

は「人財」であると認識しております。DBJAM の企業理念の浸透を図る研修を全役職員に対し実施しているこ

とに加え、スキル・ノウハウの向上に資する研修機会を積極的に提供するなど、投資運用会社に相応しいプロフ

ェッショナルの育成に取り組んでいます。 

 

2023 年度においては、2023 年に特定したマテリアリティについて共有し、長期的に実現したい当社の姿に

ついて執行役員を含む社員が所属、役職、年齢、性別等をシャッフルした小グループに分かれディスカッション

を実施し、会社全体で議論内容を共有しました。 

 327-FY2023-06  

GRESBリアルエステイト評価の取得 

【原則２】【原則６】【原則７】 

DBJ アセットマネジメント株式会社が運用する「DBJ プライベートリート投資法人」、「合同会社ジャパンコアイ

ンベストメント(投資物件：品川グランドセントラルタワー)」、及び「グリーンアセットインベストメント特定目的会社

（投資物件：日比谷パークフロント）」（以下「3 ファンド」といいます）は、「GRESB リアルエステイト」2023 年評

価において、総合スコアを 5段階で相対評価する「GRESB レーティング」（最上位は「5スター」）で最上位の「5

スター」を取得しました。このうち「グリーンアセットインベストメント特定目的会社」はオフィス用途において、アジ

ア地域のセクターリーダー※に選ばれました。また、当社が運用する 3 ファンドは、ESG 推進のための方針や

組織体制などを評価する「マネジメント・コンポーネント」と保有物件での環境パフォーマンスやテナントとの取組

等を評価する「パフォーマンス・コンポーネント」の双方において優れた参加者であることを示す「グリーンスター」

の評価を取得しました。 

https://www.dbj-am.jp/news/pdf/news_20231117.pdf 

 327-FY2023-0７  

DBJプライベート投資法人における SBTi認定取得 

https://www.dbj-am.jp/fiduciary/materiality.html


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

【原則 1】【原則３】【原則６】【原則７】 

DBJアセットマネジメント株式会社の運用する私募リート・DBJプライベートリート投資法人（DBPR）は、脱炭

素社会の実現に貢献すべく、ポートフォリオ全体の温室効果ガス（GHG）の排出削減に向けた取組を進めていま

す。この度、2030 年及び 2050 年における GHG 排出量について目標を設定し、当該目標が国際的なイニシ

アティブである SBTi（Science Based Targetsイニシアティブ）による認定を取得しました。 

DBPR は、環境・社会への配慮に優れ、将来にわたってサステナブルな施設と認められる物件への投資を基

本方針とし、これまでも保有物件における省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入等により GHG の排出

削減を進めてきましたが、引き続きこれらの取組を推進し、脱炭素社会において長期安定的に競争力を有する

良質なポートフォリオの構築を目指してまいります。 

 



運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

■ 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社 

 330-FY2023-01  

ESGへの取組み⽅針、環境イニシアティブへの賛同・署名 

【原則 1】【原則４】【原則７】 

当社は ESG への取組みを最重要の経営課題と位置付け、「ESG（環境・社会・ガバナンス）に関する方針」を

制定しています。ESG への取組みは、当社が資産運用を受託する三井不動産ロジスティクスパーク投資法人

（以下「MFLP」といいます。）の持続可能性や長期的な安定収益確保のために必要不可欠であるとともに、ステ

ークホルダーの皆様の利益に貢献するものと考えています。また、以下の ESG 関連イニシアティブへの賛同及

び署名を行っています。 

 

・ 「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」提言への賛同及び「TCFD コンソーシアム」への加入 

・ 「気候変動イニシアティブ（JCI）」への加盟 

・ 「21世紀金融行動原則」への署名 

 

ESGへの取組み方針： 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/approach/policy.html 

 

賛同するイニシアティブ・外部評価： 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/approach/initiative.html 

 330-FY2023-02  

GRESBリアルエステイト評価への参加 

【原則 1】【原則４】【原則５】【原則６】【原則７】 

MFLP は、総合スコアのグローバル順位により 5 段階で格付される GRESB レーティングで、2 年連続で最

高位である「5 Star」を取得し、ESG推進のための方針や組織体制などを評価する「マネジメント・コンポーネン

ト」と保有物件での環境パフォーマンスやテナントとの取組等を評価する「パフォーマンス・コンポーネント」の両

面において優れていると高く評価され、「Green Star」評価を 3年連続で獲得しました。 

また、ESG情報開示の充実度を測る GRESB開示評価においても、ESG情報開示の取組が高く評価され、

最高位の「A レベル」の評価を取得しました。 

 

賛同するイニシアティブ・外部評価： 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/approach/initiative.html 

 330-FY2023-03  

気候変動への取組み 

【原則 1】【原則５】【原則６】【原則７】 

当社では、中長期的な企業価値及び運用物件の資産価値の維持・向上やステークホルダーの皆様へ貢献す

るため「ESG（環境・社会・ガバナンス）に関する方針」を定め、ESG 対応を推進しています。気候変動への対応

は最重要課題の一つであると認識しており、気候変動レジリエンスポリシーを策定し、TCFD への賛同を行うと

ともに、「TCFDコンソーシアム」にも加入しました。併せて JCIへの加盟により、国内を中心に TCFD関連の情

報収集を図っています。また、TCFD 提言に基づき、「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」について開

示を行っています。 

 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/environment/index.html 

 330-FY2023-04  

環境負荷低減への取組み 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/approach/policy.html
https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/approach/initiative.html
https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/approach/initiative.html
https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/environment/index.html


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

【原則６】【原則７】 

MFLP は、「ESG（環境・社会・ガバナンス）に関する方針」における環境配慮についての基本的な考え方を踏

まえ、以下の環境KPIを設定し、最新の実績を開示しています。 

 

・ CO2排出原単位 

・ 水使用量原単位 

・ 廃棄物リサイクル率 

・ グリーンビルディング認証比率 

・ LED照明の導入比率 

・ グリーンリース導入比率 

 

環境KPI： 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/environment/kpi.html 

 

環境パフォーマンス実績及び取組み： 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/environment/performance.html 

 330-FY2023-05  

グリーンビルディング認証の取得 

【原則６】【原則７】 

MLFP は、ポートフォリオの環境リスクを低減するとともに中長期的な資産価値向上を図る目的で、ポートフ

ォリオ全体におけるグリーンビルディング認証の取得について、環境KPI記載の目標を掲げています。 

これまでも、MFLP は、積極的に ZEB 認証を含むグリーンビルディング認証を取得しており、2023 年 8 月

10日時点の物流不動産におけるグリーンビルディング認証取得実績は 96.6％で、ポートフォリオ全体における

グリーンビルディング認証取得実績は 93.1％です。 

MFLP が保有する物件では主に以下の環境認証を取得しており、各物件の取得状況についてはホームペー

ジにて開示しています。 

 

・ DBJ Green Building認証 

・ CASBEE新築認証 

・ CASBEE不動産認証 

・ BELS評価 

・ ZEB認証 

 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/environment/greenbuilding.html 

 330-FY2023-06  

社会への取組み 

【原則３】【原則５】 

当社及びMFLPでは、投資家は勿論、テナント、ロジスティクスマネジャー、取引先、地域コミュニティ、本資産

運用会社の従業員等といったステークホルダーの皆様へ、事業活動等を通じ、役割・責任を積極的に果たし、貢

献させていただきたいと考えています。例えば、本投資法人のポートフォリオは地域分散がなされ、各地域での

雇用創出に寄与しており、地域社会の活性化にも貢献しています。また、本投資法人のポートフォリオの全物件

において、公共交通機関（駅、バス停等）による通勤利便性は高く、障がい者の方々も利用しやすい環境整備に

も取り組んでいます。 

 

【具体的な取組み事例】 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/social/index.html 

 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/environment/kpi.html
https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/environment/performance.html
https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/environment/greenbuilding.html
https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/social/index.html


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

■快適な就労環境の提供 

・ 無人販売、通勤用シャトルバス、シェアサイクル、スカイラウンジ、カフェテリア、CS調査等 

 

■BCP対応 

・ 免震構造の採用、非常用発電機、ITVによる遠隔操作、防災備蓄、ハザードマップに応じた対策等 

 

■地域コミュニティ対応 

・ 施設付近の清掃活動、保育施設の併設、交流空間の創出、津波避難ビル指定、グリーンカーテンの導入等 

 

■社会貢献活動 

・ 地域貢献活動、カレンダー寄付等 

 

■ＤＥＩ推進活動 

・ 障がい者支援団体との連携、国際女性デーイベント等 

 330-FY2023-07  

人材育成への取組み 

【原則 1】【原則４】 

当社では、不動産金融に関する高い専門性を持ったスペシャリストと、組織の生産性を高めるマネジメント能

力を持ったリーダーになり得る人材の確保と育成に取り組んでいます。さらに、短期的な教育・訓練による知識の

蓄積・理解力・コミュニケーション能力等の向上のみではなく、事態・事象の全体像を把握する大局観とその先行

きを見通す想像力を併せ持ち、社会貢献と会社の業績向上に資する人材育成を目指しています。 

 

【具体的な取り組み事例】 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/social/employees.html 

 

■資格制度 

・ 専門資格等の取得・維持の支援等 

 

■各種研修の実施 

・ 専門分野研修、人材育成ビジネスセミナー、コンプライアンス研修等 

 

■定期的なキャリア面談の実施 

 330-FY2023-08  

ESGファイナンスへの取組み 

【原則２】【原則 5】【原則６】 

MFLP は、ESG ファイナンスによる資金調達を通じ、ESG に関する取組みをより一層推進するとともに、

ESG投融資に関心を持つ投資家層の拡大を通じた資金調達基盤の強化を目指しています。 

MFLP におけるサステナビリティファイナンス・フレームワーク及びサステナビリティ・リンク・ローンフレームワ

ークを活用した資金調達については、ホームページに開示しています。 

 

サステナビリティファイナンス・フレームワーク： 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/finance/index.html 

 

サステナビリティ・リンク・ローンフレームワーク： 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/finance/linkloan.html 

 330-FY2023-09  

情報開示への取組み 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/social/employees.html
https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/finance/index.html
https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/finance/linkloan.html


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

【原則７】 

当社及びMFLPは、以下の媒体においてサステナビリティに関する情報開示を行っています。 

 

当社のホームページ： 

https://www.mflp-m.co.jp/ 

 

MFLPのホームページ： 

https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/index.html 

 

https://www.mflp-m.co.jp/
https://www.mflp-r.co.jp/ja/sustainability/index.html


運用・証券・投資銀行業務 取組事例 

 

■ 大江戸温泉アセットマネジメント株式会社 

 332-FY2023-01  

（グリーンリース契約の締結及びエネルギー削減目標の設定） 

【原則 1】 

大江戸温泉リート投資法人、大江戸温泉アセットマネジメント株式会社、大江戸温泉ホテルズ＆リゾーツ株式

会社及び株式会社レオマユニティ―との間で大江戸温泉リート投資法人の所有施設 11施設にかかるグリーンリ

ースに関する覚書（省エネルギー及び環境配慮の取組に関する合意書）（以下、「グリーンリース契約」といいま

す。）を締結し、建物所有者とテナントとの間で ESG 推進の基本原則となる「協働体制」、「エネルギー消費量等

のデータ共有」、「エネルギー消費量等の削減目標設定」について合意し、グリーンリース契約に基づき、エネル

ギー削減目標を下記の通り設定し、環境負荷の低減の取り組みを開始しました。 

「電力使用量、燃料使用量、上水及び廃棄物排出量を 2030年度までに原単位で 2018年度（2018.4.1乃

至 2019.3.31）比 10％削減」 

 

【特徴】 

大江戸温泉リート投資法人は、温泉旅館を主要投資対象とした不動産投資法人です。投資対象資産である温

泉旅館において、温泉旅館の運営と共に環境負荷の低減に取り組む点が特徴です。 
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